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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（遠藤守君） 

 おはようございます。 
 それでは、相互の礼で始めたいと思います。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（望月広喜君） 
 事務連絡をいたします。 
 １１月１９日に開催されました教育委員会定例会におきまして、教育委員長に千須和繁臣氏

が就任されました。本日は初めての議会ですので、紹介し、あいさつをお願いしたいと思いま

す。 
 千須和教育委員長、登壇お願いいたします。 

〇教育委員長（千須和繁臣君） 
 皆さん、おはようございます。 
 ただいまご指名、ならびにご紹介をいただきました千須和でございます。 
 過日、１１月の定例教育委員会において、教育委員長という大役を仰せつかりました。学校

教育、そして生涯教育ともに、人づくりのために大役を果たしたいと思っております。微力で

ございますが、精一杯頑張るつもりでございます。よろしくお願いしたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 千須和教育委員長のあいさつが終わりました。 
 本日は、大変ご苦労さまです。 
 平成２２年身延町議会第４回定例会の開会にあたり、一言あいさつを申し上げます。 
 本年もいよいよ師走を迎え、寒さもひとしお身にしみる年の瀬であります。議員各位には年

末ご多忙の中、ご出席をいただきまして、心から敬意を表わす次第でございます。 
 本定例会には、町長から平成２２年度身延町一般会計補正予算をはじめとする諸議案が提出

されます。これらは、いずれも重要な内容を有するものであります。議事が円滑に進められる

よう、慎重なご審議により適正・妥当な結論を得られますよう、切望する次第であります。 
 これからは、日増しにせわしくなります。各位にはご自愛の上、諸般の議事運営にご協力を

賜りますようお願い申し上げて、開会とあいさつとさせていただきます。 
 欠席の連絡をいたします。 
 日向議員は入院のため、欠席届が出されております。 
 それでは、出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 
 本日は議事日程第１号により、執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１１６条の規定により、 
 ２番 望月 明君 
 ３番 河井 淳君 
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 ４番 望月秀哉君 
 以上、３名を会議録署名議員に指名いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 会期の決定を行います。 

 お諮りいたします。 
 本定例会の会期は、平成２２年１２月１３日から１２月１６日までの４日間とすることにご

異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、会期は平成２２年１２月１３日から１２月１６日までの４日間とすることに決定を

いたしました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第３ 諸般の報告を行います。 

 地方自治法第１２１条の規定に基づき、議長から本定例会に執行部の出席を求めたところ、

お手元に配布のとおり出席の通知がありました。 
 次に議会としての報告事項は、お手元に配布の報告のとおり、各種行事等に参加しておりま

すので、ご了承ください。 
 次に産業建設常任委員会が閉会中の継続調査を実施いたしましたので、報告をお願いいたし

ます。 
 産業建設常任委員長、登壇を願います。 

〇７番議員（望月寛君） 
 それでは、報告いたします。 
 平成２２年１２月第４回定例議会 
 産業建設常任委員会閉会中の継続調査結果報告書 
 本委員会は下記のとおり、閉会中の継続調査を実施しました。 
 調査日でありますが、平成２２年１０月６日、午後２時から午後３時３０分まで実施しまし

た。 
 調査事項でありますが、中部横断自動車道。 
 調査場所は、醍醐山トンネル工事（一色地内）の現地視察であります。 
 出席者は、そこに記載のとおりであります。 
 調査結果でありますが、皆さんご承知のとおり、この自動車道は静岡を起点に佐久市に至る

延長１３２キロメートルで、このうち新直轄事業として、山梨県区間（富沢～六郷間）の延長

約２８キロメートルの工事を行っております。この区間は、トンネルと橋梁で約７５％を占め

ております。特に醍醐山トンネルの工事用排水につきましては、ホタルの生息環境に配慮して、

厳しい排水管理のもとに工事が進められております。また、この工事は最新の方法で行われ、

１日約３メートルのペースで掘り進んでおります。この自動車道が完成しますと、町の経済効

果・活性化はもちろん、災害に強い道路ネットワークを構築すると同時に地域医療サービスの

向上も図れます。このようなことから一日も早い完成を願いまして、閉会中の継続調査の報告

といたします。 
 以上、閉会中の継続調査を終了したので、身延町議会会議規則第７６条の規定により、報告
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いたします。 
 平成２２年１２月１３日 
 身延町議会議長 望月広喜殿 

身延町議会産業建設常任委員長 望月寛 
 以上であります。 

〇議長（望月広喜君） 
 続いて、議員合同研修が１１月１５日、１６日に実施されましたので、議会運営委員長より

報告をお願いいたします。 
 議会運営委員長、登壇願います。 

〇１２番議員（川口福三君） 
 議員合同研修の報告をいたします。 
 平成２２年１２月１３日 
 身延町議会議長 望月広喜殿 

身延町議会運営委員会委員長 川口福三 
 議員合同研修報告書 
 標記研修について、議会運営委員会が中心となり、本町の議会活性化に向けて、その取り組

みを学ぶため、各常任委員会に呼びかけたところ、全議員に賛同をいただき、先進地である長

野県山ノ内町議会を訪問し、視察研修を実施しました。 
 研修内容につきましては、日程は平成２２年１１月１５日、１６日。月曜、火曜にわたって

の研修です。 
 研修場所は、長野県山ノ内町議会。 
 研修参加者は１６名。この日、１名の議員は近所に不幸が出たということ。それから１名は

病気欠席で、議員が１４名、事務局２名の参加でした。 
 研修内容、①議会報告会について。②議会懇談会について。③議会活性化研究について。④

住民アンケート調査結果について。 
 山ノ内町のあらましですが、長野県の北東部に位置し、志賀高原や温泉地である湯田中温泉

等があり、山林原野が９３％という地域でございます。町は、昭和３０年４月に１町２村が合

併して、現在の山ノ内町となっております。人口が平成２２年１１月１日現在で、１万４，

２２４人。財政状況ですが、平成２２年度当初予算、一般会計が５７億８千万円、一般会計・

特別会計合わせて、１０３億３，４５３万６千円という財政状況です。 
 研修内容につきましては、山ノ内町議会は平成１９年度より１地区ごと、５会場で議会報告

会を開催しています。当初は議会の活動報告（常任委員会）を主に行ってきましたが、回を重

ねるに伴い、参加者の要望もあり、現在は意見交換に重点を置いています。 
 議会懇談会は、常任委員会主体で担当分野の団体等と随時開催しています。また、議会の活

性化を図るために、議会だよりの充実、ホームページの充実、住民への積極的情報提供、勉強

会の開催等を実施しています。さらに通年議会、議会基本条例の制定、反問権、夜間・休日議

会の開会等、現在、検討中です。 
 当日は、これらのことについて説明を受けたあと、質疑応答を行い、最後に両町で意見交換

を行いました。 
 両町とも議会の活性化に真剣に取り組んでいる姿勢が見受けられ、大変、有意義な研修とな

 ７



りました。 
 所感といたしまして、議会は、議事機関としての町の重要な施策の決定と執行機関の監視の

役割を担っています。さらに地方分権が推進されている今日、議会の役割はますます重要となっ

ています。このような状況の中で、本町議会では、議会改革の一環として、開かれた議会、身

近な議会、町民と協働する議会を目指して、議会活性化等特別委員会を設置し、議会の活性化

を目指しています。 
 議会と町民との懇談会を充実し、町民が大勢参加して意見交換できる懇談会のあり方等につ

いて、研修しました。 
 今後はこれらをもとに、議員みずからが地域に出向いて、議会運営状況や課題の取り組み状

況等について、説明責任を果たすとともに、意見や要望等を聞き、住民との意思の疎通を図り、

町政に対する提言などを町民から直接受けることで、町政の諸課題に柔軟に対応し、議会の政

策提言機能に資することが重要です。 
 したがって、現在、実施している「町民と議会との懇談会」を今後も継続し、所期の目的で

ある議会の活性化に向けて、議員が共通課題を模索し、心を合わせ、積極的に取り組んでいく

ことを希望し、議員合同研修の報告といたします。 
 以上で、報告を終わります。 

〇議長（望月広喜君） 
 以上で、諸般の報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第４ 町長行政報告。 

 町長が行政報告を行います。 
 町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 おはようございます。 
 本日、平成２２年身延町議会第４回定例会の開催にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 今年も残り少なくなり、何かと気忙しい中を議員の皆さまには出席を賜り、厚く御礼を申し

上げます。 
 私も町政を担当させていただいて、丸２年が経過し、３年目に入りました。この間、依然と

して厳しい経済状況が続き、円高も含め、海外に進出することのできない小規模零細企業や農

業は崖っぷちに立たされていると思います。 
 そんな中、尖閣事件や国後島のロシア大統領訪問は、私たちに自分の国を守るとはどういう

ことか、そのためには何をなすべきかを問いかけられているように思います。さらにＴＰＰに

みられるように、環太平洋の国々には、わが国抜きでもという考えがあり、わが国の国際的地

位の低下が心配でなりません。 
 このような中、例年どおり、山梨県は去る１１月４日、２００９年度の市町村普通会計決算

の概要を公表されました。この中で、財政の弾力性を示す経常収支比率についてであります。

本町は７７．８％であり、県内平均は前年比１．１ポイント上昇の８５．９％と６年連続の悪

化でしたが、本町においては７．６ポイント改善をされました。この要因は合併以来、取り組

んでまいりました、経常的経費の抑制と地方交付税の増加によるものであります。 
 経常収支比率は改善が見られたものの、歳入における町税は減少傾向にあることから、引き
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続き行財政改革に取り組み、経常的経費の節減・節約に向けて、あらゆる努力と工夫を重ねて

いくとともに、少ない自主財源であっても町民の皆さんへのサービスの低下を招かないよう、

職員に対して徹底したところであります。 
 また、去る１１月１９日には、来年度の予算編成方針として、町税等の減収や来たるべき地

方交付税算定替え等を考慮して、経常経費における一般財源の対前年比５％減の予算を作成す

るよう、職員および小中学校の関係者に周知したところであります。 
 また、去る１０月８日に閣議決定をされ、１１月２６日に成立した補正予算の地域活性化交

付金のうち、情報によりますと、きめ細かな交付金はおおむね１億３千万円、同じく住民生活

に光を注ぐ交付金についても、おおむね２千万円ぐらいが交付されると考えられます。交付決

定がなされましたら、議会に諮ってまいります。 
 次に、教育委員会の構成についてであります。 
 去る１１月１８日に任期満了を迎えた小松文雄教育委員に代わり、渡邉勢津子さんが１１月

５日の臨時議会において同意をいただきましたので、１１月１５日に任命を行いました。さら

に１１月１９日に新体制初の教育委員会を開催し、委員長、委員長職務代理の任期満了に伴う

改選を行い、委員長に千須和繁臣さん、委員長職務代理には小倉是勇さんが再任され、委員に

は山田省吾さん、渡邉勢津子さんが、教育長は佐野雅仁さんであります。これを受けて、先ほ

ど千須和繁臣教育委員長が親しく、皆さんにごあいさつを申し上げたところでございます。 
 次に、中部横断自動車道についてであります。 
 平成２９年開通に向けて、町内でも醍醐山トンネルや田原川橋等で、工事が目に見えてまい

りました。しかし国の予算も厳しく、２２年度当初予算は直轄区間で４４億３，７００万円で、

前年比、大幅な減額でございました。県および国のご配慮で、補正において予備費も含めます

と２３億１千万円が、さらには２３年度予算分のゼロ国債が１０億円認められ、その合計は

７７億４，７００万円となりました。直轄区間の２９年度開通に向けましては、来年度当初予

算で、さらなる増額をお願いしなければなりません。議会の皆さんや町民の皆さんの予算獲得

に対し、最大限のご協力・ご尽力をお願い申し上げます。 
 次に、ふるさと町民制度の一環であります「身延ふるさと便」も好評のうちに２年目を迎え、

今年もすでに１０月中旬には、８５名の皆さんが１回分として曙大豆の枝豆や手作り梅干等の

発送を終え、多くの皆さんから、孫がおじいさんのふるさとに行ってみたいと言うようになっ

た等の喜びの便りもいただいております。 
 次に、新たな地域産業の創設についてであります。 
 住民がみずから取り組む事業、コミュニティビジネスについてであります。 
 富士川を利用して、ラフティング事業が１０月末をもって、今シーズンの営業は終了いたし

ましたが、当初の目的を大きく上回る全国の皆さんの利用をいただきました。さらに、来年度

はすでに県外の中学校から２００名を超える修学旅行で、利用の問い合わせもきてございます。

今後に期待ができると思います。 
 また、自分たちで資金を出し合って森林整備をし、地元に恩返しをしようという団体が、身

延地区では「フォレストサポート身延」が、中富地区では「中富森林愛護会」がそれぞれ土建

業者有志によって設立をされ、所有者と協定が整い、すでに活動を開始しております。このほ

かにも耕作放棄地を借用しての、農業導入グループ等の動きが出てきております。財政の厳し

い本町にあって、このような動きが出てきましたことに拍手を送りたいと思います。 
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 町といたしましても、知恵とやる気のある皆さんには、県や国と連携をとりながら協力を行っ

てまいりたいと考えております。 
 次に、鴨川市議会議員の親善訪問についてであります。 
 ご案内のように１１月８日・９日の両日、市議会議員の改選に伴い、姉妹都市締結に基づき、

実施をされたものでございます。８日には対面式や交流会が、９日には身延駅前街路事業や、

切り絵の森では指定管理者の取り組みを見ていただきました。 
 今後も姉妹都市として、諸事業や人的交流を通して、両市町が一層、友好の絆を深めていく

ことを願っております。 
 次に去る９月１３日閉会の第３回定例会以降の主な行事等について、申し上げます。 
 １０月１日、下部浄化センターの通水式を行いました。その他、町内各小中学校の運動会、

地区運動会、さらには地区文化祭、峡南衛生組合、峡南広域行政組合、一部事務組合飯富病院

のそれぞれ臨時議会および定例会に出席をいたしました。町村会への出席はもちろん、国、県

への要望活動も行ってまいったところでございます。 
 次に、本定例会に提出いたしました議案につきましては、条例の制定および条例の一部を改

正する条例について４件、平成２２年度補正予算が８件、町道路線の認定が１件の計１３件で

ございます。 
 次に、公共下水道の各戸への早期接続をお願いしているところでございます。 
 １２月１日現在、中富処理区は加入戸数９８３戸で、加入率６４．６％。身延処理区は加入

戸数９７戸で、加入率１６．６％。下部処理区は１０月１日に供用を開始しましたが、加入戸

数１戸で、加入率は１．２％という状況であります。早期の接続をお願いしているところでご

ざいます。 
 これからも厳しい財政運営が続くことが考えられます。こういうときこそ、町民の皆さまも

町が何をしてくれるのかのみを期待するのではなく、今まで以上に自分は町のため、地域のた

めに何ができるのかを考えていただくときではないだろうかと思います。 
 私も２年を振り返って、本当に町民の皆さんのための施策のみを行ってきたのかを見直し、

公務員の原点に立ち返って、役に立つ職員、さらに職員全員が仕事のプロを目指して、職員の

先頭に立って頑張ってまいりますので、町民の皆さんや議員の皆さんの格段のご指導をいただ

きますことをお願い申し上げ、あいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長の行政報告が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第５ 提出議案の報告、ならびに上程を行います。 

 議案第７５号 身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 
 議案第７６号 身延町農村連絡施設等整備基金条例の一部を改正する条例について 
 議案第７７号 身延町下部リバーサイドパーク条例の制定について 
 議案第７８号 身延町高齢者保養施設条例の一部を改正する条例について 
 議案第７９号 平成２２年度身延町一般会計補正予算（第３号）について 
 議案第８０号 平成２２年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 
 議案第８１号 平成２２年度身延町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 
 議案第８２号 平成２２年度身延町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 
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 議案第８３号 平成２２年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について 
 議案第８４号 平成２２年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予算（第２号）について 
 議案第８５号 平成２２年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第３号）について 
 議案第８６号 平成２２年度身延町青少年自然の里特別会計補正予算（第１号）について 
 議案第８７号 町道路線の認定について 
 請願第４号 教育予算を拡充し、教育の機会均等及び水準の維持向上を図るための請願に

ついて 
 請願第５号 ＴＰＰの参加に反対する請願について 
 以上、議案第１３件、請願２件を上程いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第６ 提出議案の提案理由の説明を求めます。 

 議案第７５号から議案第８７号までの１３件について、町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 それでは、提出案件の提案理由について、一括ご説明を申し上げます。 
 今回、提出しました議案につきましては、先ほども申し上げましたとおり、条例関係が４件、

平成２２年度補正予算が８件、それに町道路線の認定が１件の計１３件でございます。 
 それでは個々について、順を追って申し上げます。 
 まず議案第７５号 身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて。 
 身延町職員、勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の議案を提出いたします。 
 平成２２年１２月１３日 提出 

身延町長 望月仁司 
 提案理由 
 人事院勧告等により、国家公務員及び山梨県職員の勤務時間が短縮されたことに伴い、身延

町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する必要が生じました。 
 これが、この議案を提出する理由でございます。 
 次に議案第７６号 身延町農村連絡施設等整備基金条例の一部を改正する条例について。 
 身延町農村連絡施設等整備基金条例の一部を改正する条例の議案を提出いたします。 
 以下、提出日、町長名につきましては、省略をさせていただきます。 
 提案理由 
 身延町農村情報連絡施設が廃止され、平成２２年１０月１日から身延町地域情報通信施設に

名称が改められたことに伴い、身延町農村連絡施設等整備基金条例の一部を改正する必要が生

じました。 
 これが、この議案を提出する理由でございます。 
 次に議案第７７号 身延町下部リバーサイドパーク条例の制定について。 
 身延町下部リバーサイドパーク条例の全部を改正する議案を提出いたします。 
 提案理由 
 身延町下部リバーサイドパーク内に足湯施設を設置することに伴い、身延町下部リバーサイ

ドパーク条例の全部を改正する必要が生じました。 
 これが、この議案を提出する理由でございます。 
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 次に議案第７８号 身延町高齢者保養施設条例の一部を改正する条例について。 
 身延町高齢者保養施設条例の一部を改正する条例の議案を提出いたします。 
 提案理由につきましては、身延町高齢者保養施設の利用状況の推移および利用者への利用時

間の明確さの観点から、身延町高齢者保養施設条例の一部を改正する必要が生じました。 
 これが、この議案を提出する理由でございます。 
 次に議案第７９号 平成２２年度身延町一般会計補正予算（第３号）。 
 平成２２年度身延町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，５５２万７千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ９３億７，９９１万５千円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 （繰越明許費） 
 第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することがで

きる経費は「第２表 繰越明許費」による。 
 平成２２年１２月１３日 提出 

身延町長 望月仁司 
 次に議案第８０号 平成２２年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）。 
 平成２２年度身延町の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，０８８万２千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２１億５，７９５万８千円とする。 
 以下は、省略をさせていただきます。 
 次に議案第８１号 平成２２年度身延町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）。 
 平成２２年度身延町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，３４７万７千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４億６，７２５万１千円とする。 
 以下、省略をさせていただきます。 
 次に議案第８２号 平成２２年度身延町介護保険特別会計補正予算（第３号）。 
 平成２２年度身延町の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，０２３万７千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２０億８９１万７千円とする。 
 以下、省略をさせていただきます。 
 次に議案第８３号 平成２２年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）。 
 平成２２年度身延町の簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 
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 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７９万７千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ９億６，９４１万３千円とする。 
 以下は、省略をさせていただきます。 
 次に議案第８４号 平成２２年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予算（第２号）。 
 平成２２年度身延町の農業集落排水事業等特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１６７万８千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３，６３４万円とする。 
 以下は、省略をさせていただきます。 
 議案第８５号 平成２２年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第３号）。 
 平成２２年度身延町の下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７，９４９万９千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ８億６，６４４万３千円とする。 
 以下は、省略をさせていただきます。 
 次に議案第８６号 平成２２年度身延町青少年自然の里特別会計補正予算（第１号）。 
 平成２２年度身延町の青少年自然の里特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２８万１千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ４，４８２万２千円とする。 
 以下は、省略をさせていただきます。 
 次に議案第８７号 町道路線の認定についてでございます。 
 下記の路線を町道として認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項

の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 
 路線番号はＮ３－２６５号。上ニ９号線。身延町西嶋６７５番１地先から身延町西嶋６４８番

２でございまして、延長が９２メートル、幅員は２．６から７．４でございます。 
 次にＭ３－２０３号。鏡平線。身延町梅平５３６番９から身延町梅平５４４番５まででござ

います。この延長が９３．５メートル、幅員が４から４．７でございます。 
 提案理由を申し上げます。 
 すでに道路の形態をなしており、町道と町道を結ぶ路線であり、地域住民の利便性向上のた

め、町道として認定するものでございます。 
 これが、この議案を提出する理由でございます。 
 以上、１３件につきまして、提案理由を申し上げました。 
 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせますので、よろしくご審議の上、

ご議決をいただけますよう、お願いを申し上げます。ありがとうございました。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長の説明が終わりました。 
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 議事の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。 
 再開は１０時１０分といたします。 
 暫時休憩します。 

休憩  午前 ９時５０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１０時１０分 
〇議長（望月広喜君） 

 休憩前に引き続き、議事を再開いたします。 
 次に、担当課長の詳細説明を求めます。 
 なお、議案第７６号、議案第８７号の２件につきましては、詳細説明は省略をいたします。 
 まず議案第７５号について、総務課長。 

〇総務課長（広島法明君） 
 それでは議案第７５号 身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

についての詳細説明をさせていただきます。 
 この条例につきましては、職員の勤務時間を短縮するという内容の改正をお願いするもので

す。そもそも地方公務員の勤務条件につきましては、地方公務員法第２４条第２項に、勤務条

件を定めるにあたっては、国および他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように、

適当な配慮を払わなければならないとあります。先ほど、町長が述べました提案理由にもあり

ますように、国家公務員および山梨県職員の勤務時間が短縮されたことに伴いと説明されまし

たが、具体的に申しますと、国家公務員につきましては、昨年度、平成２１年４月１日から、

山梨県職員につきましては今年度４月１日から、すでに実施をされております。それらに伴い

まして、今回の改正をお願いするものです。 
 ２ページをご覧ください。 
 ２ページの本文の頭ですけど、第２条第１項中とありますけど、第２条第１項は一般職員の

１週間あたり、月曜日から金曜日の１週間あたりの勤務時間のことで、１日１５分の短縮。月

曜から金曜の５日分を足しまして１時間１５分の短縮ということで、４０時間を３８時間

４５分に改めるものです。 
 次の同条第３項につきましては、再任用短時間勤務職員、また同条第４項につきましては、

任期付き短時間勤務職員、いずれも身延町には現在、該当職員はいませんが、その職員に対す

る１週間あたりの勤務時間の改正です。 
 本文５行目の第３条第２項につきましては、一般職員の１日あたりの勤務時間のことで、８時

間勤務を１５分短縮で、７時間４５分に改めるものです。同条第３項は、試験研究に関する業

務に従事する職員の１週間の勤務時間ということで、これにつきましても、本町には該当職員

はいません。 
 次に第６条第２項については、１日の勤務時間が６時間以上、８時間以下の場合は休憩時間

を置くという条文の中の８時間以下を７時間４５分に改めるというものです。 
 以上、附則第１項にもありますように、施行につきましては、平成２３年４月１日からとな

ります。 
 附則の第２項につきましては、勤務時間改正に伴い、身延町職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正するものです。 
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 該当職員の内容は、育児のために短時間勤務、試験研究に関する業務に従事する職員等、特

別の形態によって勤務する必要がある職員の勤務形態のことですが、今現在、身延町には該当

職員はいません。 
 附則の第３項につきましても、同じく勤務時間改正に伴い、身延町職員給与条例の一部を改

正するものです。内容につきましては、時間外勤務手当のうち、育児短時間勤務職員等および

再任用短時間勤務職員に関する勤務時間の条文の中の改正です。これも現在、該当職員はいま

せん。 
 以上が、上程しました条文の説明ですが、具体的に言いますと、平成１９年４月に退庁時間

が、平成１８年度までは退庁時間５時１５分でしたけど、平成１９年４月から５時１５分から

５時半までと変更してきましたけれど、来年４月１日から平成１８年と同じように、退庁時間

を５時１５分に変更させていただくというものです。 
 以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いします。 

〇議長（望月広喜君） 
 次に議案第７７号について、生涯学習課長。 

〇生涯学習課長（佐野正美君） 
 それでは議案第７７号 身延町下部リバーサイドパーク条例の制定について、詳細説明を申

し上げます。 
 今回、下部奥の湯温泉の有効利用と公共の福祉の増進、また観光の目玉の１つとしての期待

から、下部リバーサイドパーク内に足湯施設が設置されることとなり、この足湯施設の維持管

理については、リバーサイドパーク内の１施設として捉え、教育委員会が周辺の施設と一体と

して、維持管理を行うことが最も効率的で実効性が確保できるものと考えるものであります。 
 これらの点をふまえ、現状のリバーサイドパークの設置および管理に関して規定している条

例では、足湯施設に関する事項の明記が難しいこと、またほかに全般的な、細かな点について

も、修正する個所も見受けられたため、これまでの明記等の見直しも含め、既存の基本そのも

のは維持していきながら、その具体的内容を全面的に改め、維持管理に当たろうというもので

あります。これが、改正したい理由でございます。 
 それでは、６ページをご覧いただきたいと思います。 
 まず第１条の関係ですけども、設置です。これは略称に関することで、略称は最初に付ける

という原則から、下部リバーサイドパークの略称を規定させていただきました。 
 第２条ですけども、名称および位置の関係です。パーク全体の名称および位置の規定である

ことから、旧規定では施設の名称および位置はとなっていましたが、これをパークの名称およ

び位置と規定いたしました。 
 第３条については、管理の関係でございます。第１条での略称の関係から、パークという表

現の修正をいたしました。 
 第４条については、施設の関係です。改正前の見出しには、休業日、休みの日を規定してい

ますが、町の管理における条例の必須事項ではないため、施行規則の同趣旨の内容を施行規則

で規定することとし、これを外しました。 
 改正後の今回の第４条では、見出しを設置としまして、パーク内の施設である３種類を規定

しました。ゲートボール場、テニスコート場、それから加えまして、足湯施設ということで規

定させていただきました。 
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 それから第５条については、利用の許可ということですけども、改正前については、ここに

利用時間を規定していましたが、やはり町の管理における条例の必須事項ではないため、施行

規則で同趣旨の内容を規定することといたします。 
 改正後は、利用の許可としまして、改正前の規定。第６条から１２条の規定については、１条

ずつ繰り上げました。 
 なお、第５条の規定では施設のうち利用許可が必要となるものを明記しまして、足湯施設に

ついては許可がいらないため、除外いたしました。 
 それから第６条の関係ですけども、利用の制限ということで、改正前の第７条でございます。

書き方は変わっていますが、趣旨は踏襲をしております。 
 それから第７条の使用料の関係ですけども、改正前の第８条の規定が基本となっていますが、

足湯施設については無料という施設で、利用料金等については明記いたしません。 
 それから第８条についてですけども、使用料の減免の関係です。これは改正前の第９条の規

定を利用しております。 
 それから第９条の関係です。使用料の還付の関係です。これは同じく改正前の第１０条の規

定を使用しております。 
 ７ページをご覧いただきたいと思います。 
 第１０条として、損害賠償の関係です。改正前には、損害賠償についての規定はありません

ので、その規定を設けました。また改正前の１１条の見出しに利用者の義務がありましたが、

これについては、これらの規定を条例で明記する必要はないため、改正後はこれを外しました。 
 附則としまして、この条例は公布の日から施行するというものでございます。 
 よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（望月広喜君） 
 次に議案第７８号について、身延支所長。 

〇身延支所長（望月和永君） 
 それでは議案第７８号 身延町高齢者保養施設条例の一部を改正する条例につきまして、詳

細説明をさせていただきます。 
 高齢者保養施設門野の湯は、平成４年の開業以来、開館時間を午前７時３０分から午後８時

まで、入浴時間を９月１日から５月３１日までは午前９時から午後７時まで、６月１日から８月

３１日までは午前９時３０分から午後８時までとなっておりますが、夏時間の午後７時以降の

利用者が非常に少なく、また１年を通して同じ時間のほうが利用者も分かりやすいこともあり、

今回、年間を通して開館時間を午前８時から午後８時まで、入浴時間を午前９時から午後７時

までに改正するものであります。 
 よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

〇議長（望月広喜君） 
 次に議案第７９号について、財政課長。 

〇財政課長（笠井一雄君） 
 それでは議案第７９号 平成２２年度身延町一般会計補正予算（第３号）につきまして、詳

細説明をさせていただきます。 
 この補正予算は、先ほど町長が申しましたとおり、９，５５２万７千円を歳入歳出それぞれ

追加するものでございます。 
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 まず、５ページをお開き願いたいと思います。 
 第２表 繰越明許費でございます。４款３項簡易水道運営費で、簡易水道事業特別会計の繰

出金３０１万３千円を繰越明許いたします。これにつきましては、簡易水道事業特別会計で繰

越明許をする事業に対します、一般会計からの繰出金を繰越明許するものでございます。 
 続きまして、８款２項道路橋梁費でございます。本町富山橋線道路改良舗装工事、それから

古関丸畑線道路改良舗装工事、この２路線でございまして、電柱および電線、電話線等の移設

に不測の日数を要し、必要な標準工期日数を確保できないため、繰越明許をするものでござい

まして、４，５００万円でございます。 
 次に６項下水道事業費でございますけども、これも下水道事業特別会計で繰越明許をする事

業に対する一般会計からの繰出金分を繰越明許するもので、１，３６２万１千円でございます。 
 それから、８ページをお開き願いたいと思います。歳入から、ご説明をしてまいります。 
 １２款１項１目民生費負担金でございます。保育所等の保育料等でございますけども、前年

の所得が確定したための見直しによる補正でございまして、それぞれ現年分、過年分、委託金

等、補正をいたし、金額としては３６８万３千円の減額でございます。 
 １３款１項６目商工使用料でございますが、２節のキャンプ場使用料、憩いの森キャンプ場

の当初予算３５万円を計上してございましたが、指定管理になったため、協定書の内容等、変

更があり、当初予算分を減額したものでございます。 
 それから１４款１項１目民生費国庫負担金でございますけども、２節、１０節、それぞれ民

間保育所の運営、あるいは事業に関する部分でございまして、国の内示等がございまして、そ

れによって、７０１万４千円の増額。それから１０節につきましては、一時保育の関係の事業

でございますけども、７６万円の増額になります。 
 続きまして、２項１目から２目、５目につきましては、それぞれ補助金でございますが、国

の内示や実績等に併せ、増減をいたしました。 
 それから、１５款１項１目の民生費県負担金でございます。２節につきましては、先ほどの

国庫負担金に対する県費、４分の１の補助率の部分の運営費負担金。それから３節保険基盤安

定負担金につきましては、９６３万８千円の減額でございます。これにつきましては、後期高

齢者の所得軽減分が確定をいたしましたので、これにより基盤安定負担金の額が決定になった

ことによります減額でございます。 
 続きまして、２項の２目民生費県補助金でございます。１節の中の重度心身障害者医療費助

成事業補助金２３７万円の増額でございまして、これにつきましては、窓口無料化等により医

療費が増えておりますので、補正をさせていただきました。また障害者自立支援対策臨時交付

金、特例交付金の関係でございますけども、交付決定に伴い、２５２万円の増額の補正でござ

います。３節の児童福祉費補助金でございますが、ひとり親家庭医療費助成事業補助金という

ことで、１００万円。これにつきましても、窓口無料化の関係で、ひとり親家庭の医療費が増

えてございます。 
 それから５行目といいますか、安心子ども基金保育サービス等充実事業補助金ということで、

５６２万５千円の増額をいたしております。これにつきましては、子どもを安心して育てるこ

とができる環境の整備ということが目的で、県が基金に積み立てをいたしましたものを使いま

して実施する事業でございまして、もともとは国の経済対策で、平成２１年の３月にきました

経済対策の交付金を県で積み立てたものでございますけども、５６２万５千円で、各保育所等
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に、また歳出のほうでご説明いたしますが、ＡＥＤ、心臓除細動器を整備するものでございま

す。 
 それから、３目の衛生費県補助金でございます。医療施設耐震化市町村交付金に３，７５１万

４千円を計上させていただきました。これにつきましては、飯富病院の耐震工事に交付される

ものでございまして、これももともとは平成２１年度に実施されました国の経済対策、公共投

資臨時交付金で県が積み立てをいたしました部分の基金の活用でございますが、飯富病院の耐

震事業に３，７５１万４千円をいただけますので、ここで歳入をし、飯富病院のほうへ支出を

することになります。 
 ４目農林水産業費県補助金でございます。それぞれ当初予算から実績、あるいは中心になっ

た事業等を勘案しまして、８４万１千円の減額とさせていただきました。 
 それから３項の３目教育費県委託金でございますが、７２万８千円計上させていただきまし

た。これにつきましては、道徳教育総合支援事業委託金ということで、道徳教育の副読本を購

入するため、県で委託をしていただいたものでございます。 
 次に１７款１項２目指定寄附金でございます。８２万３千円で、１点目としまして、原小学

校教育振興備品購入寄附金ということで、東京都北区在住、若宮正英さんから原小学校のため

に使ってくださいということで、いただきました。これをのちほど歳出のほうで、ご説明いた

しますけども、指定寄附金として５０万円いただいたものでございます。 
 それから消防詰所建築用地取得寄附金ということで、これにつきましては、中山の消防詰め

所が県道の拡幅により移転をするということで、詰所につきましては、県から補償金をいただ

いて、中山区が建て替えをいたします。ただし、土地につきましては、地縁団体に中山区がなっ

ておりませんので、補償金を中山区で町に寄付をいたしまして、町で土地は購入するというこ

とになります。３２万３千円でございます。 
 それから１９款１項１目の繰越金でございますけども、３，５４６万７千円。これにつきま

しては、今回の補正の一般財源として充当するために充当したものでございます。 
 次のページ、１０ページをお願いいたします。 
 ２０款４項１目雑入でございます。窓口無料化高額医療費返還金ということで９６６万円。

重度心身障害者医療費助成事業分ということでございます。これにつきましては、窓口無料化

をいたしますと、当然、病院にかかりますと、窓口で無料になります。そうしますと、本来は

高額医療費につきましては、あとで請求ということになりますけども、無料になってしまいま

すので、高額医療費についてはそこで支払ってしまうということになりますので、のちほど国

保の特別会計、あるいは後期高齢者の連合会から、その高額療養費分をいただくということで

ございまして、この９６６万円は国保特会や後期高齢者の連合会からいただくことになります。 
 それでは、１１ページの歳出へまいりたいと思います。 
 今回の１２月補正につきましては、人事院の勧告に伴います職員給与の減額等の費用が２節、

３節、４節に計上してございます。これらの説明を省略させていただきますので、ご了解をお

願いしたいと思います。 
 それでは、まず最初に２款１項１目一般管理費、１１ページになりますが、ちょうど真ん中

あたりになりますけども、総務費でございます。２款１項１目一般管理費でございます。１１節

から１８節までは、庁舎全体にかかる消耗品や修繕費、あるいは備品等を計上させていただい

ております。 
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 それから１９節負担金補助及び交付金につきましては、その他の負担金として３１万２千円。

電算機等の共同廃棄処理負担金ということで、パソコンやプリンターを共同で廃棄するために、

計算センターに負担をするものでございます。 
 分散処理システム負担金につきましては１９２万７千円で、これも計算センターでございま

すけども、国税の連携システムの負担金でございます。 
 続きまして、２目、一番下になりますけども、文書広報費で、次のページになりますけども、

１９節の負担金補助及び交付金、１２ページの一番上になります。西嶋区の有線放送施設整備

費補助金ということで、旧公民館、消防の詰め所から新公民館へ放送のリモート装置を設置す

る工事、９７万２００円の工事に町が２分の１補助をするものでございます。 
 それから１３ページの真ん中より、ちょっと下になります。１３ページの下でございますけ

ども、３款１項１目社会福祉総務費、２８節繰出金でございますが１２６万６千円、国民健康

保険特別会計への繰出金でございます。同じく３目の高齢者福祉費で、繰出金１，０９５万２千

円につきましては、介護保険特別会計への繰出金、それから４目の老人医療費、２８節１，

３４７万７千円の減額につきましては、後期高齢者医療特別会計繰出金の減額でございます。

これにつきましては、基盤安定負担金の９６３万８千円の減額も含まれております。 
 それでは１４ページ、５目障害福祉費でございますが、１９節負担金補助及び交付金５９万

７千円の増額でございますが、これも実績で増えた部分でございます。甲府市の住吉生活支援

センターに１人、それから南アルプス市のきがる館に２人、通所しておりますので、それらの

分でございます。それから２０節の扶助費につきましては、１，８３３万６千円でございます

けども、重度心身障害者の医療費助成、これも窓口無料化で増えているところで、１，４４０万

円の増額でございます。 
 同じページ、１４ページの下のほうへまいりますが、２項の１目児童福祉総務費でございま

す。１１節７８万８千円。それから１２節の通信運搬費１万２千円。それから１８節の備品購

入費４８０万円。今、申しました３点につきましては、先ほど歳入でご説明いたしましたが、

安心子ども基金、保育サービス充実事業で実施をする事業でございまして、印刷製本費の部分

につきましては、子育てハンドブックを印刷する、７８万８千円の部分でございます。 
 それから１２節につきましては郵送料でございますが、１８節の備品購入費につきましては、

子ども用のＡＥＤ、心臓の除細動器でございますが、８台、購入をいたします。町営の施設が

５、それから私立が２、それから児童館に１ということで、８台を購入するものでございます。 
 それから地デジ対応テレビのＤＶＤ等の機器、テレビやＤＶＤの機器ですけども、私立の２保

育園に整備をするもので、８０万円でございます。なお、町立の部分につきましては、前の経

済危機対策の部分で、すでに整備をしているものでございます。この安心子ども基金につきま

しては、県の１０分の１０の事業でございます。 
 それから一番下になりますけども、２０節扶助費の２００万円。ひとり親家庭の医療費助成

金でございますけども、これも窓口無料化に伴いまして、増額でございます。 
 それから３目から７目までにつきましては、各保育所の経費につきまして、予算計上をして

ございます。 
 次のページ、１６ページを見ていただきたいと思います。 
 ８目民間保育所費ということで、１３節委託料９２０万５千円ということで、保育所の所得

決定による変更で、民間保育所運営費でございます。 
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 それから１９節の負担金補助及び交付金につきましては、国や県の交付決定に伴って、予算

計上をいたしました。それぞれの事業の負担金１３９万９千円でございます。 
 次に４款１項２目予防費でございます。１９節負担金補助及び交付金に４，００９万４千円

ということでございますけども、医療施設耐震化市町村交付金ということで、３，７５１万４千

円。これにつきましては、歳入のほうでも説明しましたけども、飯富病院の耐震事業に充当を

いたすということで、飯富病院に交付するものでございます。耐震の約９割を交付してくれる

ものでございます。 
 それから２５８万円、飯富病院の普通交付税再配分でございますけども、普通交付税の決定

に伴いまして、飯富病院の交付税部分は早川町と身延町の両方で運営しておりますが、身延町

に交付税は交付されますので、その交付された部分を早川町に再配分するものでございます。 
 ５目の環境衛生費でございますけども、１９節負担金補助及び交付金、合併処理浄化槽の設

置整備補助金でございまして、３地区増えましたので、３２５万５千円の増額になります。 
 次の２項１目清掃総務費でございますけども、１９節負担金補助及び交付金に８８万円。峡

南衛生組合のゴミ処理施設の交付税算入分の再配分でございます。これにつきましても、旧六

郷、それから早川町分は身延町に交付税が入ってきておりますので、その再配分でございます。 
 それから３項１目簡易水道運営費でございますけども、１９節の補助金に奥之湯小規模簡易

水道事業の補助金１５万円。これは貯水槽の屋根の修繕でございますが、事業費としては２５万

円、５分の３を補助するものでございます。 
 それから折八小規模簡水につきましては、ポンプの自動化改良工事ということで、２９万円

ばかりの事業でございますけども、１０分の７の補助で２０万３千円。それから矢細工の小規

模簡水につきましては、配水管の敷設替え、それから消火栓の改良工事ということで、３７８万

円の事業費で、１０分の７を補助する２６４万６千円の補助でございます。 
 なお、２８節繰出金につきましては、簡易水道事業の特別会計へ繰り出すものでございます。 
 ２目の簡易水道施設運営費でございますけども、１１節に修繕費１１３万３千円、予算計上

をさせていただきました。これにつきましては、中之倉の飲料水供給施設の水源の改修という

ことでございまして、ネットフェンス等の改修でございます。 
 次に６款１項３目農業振興費、１９節負担金補助及び交付金に補助金といたしまして、増減

を国の制度改正や実績を勘案し、それぞれ補正をさせていただきました。 
 それでは、次の１８ページへ入らせていただきます。 
 真ん中より、ちょっと下になります。７款２項１目観光費でございます。特定財源の国県支

出金に６５万２千円の減額でございますが、これにつきましては、社会資本整備総合交付金で

身延町のロードマップを作成するということでございましたが、かなり格安でできましたので、

交付金を減額いたしまして、１１節の財源組み替えとさせていただくところでございます。 
 次の１９ページ、中ほどになります８款２項１目道路橋梁維持費でございますが、１３節委

託料に６００万円、下粟倉線測量設計業務委託ということで、町道の安全を確保するため、身

延山カントリークラブ前の測量設計業務をいたすもので、６００万円、予算計上をさせていた

だきました。 
 それから１５節工事請負費８００万円でございますけども、町道一之出道路舗装工事という

ことで、下山地内にありますけども、河川整備のため、舗装ができなかった部分が、今回、で

きるということで、８００万円、予算計上させていただいたところでございます。 
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 １９ページの一番下になりますけども、６項下水道費、１目下水道総務費でございますけど

も、２８節２５７万４千円の繰出金でございます。それにつきましては、下水道特別会計、そ

れから農業集落排水事業の特別会計の繰出金でございます。 
 次のページ、２０ページでございますけども、９款１項１目非常備消防費でございます。

１７節公有財産購入費３２万３千円につきましては、先ほど歳入のほうで説明をしましたが、

中山区の身延町消防団、中富第３分団第５部の詰所、中山の詰所でございますけども、その土

地を購入するものでございます。 
 １８節の備品購入費につきましては、小型動力ポンプを３台購入するもので、２４４万５千

円でございます。これは当初予算と合わせますと、合計４台、ポンプを買うということになり

ます。整備をする先は横根、西嶋、清子、元町の４カ所でございます。 
 ちょうど真ん中あたりになりますけども、２０ページの１０款１項１目でございますけども、

１１節需用費に１０万６千円。それから１２節役務費に６千円。それから１４節１２万円、予

算計上をさせていただきました。これにつきましては、全員協議会でもご説明をいたしました

が、沖縄県の八重瀬町との児童の交流に対する経費でございまして、それぞれ飲み物等の賄い、

それから自然の里の宿泊施設や体験施設の使用料等でございます。それから１３節委託料

４０３万２千円につきましては、小中学校の普通教室にエアコンを設置するために、その設計

業務を委託する費用でございます。この夏は大変、暑さが厳しく、各小学校、大変だったとい

うことでありますけども、エアコンを設置するための業務委託ということでございます。 
 それから次のページ、２１ページですが、２項１０目教育振興費、１１節４６万８千円、こ

れにつきましては、道徳教育の副読本の購入でございます。それから１５目原小学校の教育振

興費につきましても、備品購入費５０万円につきましては、寄附金で対応をいたします。大判

プリンターを購入するということで、予算計上をさせていただきました。 
 次に３項１目学校管理費でございますけども、１１節需用費２０万円、修繕費でございまし

て、これはバスの修繕費、町営バスを修繕し、身延中学のスクールバスとして使用するための

修繕費でございます。１２節は、それにかかる手数料、自賠責保険料等でございまして、１９節

負担金補助及び交付金につきましては、統合校指定制服等購入補助金ということで、１０６万

２千円でございまして、下山中学校の１７人分の制服等、２・３年生分のものでございます。 
 次のページ、２２ページをお願いいたします。 
 ５目下山中学校管理費、１３節委託料１１０万円につきましては、下山中学校の備品等、引っ

越し業務の委託費用でございます。それから４項の２目公民館費でございますけども、１１節

に３５万円、予算計上をさせていただきました。中富地区館や豊岡分館等の雨漏りや手すりの

修繕でございます。 
 次の２３ページ、５項の１目文化財保護費でございます。１９節負担金補助及び交付金に

３８万１千円、計上させていただきました。門西家の住宅保存修理事業補助金ということで、

２９万８千円、これにつきましては、重要文化財の門西家、屋根の葺き替え等で７９５万円か

かります。そのうち国が６７５万７千円、８５％を出し、残りの１１９万３千円を県が２分の

１、５９万６千円。それから町が４分の１で、２９万８千円。所有者がその残り、２９万９千

円を支出するものでございます。 
 それから若宮八幡神社のオオケヤキの保存事業の補助金８万３千円でございますけども、こ

れにつきましては、町指定天然記念物のケヤキでございますけども、総事業費が２５万円とい
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うことで、町は４分の１を補助するものでございます。８万３千円でございます。 
 以上、詳細説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（望月広喜君） 
 次に議案第８０号、議案第８１号について、町民課長。 

〇町民課長（秋山和子君） 
 それでは議案第８０号 平成２２年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて、説明させていただきます。 
 今回の補正につきましては、国庫支出金等の決定による補正となっており、歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ２，０８８万２千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２１億５，７９５万８千円とするものです。 
 ６ページをお開きください。 
 ４款国庫支出金および７款県支出金の国庫県負担金については、特定健診の負担金増額によ

るもので、それぞれ９０万４千円の増額となっております。 
 ４款３目出産育児一時金については、５名分の見込み額１０万円の計上となっております。 
 ５款療養給付費交付金については、平成２２年度退職医療費の療養給付費交付金の決定およ

び過年度の療養給付費の確定による、１，７７０万８千円の増額補正となっております。 
 １１款繰入金につきましては、一般会計よりの職員給与費の減額および出産育児一時金の一

般会計よりの繰入金となっており、総額で１，２６６万円増額するものです。 
 ７ページをご覧ください。歳出になります。 
 １款については、人件費ですので、説明は省かせていただきます。 
 ２款１項１目一般被保険者療養給付費については、３目への財源組み替えで１７万円の減額

となっております。 
 ２款退職被保険者療養給付費については、療養給付費交付金の変更交付決定に基づくもので

あり、１，７７０万８千円の増額となっております。 
 ３目一般被保険者療養費については、１目一般被保険者療養給付費と８款１目特定健康診査

等事業費の財源組み替えであり、６５万円の増額となっております。 
 ２款４項１目出産育児一時金につきましては、当初１１名分の予算を計上したところであり

ますが、１１月末現在において、１１名分の予算については支払い済みとなっており、今回、

年度末までを見込みまして、５名分の２５万２千円を補正するものです。 
 ６款１項１目、介護給付費につきましては負担金の決定により、５２万１千円を増額するも

のでございます。 
 次に８ページをお開きください。 
 ８款１目特定健康診査等事業費につきましては、歳入のほうで説明させていただきましたが、

国および県支出金の決定により、財源組み替えとなっております。 
 次に、議案第８１号をお願いいたします。 
 議案第８１号 平成２２年度身延町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、

説明させていただきます。 
 今回の補正につきましては、平成２２年度後期高齢者医療基盤安定負担金の額の決定により、

減額および一般会計よりの繰入金の減額補正となっております。 
 ６ページをお開きください。 
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 歳入ですが、３款１項２目事務費繰入金につきましては、職員の手当等の減額により６２万

７千円の減額となっております。 
 ３目保険基盤安定繰入金につきましては、保険基盤安定負担金の額の確定により、１，

２８５万円の減額補正となっております。 
 ７ページをご覧ください。 
 歳出ですが、１款１項１目の一般管理費、３節、４節については人件費ですので、説明を省

かせていただきます。 
 １９節負担金補助及び交付金につきましては、広域連合への負担金であり、これについては

額の確定により、６０万３千円の減額補正となります。 
 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金につきましても額の確定によるもので、１，

３０８万円の減額補正となっております。 
 ３款１項１目保険料還付金につきましては、過年度分の保険者への還付金であり、２３万円

の減額となっております。 
 以上で、２特別会計に伴う詳細説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月広喜君） 
 次に議案第８２号について、福祉保健課長。 

〇福祉保健課長（赤坂次男君） 
 議案第８２号 平成２２年度身延町介護保険特別会計補正予算（第３号）の詳細説明をさせ

ていただきます。 
 ６ページをお開きください。 
 最初に歳入ですが、４款１項１目１節１，８０２万７千円。介護給付費負担金現年度分は、

８ページを開いてください。歳出、２款給付費の１項１目居宅介護サービス給付費と９目居宅

介護サービス計画給付費に、それぞれ１９節の補正額、合計７，８００万円にルールでありま

す負担割合の２０％を乗じた１，５６０万円と、２項５目介護予防福祉用具購入費と６目介護

予防住宅改修費にそれぞれ１９節の補正額、合計６６万円に２０％を乗じた１３万２千円と

４項１目高額介護サービス費、１９節の補正額３８０万円に２０％を乗じた７６万円と５項

１目高額医療合算介護サービス等費、１９節の補正額２５０万円に２０％を乗じた１１０万円

と６項１目特定入所者介護サービス費、１９節の補正額２９０万円に１５％を乗じた４３万

５千円の合計で１，８０２万７千円でございます。 
 ６ページに戻っていただきたいと思います。 
 ４款２項１目１節８１７万８千円、調整交付金現年度分は、２款保険給付費、先ほどの各項

の補正額に、負担割合９％を乗じた合計額であります。 
 次に５款１項１目１節２，７２５万８千円、介護給付費交付金現年度分は２款保険給付費、

各項の補正額に、負担割合３０％を乗じた合計額でございます。 
 次に６款１項１目１節１，１５０万３千円、介護給付費負担金現年度分は２款保険給付費の

１項、２項、４項、５項の補正額に負担割合１２．５％を乗じた額と、６項の補正額に１７．

５％を乗じた合計額でございます。 
 次に８款１項１目１節１，１３５万８千円、介護給付費繰入金現年度分は２款保険給付費、

各項の補正額に負担割合１２．５％を乗じた合計額であります。３目その他一般会計繰入金、

１節マイナス３４万３千円の減額は、職員給与費の、繰入金の減額でございます。 

 ２３



 ９款繰越金につきましては、前年度の繰越金でございます。 
 次に、８ページのほうをお願いいたします。続いて、歳出の説明に移ります。 
 １款総務費につきましては人件費ですので、説明を省略させていただきます。 
 ２款保険給付費の補正額は各項、各目ともに給付費の伸びによる増額補正をお願いするもの

で、平成２２年４月から１０月までの７カ月分の審査実績額から、残り３月分までの年間見込

み額を算出し、それぞれ不足額を計上させていただきました。 
 補正額の大きい１項１目の居宅介護サービス給付費の内容をしていただきますと、要介護

１から５の認定を受けた人が居宅において、訪問介護でありますホームヘルプサービスや訪問

入浴介護、訪問介護、訪問リハビリ、通所介護でありますデイサービスや通所リハビリ、福祉

用具貸与がそれぞれ介護度の限度額の範囲内で利用できるサービスでございます。 
 ５款地域支援事業費につきましては人件費でありますので、説明を省略させていただきます。 
 以上、詳細説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（望月広喜君） 
 次に議案第８３号について、水道課長。 

〇水道課長（千頭和勝彦君） 
 それでは議案第８３号 平成２２年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて、詳細説明をさせていただきます。 
 ４ページをお開きください。 
 第２表 繰越明許費でございますが、２款２項湯町簡易水道配水管および排泥管布設工事の

翌年度繰越額２，５００万円につきましては、下部回沢地内の県道湯之奥上の平線に配水管お

よび排泥管布設工事を計画しておりますが、この計画区域は来年、県道の改修計画があり、県

が改修工事を着手するとなると、排泥管の延長が変更となりますので、県工事の動向を見なが

ら発注するので、このたび繰越明許費とさせていただきました。 
 続きまして、歳入から説明させていただきます。７ページをお開きください。 
 ２款１項１目簡易水道負担金、１節加入者負担金につきましては、下山上沢地内の国道

３００号道路工事に伴う下山簡易水道水道施設移設工事補償としての受託工事負担金５２万円

の増額補正であります。 
 ３款１項１目簡易水道手数料、１節加入手数料につきましては、設計審査ならびに完成検査

手数料としての加入負担金、８万円の増額補正であります。２節給水装置工事事業者指定手数

料につきましては、指定期間満了に伴う更新分として、５９万円の増額補正であります。３節

督促手数料につきましては、６０件分の督促手数料として６千円の増額補正であります。 
 ５款１項１目簡易水道一般会計繰入金、１節水道事業費繰入金につきましては、人件費減額

に伴い、人件費繰り入れ分として、３９万９千円の減額補正であります。 
 次に歳出を説明します。８ページをお開きください。 
 １款１項１目簡易水道管理費、２節、３節、４節につきましては、給与改定等に伴う人件費

ですので、省かせていただきます。 
 １１節の需用費につきましては、各水道施設電気料の予算不足が見込まれたため、光熱水費

２０万円の増額補正です。また、各施設の修繕費も予算不足が見込まれたため、修繕費４５０万

円の増額補正です。 
 １５節の工事請負費につきましては、説明欄の記載のとおりでございますが、梅平第２配水
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池排水流量計取り替え工事等、下部第１減圧槽水位調整弁取り替え修繕工事については、補助

対象となっております、簡易水道建設費関連事業にて対応可能となりましたので、減額補正で

あります。 
 また下山の町営住宅東団地、給水管布設工事および期限切れ量水器取り替え工事については、

実施設計後の差金が発生いたしましたので、減額補正であります。 
 以上、工事請負費、合計３０７万９千円の減額補正であります。 
 ２３節の償還金利子及び割引料につきましては、過年度還付金でありますが、使用口径の電

算入力ミスの原因で、平成１４年度から平成２１年分の還付金として、７千円の増額補正でご

ざいます。 
 ２項１項１目一般管理費、２節、３節、４節は給与改定等に伴う人件費ですので、省かせて

いただきます。 
 以上、詳細説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月広喜君） 
 次に議案第８４号、議案第８５号について、環境下水道課長。 

〇環境下水道課長（樋川信君） 
 それでは議案第８４号 平成２２年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予算（第２号）

について、詳細説明をさせていただきます。４ページをお開きください。 
 「第２表 地方債補正」でございますが、今回の補正は特定地域生活排水処理施設整備事業

債を２０万円減額し、限度額を２３０万円とし、過疎対策事業債を同じく２０万円減額し、限

度額を２３０万円と設定させていただくものでございます。 
 ７ページをお開きください。 
 歳入でありますが、１款１項１目戸別浄化槽整備事業費分担金３万３千円の減額。これにつ

きましては、市町村設置型合併浄化槽の整備を現在、１２カ所行っておりますが、このうち１件

が１０人槽から７人槽に変更になったと。人槽変えによる負担金の３万３千円を減額するもの

であります。 
 ３款１項２目循環型社会形成推進交付金２１万１千円の減額につきましては、浄化槽設置工

事費の減額に伴う事業費の減によるものであります。 
 ４款１項３目戸別浄化槽整備事業繰入金９８万円の減額につきましては、人件費および浄化

槽設置工事費等の減額に伴う一般会計繰入金の減額であります。 
 ６款１項１目戸別浄化槽整備事業雑入５万４千円の減額。７款１項１目戸別浄化槽整備事業

債につきましては、工事費の減額に伴うものでありまして、１節の下水道事業債と２節過疎対

策事業債、それぞれ２０万円の減額でございます。 
 ８ページをご覧ください。 
 歳出ですが、３款１項２目戸別浄化槽整備事業建設費の３節、４節につきましては、職員給

与改定による人件費の減額であります。１５節工事請負費１５８万２千円の減額につきまして

は、浄化槽設置工事の内容変更および入札差金等による減額であります。１６節原材料費５万

３千円の減額につきましては、浄化槽の人槽変更に伴う減額でございます。 
 以上で、議案第８４号の詳細説明を終わらせていただきます。 
 引き続き、議案第８５号の詳細説明をさせていただきます。 
 議案第８５号 平成２２年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第３号）につきまして、
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詳細説明をさせていただきます。 
 ４ページをお開きください。 
 第２表 繰越明許費でございますが、１款２項事業費、身延公共下水道事業管渠布設等工事

２，３３８万７千円。これにつきましては、現在、波木井地内周辺の管渠布設工事を進めてお

りますが、工事を一度に発注しますと、地域住民の生活に影響を及ぼすことから、順次、工区

分けして発注しておりますが、１２月の発注となりますと、工期的に４カ月から５カ月、必要

となることから繰り越しさせていただくものであります。 
 また、梅平地内のマンホールポンプ設置工事につきましては、現在、施工しております管渠

布設工事が完成しないとポンプが設置できないことから、年度内完成ができないため、合わせ

て２，３３８万７千円の繰越明許費を設定させていただくものであります。 
 次に、下部特定環境保全公共下水道事業、真空弁ユニット設置工事２，５７６万５千円。こ

れにつきましては、当初は１２基の真空弁ユニットを設置予定しておりましたが、１０月１日

の供用開始に伴い、今年度、２５カ所の設置希望がありました。しかし、予算不足により１２月

補正後の執行となることから、受注生産であります真空弁ユニットの製作に不測の日数を要す

るため、２，５７６万５千円の繰越明許費を設定させていただくものであります。 
 以上が、繰越明許費の主な理由でございます。 
 ５ページをご覧ください。 
 第３表 地方債補正でありますが、今回の補正は特定環境保全公共下水道事業債に７１０万

円を追加し、限度額を１，７１０万円、公共下水道事業債は２，５８０万円を減額し、限度額

を８，２３０万円、過疎対策事業債は１，８３０万円を減額し、限度額を９，９４０万円と設

定させていただくものであります。これにつきましては、本年度の国庫補助金の当初要望に基

づく内示額が減額されたことから、補助対象事業費の減額に伴う地方債の減額および身延下水

道事業建設費と下部下水道事業建設費の間の事業費の調整によるものでございます。 
 次に８ページをご覧ください。 
 歳入でありますが、１款１項４目身延下水道事業分担金１，４０５万３千円の減額。これに

つきましては、当初予算で供用開始区域予定の世帯数１６４戸で算出しましたが、１０月１６日

の供用開始に伴い、区域が確定したため、確定戸数１１６戸で算出したところ、差額が生じた

ため、減額補正するものであります。 
 ３款１項１目身延公共下水道事業国庫補助金４，７９０万円の減額。これにつきましては、

当初の国庫補助金要望額１億７，５００万円に対して、内示額が１億４，７００万円でありま

したので、２，８００万円の減額と下部処理区への事業費の組み替えによる１，９９０万円の

減額で、合わせて４，７９０万円の減額であります。 
 ２目下部下水道事業国庫補助金１，５９０万円の追加につきましては、これも当初、国庫補

助の要望額２千万円に対しまして、内示額が１，６００万円でございましたので、４００万円

の減額と身延処理区からの事業費の組み替えによる１，９９０万円の追加で、差し引き１，

５９０万円の追加補正であります。 
 ４款１項１目の中富下水道事業一般会計繰入金、３目の角打丸滝下水道事業一般会計繰入金、

６目の下水道一般会計繰入金は、給与改定に伴う減額でございます。 
 ４目身延下水道事業一般会計繰入金８５６万１千円の追加につきましては、事業費の減額に

伴う繰入金５３７万９千円の減額と、加入負担金の減額に伴う維持管理費への一般会計繰入金
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１，３９４万円の増額で、差し引き８５６万１千円の追加補正であります。 
 ５目下部下水道事業一般会計繰入金４６７万５千円の減額につきましては、事業費繰入金

５５４万５千円の減額と維持管理費繰入金８７万円の追加で、差し引き４６７万５千円の減額

補正であります。 
 ７款１項１目身延公共下水道事業債は、公共下水道事業債２，５８０万円と過疎対策事業債

２，５５０万円をそれぞれ減額し、２目下部下水道事業債には特定環境保全公共下水道事業債

７１０万円と、９ページの過疎対策事業債７２０万円を追加するものであります。 
 １０ページをお開きください。 
 歳出でありますが、給与、職員手当、共済につきましては、給与改定に伴う人件費の減額で

ありますので、省略させていただきます。 
 １款２項２目身延下水道事業建設費の、１５節工事請負費５，８０５万円の減額につきまし

ては、補助金の内示額の減による工事請負費の減額と下部下水道事業建設費の工事請負費との

間の事業費調整による減額であります。 
 １９節負担金補助及び交付金４，６２５万円の減額につきましては、県道の舗装本復旧工事

負担金でありますが、道路管理者との協議により、原因者復旧となったことから負担金を減額

するものでございます。 
 ３目下部下水道事業建設費の１５節工事請負費３，１８０万円の追加につきましては、先ほ

ど繰越明許費のところでもふれましたが、真空弁ユニットの設置が当初の１２基から２５基と、

１３基増えたことによる増額でございます。また管渠布設工事につきましても、真空弁ユニッ

ト接続にかかる工事でございます。 
 ２２節補償補てん及び賠償金７００万円の減額につきましては、湯町地内の下水道管布設に

伴い、東電管とＮＴＴ管の移設補償を計上しておりましたが、工事着手前に試掘したところ、

それぞれの管を避けて下水道管の布設ができるということでございましたので、７００万円減

額するものであります。 
 １１ページをご覧ください。 
 １款３項５目下部下水道事業維持管理費の１９節負担金補助及び交付金８７万円の追加につ

きましては、下水道排水設備工事助成金２万円掛ける３９戸を予定していまして、７８万円と

汲み取り便所水洗化工事助成金、これは３万円で３戸分を予定しておりまして、９万円の補正

であります。 
 以上で、議案第８５号の詳細説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月広喜君） 
 次に議案第８６号について、生涯学習課長。 

〇生涯学習課長（佐野正美君） 
 それでは議案第８６号 平成２２年度身延町青少年自然の里特別会計補正予算（第１号）の

詳細説明を申し上げます。 
 ６ページをご覧いただきたいと思います。 
 今回の補正については、利用者の増による歳入歳出の補正が主なものでございます。 
 まず６ページですけども、歳入、１款１項１目の施設の使用料です。施設使用料として

１２５万５千円の増。これについては利用者の増ということで、主催事業、また食堂使用料の

増が昨年比、現在１０月までの時点で１７団体、約９６０人の増となっております。それに伴
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う使用料でございます。 
 それから２款１項１目県補助金の青少年自然の里の補助金ですけども、これにつきましては、

県の補助金については報償費、需用費がその対象でございます。当初予算で１９７万４千円の

補助をいただいております。歳入にも出てきますが、消耗品等で、歳出が出てきますので、そ

の県の補助金分です。これは２分の１が補助されるものでございますけども、上限が２００万

円ということで、当初予算１９７万４千円をいただいておりますので、残の２万６千円を追加

しまして、上限いっぱいを補助金としていただくというものでございます。 
 それから、７ページをご覧いただきたいと思います。 
 歳出の１款１項１目一般管理費、２節、３節、４節については人事勧告に伴う人件費の減額

等でございます。 
 １１節の需用費、減額の５万４千円でございますけども、これにつきましては消耗品、やは

り利用者の増に伴う施設の消耗品の増が１０万５千円。それから施設の燃料費、３月までの見

込みをみますと、１５万９千円の減額ということでございます。 
 それから２款１項１目体験施設の運営費でございますけども、８の報償費２６万５千円の減

額でございます。これにつきましては、陶芸体験活動の講師謝礼の減額でございますけども、

２回分を減額しております。それから郷土食作りの講師謝礼の減額ということで、１団体４名

を予定しておりましたけども、団体数が少なくて、１団体３名にした結果の減額でございます。 
 それから１１節の需用費でございます。消耗品費の６４万７千円の追加でございます。これ

はやはり、利用者の増によりまして、手作りキャンドル作り、それからステンドグラスづくり

等の主催事業の材料費の不足分、それから体育館、陶芸工房、和紙工房等で使用の消耗品の合

計６４万７千円の増額をお願いするものでございます。 
 それから３款１項１目食堂事業費ですけども、これは委託料でございます。やはり利用者の

増によりまして、食堂で提供する朝、昼、夕食の利用者の食事代でございます。それが１１９万

７千円ということで、歳入歳出合計１２８万１千円の追加をお願いするものでございます。よ

ろしくお願いいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 詳細説明が終わりました。 
 次に請願第４号について、紹介議員であります望月秀哉君より趣旨説明を求めます。 
 望月秀哉君、登壇してください。 

〇４番議員（望月秀哉君） 
 請願第４号について、ご説明を申し上げます。 
 お手元に資料があると思いますけども、まず請願の件名でございます。 
 教育予算を拡充し、教育の機会均等及び水準の維持向上を図るための請願書 
 請願者、住所、氏名は身延町西嶋５６２、身延町ＰＴＡ協議会会長、笠井安秀ほか３名です。 
 紹介議員は、私と日向英明議員、それから福与三郎教育厚生常任委員長でございます。 
 請願の趣旨でございます。 
 きめ細かな教育を一層推進するために、少人数教育の実現を中心とする教職員定数の改善を

図ること。 
 義務教育の根幹である教育の機会均等、水準確保、無償制の維持に不可欠な義務教育費国庫

負担制度を堅持すること。 
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 教育条件の格差解消を図るため、地方交付税を含む国における教育予算を拡充すること。 
 以上が、請願文書の概略でございます。終わります。 

〇議長（望月広喜君） 
 次に請願第５号について、紹介議員であります渡辺文子君より趣旨説明を求めます。 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 請願第５号 
 件名です。ＴＰＰの参加に反対する請願。 
 請願者、住所、氏名。甲府市朝日５－７－２。農民運動山梨県連合会、代表者、丹沢民雄。 
 紹介議員、私、渡辺文子です。 
 請願の趣旨です。 
 菅首相は、臨時国会冒頭の所信表明演説で、環太平洋戦略的経済連携協定 ＴＰＰ交渉への

参加を検討し、アジア太平洋貿易圏の構築を目指すと表明し、そのための検討を行っています。

重要な農産物が例外なしに関税が撤廃されれば、日本農業と地域経済、国民生活に与える影響

は極めて甚大であり、国民の圧倒的多数が願っている食料自給率の向上とＴＰＰ交渉への参加

は絶対、両立しません。 
 今、求められていることは、食糧をさらに外国に依存する政策と決別をし、世界の深刻な食

糧需給に正面から向き合い、４０％程度に過ぎない食料自給率を向上させる方向に大きく踏み

出すことと考え、ＴＰＰの参加に反対をします。 
 どうぞ、よろしくご検討ください。 

〇議長（望月広喜君） 
 以上で、提出議案の説明は終了いたしました。 
 これで、本日の議事日程はすべて終了いたしましたので、これをもちまして、本日は散会と

いたします。 
 大変、ご苦労さまでした。 

〇議会事務局長（遠藤守君） 
 それでは、相互の礼で終わりたいと思います。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 ご苦労さまでした。 

散会 午前１１時４５分 
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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（遠藤守君） 

 おはようございます。 
 それでは、相互の礼で始めたいと思います。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（望月広喜君） 
 本日は、大変ご苦労さまです。 
 欠席の連絡をいたします。 
 日向議員は入院のため、欠席届が出されております。 
 それでは出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 
 本日は、議事日程第２号により執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 提出議案に対する質疑を行います。 

 なお、議案の表題は議案番号のみに省略させていただきます。 
 議案第７５号について、質疑を行います。 
 質疑はございますか。 
 穂坂君。 

〇１４番議員（穂坂英勝君） 
 条例改正で、時間短縮による条例改正ということでありますけども、休憩時間、休息時間等

の関わりの中で、具体的に始業時、就業時、休憩時間、拘束時間を含む休憩、休息の関わりの

中で、退庁時までを明確に説明していただくと、条例の改正の中身ではなくて、説明していた

だくと、よく分かるということで、お願いいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 総務課長。 
〇総務課長（広島法明君） 

 ただいまの穂坂議員の質問に対して、お答えさせていただきます。 
 過日の補足説明のときには４月１日から、４年前と同じく退庁時間を５時１５分に変更させ

ていただくということを説明しましたけど、ちょっと詳しくというか、説明させていただきま

す。 
 平成１８年度までは休息時間制度というのがありまして、一般職員の勤務時間の割り振りは、

通常、午前８時半から午後５時１５分までで、通しますと８時間４５分ということですけども、

休憩時間、いわゆる昼休みが４５分。そして、お昼の１５分間は休息時間、拘束時間で、その

勤務時間に含む休息時間が１５分ということで、実質は午前中、８時半から１２時、そして午

後は１２時４５分から５時１５分まで、４時間半が勤務時間ということですけども、そのうち

の午後、１２時４５分から１時までは休息時間ということで、昼休みという形で、通常１時間

という形でしていましたけど、１８年の７月に国家公務員の法令の改正で、休息時間を廃止し

ますと。その１５分は認めませんよということになりましたので、その１５分間の、昼休みの
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１時間、丸々は休憩時間ということのカウントになりましたので、その昼休みの１５分間の休

息時間をうしろへもってきて、５時１５分から５時半までということで、１９年４月から全国

的に退庁時間を５時１５分から５時半までにしたという経緯です。 
 そういった経緯できましたけれども、過日の説明でも言いましたけれど、２１年４月からと

いうことで、国家公務員のほうは、１日の勤務時間が８時間から７時間４５分、１５分を短縮

したということに基づきまして、その１５分間を退庁時間の繰り上げということで、５時半か

ら１５分短縮で５時１５分とするものです。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 穂坂君。 

〇１４番議員（穂坂英勝君） 
 制度的にどうのこうのではないんですけど、私どもの常識の範囲でものを考えたときに、休

息時間というのは、勤務時間の中間にあるべきもので、退庁時間の一番最後に休息時間をくっ

付けるということは、あり得ないんではないというのを含んで、改めてお聞きしました。 
 そうすると、住民に分かるように、実際の始業時は何時、それから休憩時間がどこからどこ

まで、そして就業時は何時、そして退庁する時間が何時と、これが明確に分かると、どなたも

この条例改正の中身はうんぬんとしまして、分かりやすいと思うので、質問しました。そこだ

け、もう一度、すみません。 
〇議長（望月広喜君） 

 総務課長。 
〇総務課長（広島法明君） 

 始業時間は８時半から、午前中の通常勤務が８時半から１２時まで。そして正午から午後１時

までの１時間は休憩時間です。そして、午後の勤務時間が午後１時から５時１５分、４時間

１５分ということで、先ほども言いました午前中３時間半、午後４時間１５分、合わせて７時

間４５分が勤務時間となります。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 よろしゅうございますか。 
 （はい。の声） 
 ほかにございますか。 
 （ な し ） 
 他に質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７６号について、質疑を行います。 
 質疑はございますか。 
 穂坂君。 

〇１４番議員（穂坂英勝君） 
 せっかくのご提案の中で、質疑が何もないというのは寂しい話でございまして、１点だけ、

お伺いいたします。 
 地域情報通信施設の整備基金条例ということで、農村というのが地域に変わってきていると

いうことではございますけども、題名を改めるのはいいんですが、基金として毎年、積み立て
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ている、この基金の必要性について、お聞きしたいのが１点と、この条例によりますと、特定

の、以前のＳＣＴがＰＦＩで、ＮＮＳのほうに代わって運営されていると。そこを指している

のか、身延町全体。例えばＮＮＳは、身延地域の情報連絡網、テレビの放映も買収というか、

経営を行っているように聞いておりますので、身延町を対象に基金を積み立てて、使うときに

は使えるのか。基金の目的と、これから先、どうなっていくのかなというのが疑問点でござい

ます。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（渡辺明彦君） 

 それでは、お答えいたします。 
 ９月の定例会において、ネットワーク下部にかかる条例の名称が変わったということで、そ

れをお認めいただきましたけども、それに基づいて、今回の基金条例の名称を変えるというも

のでございます。 
 今、おっしゃった身延町全体かどうかということなんですが、これにつきましては、この基

金はＳＣＴということで、長年積み立ててきたということで、向こう１０年間の、この基金の

使途が決まっております。したがいまして、ＳＣＴを継承したネットワーク下部の支払いに充

てるというふうなことになります。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 穂坂君。 

〇１４番議員（穂坂英勝君） 
 そうすると、条文の中で予算から積み立てていくよというのは、今後も継続しながら、その

旧下部のＳＣＴの目的のために使われると。予算は積み立てていくような条文になっていたと

思いますけども。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（渡辺明彦君） 

 現在の予算の残額が向こう１０年間の支払いに、ほとんど充足できるということで、基金条

例の内容につきましてはともかくといたしましても、現在の現有の資金で、向こう１０年間の

支払いがほぼ、とんとんというふうなことで充足いたします。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 よろしゅうございますか。 
 （はい。の声） 
 他にございますか。 
 （ な し ） 
 他に質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７７号について、質疑を行います。 
 質疑はございますか。 
 川口君。 
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〇１２番議員（川口福三君） 
 議案第７７号について、お伺いいたします。 
 この条例改正は、リバーサイドパーク条例の全部を改正するという内容ですが、この中に利

用時間が含まれていないと。以前の条例の中には、ゲートボール場、テニスコートにおいては

午前９時から午後５時までの利用時間が条例の中に入っておるわけですが、今回の改定により、

この利用時間が条例の中に含まれていないわけですが、このへんはどのような形で処理するん

ですか。 
〇議長（望月広喜君） 

 生涯学習課長。 
〇生涯学習課長（佐野正美君） 

 ご質問の件ですけども、これは上程の中の詳細説明でもご説明を申し上げたとおり、本来、

時間的なものは、条例において入れるというのは必須事項でないために、規則のほうで時間を

定めるようにいたしております。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 川口君。 

〇１２番議員（川口福三君） 
 それでは前の、結局、この条例というのは規則がないまま、この条例を適用したということ

ですか。 
〇議長（望月広喜君） 

 生涯学習課長。 
〇生涯学習課長（佐野正美君） 

 規則のほうもございます。規則のほうへは、前の条例には、時間は条例のほうに謳ってあり

ましたので、規則のほうへ謳ってありませんでしたけども、規則は従来どおりございます。 
〇議長（望月広喜君） 

 川口君。 
〇１２番議員（川口福三君） 

 こういった場合、条例を全部改正する上につけては、やはり前の条例をもとに改正するのが

通例だと思いますが、その点、やはり、この利用時間については、一番基本となることだと思

います。規則でもって謳ってあるということは、やはり一般的に条例を見まして、この中に時

間が謳われていないということは、規則においては、一般の人たちは、この条例の中からでは

分からないわけですね。その点、やはりこの条例の中へは、利用時間も明記すべきだと思いま

すが、今後について、やはり、こういった条例改正においては、もとの条例に基づく内容にお

いて改正を願いたいと、このように思います。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 他にございますか。 
 草間君。 

〇１０番議員（草間天君） 
 足湯設置ということなんですけど、足湯の面積と、その足湯に来る湯量はどのくらいか、お

 ３６



伺いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（渡辺明彦君） 

 お答えします。 
 足湯の部分につきましては、表面積、水面積ですが、３．２平方メートルということになり

ます。湯量そのものは、１．６トンを計算しております。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 草間君。 

〇１０番議員（草間天君） 
 １．６トンということなんですけども、これは時間的には１日の量か、１時間の量か、どっ

ちなんでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（渡辺明彦君） 

 お答えします。 
 それは容積ということで、体積というふうなことになります。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 草間君。 

〇１０番議員（草間天君） 
 それでは、冬、この間、行ってみたんですけど、手で触って熱かったんですけど、そのとこ

ろはいいんですけども、足湯の、冬なんかは加温する必要があるか、ないかということなんで

すけど。１分間に大体、４０リットルぐらいあれば、別に加温する必要はないと思うんですけ

ども。そのへんは、考えているんでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（渡辺明彦君） 

 お答えします。 
 夏季はもちろんですが、冬季の気温等も考慮いたしまして、源泉のかけ流しでございますが、

加温、加水等、一切なしで運営していくということで、熱量計算はしてございます。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 他にございますか。 
 穂坂君。 

〇１４番議員（穂坂英勝君） 
 質問が、条例の制定の中で聞くのはどうかなというのもあるんですけども、この管理は教育

委員会で行っていると。中身をお尋ねすると、みんな下部の支所と。このへんは、行政の所管

課はどこなのか。ほかにも、この保養施設とかいろいろな問題、そういうふうに、いつも疑問
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に思っていたんですけど、条例の中では教育委員会、それはそれで、なぜ教育委員会なのかも

分からないんですけども、教育委員会。中身をいろいろお尋ねするときには、すべて下部の支

所になる。どこが所管課なのか、いつも疑問に思いながら、お聞きしていたんですが、その点

１点。 
〇議長（望月広喜君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（渡辺明彦君） 

 お答えいたします。 
 下部の支所が、今、湯之奥高温源泉を管理しておりますけども、その分湯に関わる部分まで

につきましては、下部支所が今後も管理をいたします。 
 なお、今回は、足湯設置は下部支所が行いましたけども、これにつきましては、この条例が

公の施設の条例ということで、リバーサイドパークの設置条例の中に、あの敷地の中にあると

いうことで、足湯のほうも組み込みました。ほかのゲートボール場等なんかですが、あれらと

一体ということで、リバーサイドパークの施設条例に入れて管理をしていくのが適当というふ

うなことで、教育委員会と支所で協議をした結果でございます。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 他にございますか。 
 望月明君。 

〇２番議員（望月明君） 
 足湯のほうは無料ということですが、ゲートボールおよびテニスコート、１面につき、それ

ぞれの使用料が出されております。金額の問題なども検討をしてのことだと思いますけども、

これまでゲートボール、あるいはテニスコートの利用状況はどんな具合になっているか、ちょっ

とお聞きしたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 生涯学習課長。 
〇生涯学習課長（佐野正美君） 

 ただいまのところ、今、手持ちに利用状況はございませんので、のちほどご連絡させていた

だきます。 
〇議長（望月広喜君） 

 のちほど報告するということで、よろしゅうございますか。 
 （はい。の声） 
 他にございますか。 
 （ な し ） 
 他に質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７８号について、質疑を行います。 
 質疑はございますか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７９号について、質疑を行います。 
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 質疑はございますか。 
 芦澤君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 いくつか、お尋ねします。 
 まずはじめに、９ページの歳入の県委託金のところで、先ほど先日、財政課長のほうで県委

託金の教育費県委託金、これで道徳教育総合支援事業委託金として、７２万８千円を計上して

ありますけども、これの歳出の部分がどこなのかということを１つ、お聞きします。 
 それから２１ページ、教育費の学校管理費の中で、１９節統合校指定制服等購入補助金、こ

れは下山中学校の１７名の生徒にということで出されているようですが、これは１７で割ると、

約９万４千円ぐらいになるんですが、これは何と何に使うのかということ。 
 それから、その次のページで、引っ越しの費用が１１０万円とありますけども、これは制服

等の補助金よりも額が少ないので、これはこんなものでいいのかどうかということをお聞きし

ます。 
 それから２５ページに、その他特別職とありまして、これの報酬というのは、身延町特別職

報酬等審議会条例というので、おそらく決めることなんだろうと思いますけども、今日も出席

されておりますけども、教育委員長もここに入るのかどうか。それから、もし入るとすれば、

今後、いろんな場所でというか、いろんな議会の中で出席していただくことが多くなると思う

んですが、その場合の報酬等が以前よりも引き上げられているのか。あるいは、費用弁償で済

まされるのか、そのへんについて詳しくお聞きします。 
 それから、ちょっと戻りまして、今の教育関係の続きですけども、ここで聞くべきかどうか

分かりませんけども、一応、下山中学校の統合の費用がここへ出ておりますので、統廃合の全

体計画、または中期、または後期計画について、どのような進捗状況か、もしお答えいただけ

れば、お答えいただきたいと思います。 
 それから１９ページの土木費、委託料の６００万円というのがありますけども、下粟倉線測

量設計業務委託、それからもう１件、２０ページの小中学校普通教室エアコン設置工事設計業

務で４０３万２千円ですね。前にもお聞きしましたけども、業務委託と、それから実際の工事

というのは、まったく別物だというふうなお答えだったように記憶しておりますけども、これ

は委託料が６００万円とか４００万円なんですが、実際、工事にかかると、どのくらいの費用

がかかるのか、もしお分かりになれば、お聞きしたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 学校教育課長。 

〇学校教育課長（近藤正国君） 
 お答えさせていただきます。 
 ９ページの歳入の教育費委託金、道徳教育総合支援事業委託金の支出、計上部分はどこなの

かという、そこにつきまして、最初にお答えさせていただきます。 
 ２１ページをお開きいただきたいと思います。 
 教育費の小学校費の教育振興費の１１節の需用費４６万８千円。これが小学校の関係の事業

費でございます。副読本を購入する費用でございますけども、４６万８千円。それから中学校

費にもございまして、２２ページになりますけども、７目の中学校費の教育振興費の１１節の
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需用費２６万１千円、これが中学校で購入する副読本の関係の予算計上となります。 
 次に２１ページの、学校管理の１９節の負担金補助及び交付金の１６０万２千円。指定校制

服等購入補助金の内容でございますけども、ここに関するものにつきましては、ブレザー、ス

ラックス、これは夏と冬。スカート、夏と冬。シャツ、ネクタイ、ベスト、体育着、上履き、

カバン、以上の種類でございまして、１７名分でございます。 
 それから２２ページの下山中学校管理費の、１３節の委託費でございます。これにつきまし

ては、統廃合に伴う引っ越し業務等でございまして、什器備品等１６４立方メートル、書類・

ダンボール、３００ケースを想定しています。４トントラックで８台、作業員３０人を想定し

ております。 
 それから前へ戻っていただいて、２０ページの教育委員会費の１３節の委託料４０３万２千

円でございます。これにつきましては、今後、このご議決をいただけたら、すぐに業者に設計

業務を委託したいと考えております。現状では、ちょっと、その事業費自体は、いくらかとい

う部分は、はっきりつかめないのが状況でございますけども、少なくとも５千万円以上にはな

るんではないかなというふうに思っております。 
 内容としましては、小中学校の普通教室と特別教室、児童生徒に関わる部分でございますけ

ども、そこへのエアコンの設置を考えていこうという内容のものでございます。 
 下山中学校の統廃合に関しましては、現在、統合準備委員会、あるいは記念事業実行委員会

等で諸準備を進めています。これにつきましては、全員協議会でご説明させていただいたとお

りでございます。統合準備委員会の状況は、主な協議事項については、おおむね終了しており

まして、残っておりますのは教育課程であるとか、ＰＴＡの関係であるとか、そういった細部

について、現在、詰めをしておりまして、そこの詰めが終わったところで、統合準備委員会を

開催いたしまして、それを最後にして終了したいというふうに考えておるところでございます。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 建設課長。 

〇建設課長（藤田政士君） 
 質問にお答えします。 
 下粟倉の業務委託、それから工事費が把握できているかということのご質問ですが、これか

ら状況の把握、そして地質調査をしまして、今後、法面の対策をどういうふうにするのか、そ

こらへんの状況が今現在、分かっておりませんので、工事費の把握は現在、できておりません。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 総務課長。 

〇総務課長（広島法明君） 
 ２５ページの給与費明細書特別職の、その他特別職の内容はということですけども、これに

つきましては教育委員さん、教育委員長さんも当然入っていますし、選挙管理委員とか公平委

員、監査委員、農業委員、固定資産評価委員、そのほか投票所の投票管理者、そしてそのほか、

消防団等も入っております。 
 そして、先ほどの教育委員長につきましては、年額で決まっておりまして、日額ではありま

せんので、こうやって出席されたから、その費用弁償が増えるというものではありません。 
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〇議長（望月広喜君） 
 よろしゅうございますか。 
 芦澤君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 まず、道徳教育の内容というのはどんなふうになっているのか、小学校・中学校に分けてお

聞きしたいと思います。というのは、道徳教育というのは、一時、廃れたというか、なんとな

く昔の戦前の道徳教育が非常に強烈だったものですから、それの反動というか、かなり変わっ

てきているんではないかと思いますけども、どの程度の内容なのかをお聞きしたいと思います。 
 それから制服の件ですが、当然、３年生もこれに含まれていることだと思いますけども、たっ

た１年使うのに、９万円というのはどうなのかというふうな感じがいたしましたので、お聞き

しました。これは制服によって意識の統一を図るとか、そういうことがあるんでしょうから、

それはそういうことで結構だと思います。 
 それから設計業務委託と、それから実際の工事等が別々の業者にいくというのがどうも、私

はいまだにピンとこないんですけども、どうもそんなふうな形になっているようで、これは設

計も施工も同じ業者がやっていたということが多かったような気がするので、お聞きしました

けども、これは結構です。 
 それから特別職の件ですけども、教育長と教育委員長とお二人いらっしゃって、われわれが

こういう場所で質問するのは、教育委員長に限られるみたいな、そんなふうな感じがいたして

おりましたので、これから学校統廃合の問題ですとか、いろいろな問題で議会に出ていただく

ことも多くなると思いますので、そのへんをご配慮いただきたいなというふうな気持ちでお聞

きしました。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 学校教育課長。 

〇学校教育課長（近藤正国君） 
 お答えいたします。 
 まず小学校、２１ページの小学校費における教育振興費の需用費４６万８千円でございます

けども、これにつきましては、県の１０割の委託事業ということで、これは先ほどご説明した

内容に関連しております。内容といたしましては、小学校８校分としまして、８６７冊の副読

本、これを購入するものでございます。そのほかに２４冊の指導書、教師用の指導書、これを

購入いたします。これらにつきましては、５年程度の使用を想定しているということでござい

まして、教室へ備えつけるという内容でございます。これによりまして、道徳教育を推進して

いこうと、こういった内容でございます。 
 それから、２２ページの中学校費の教育振興費の需用費２６万１千円でございますけども、

これにつきましては中学校４校分、４４４冊の副読本、それから指導書を９冊購入するという

予定でございます。これにつきましても教室へ備えつけまして、５年間程度の使用をしていく

という考え方でございます。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 芦澤君。 
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〇５番議員（芦澤健拓君） 
 私がお聞きした内容というのは、そういう何が何冊ということでなくて、道徳教育そのもの

の内容がどんなふうなものかということをお聞きしたかったんですが、その点については、

ちょっとここでお答えするのも難しいかなと思いますので、できれば、この副読本というのを、

私たちにも見せていただきたいなと思いますけども、これはどういうふうにすれば見られるん

でしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（近藤正国君） 

 これは今から購入いたしまして、予備の分もございますので、また、これにつきましては、

議員さん方にご覧いただけるような形にしたいと思いますので、よろしくお願いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 他にございますか。 
 川口君。 

〇１２番議員（川口福三君） 
 ちょっと何点か、お伺いします。 
 先ほどの芦澤議員と重なる点もあるかと思いますが、この教育費の中で、先ほども委託料の

問題が出ました。このエアコンの設置については、結局、設計委託と同時に、こういう業者か

らの一括した見積もりをとるような方向で、考える必要もあろうかと思います。というのは、

この設計委託料だけで４００万円という、大きな金がかかるわけですね。設計委託をしたから

といって、設置業者がこれだけ安くできるかというと、それもやはり、設計と同時に、町では

この学校へは何基、どういうエアコンを入れるんだという予定さえつけば、エアコンの大きさ、

それから規模によって、購入業者が当然、それなりの設計はされると思います。ですから、こ

ういった、各面にこの委託料があるわけですが、この委託料をもう少し、購入、または設置す

る場合に考えたらどうかと。 
 たまたま、下部の開発センター、これは余談になりますが、あれを解体するにおいても設計

委託と。いわゆる解体業者に、すべてを委託した中でもって見積もりをとるというような方向

をとれば、委託料も設計委託料も減額というか、少なくなるだろうと。その点。 
 それから、もう１点。備品購入費、２０ページの消防車の大型動力ポンプ。今回、３台を入

れ替えて、前、ポンプ車と同時に１台ということで、今年度４台という入れ替えですが、この

３台の入れ替えは、年度当初には分からなかったかどうか。この入れ替えようとするポンプは

何年ぐらい経過したポンプなのか、その点も伺います。 
 それから下山の中学校の統合問題ですが、ここに制服をはじめ生徒の学業用品一式、それか

ら引っ越し費用が盛られているわけですが、記念事業をはじめ、今回、この下山中学校が統合

するにつけて、今後、まだまだこういった補正なり、予算計上される見通しがあるのか。総額、

どの程度の金額になるのか、その点をお伺いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 総務課長。 
〇総務課長（広島法明君） 

 ポンプについての使用年数等は、申し訳ありませんけども、すべて記憶してありませんので、
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のちほど調べてお答えします。 
〇議長（望月広喜君） 

 財政課長。 
〇財政課長（笠井一雄君） 

 それでは、最初の委託料について、お答えを申し上げます。 
 それぞれに、例えばエアコンの設置に委託料を設けておりますけども、当然、業者が設計を

して、工事費等が出てまいります。それに基づいて、これから入札をするために、業者に委託

をして、設計をしていただくという業務ですので、ご理解を願いたいと思います。それでない

と、入札の予定価格とか、入札の金額も出てきませんので、それがための委託ということにな

りますので、ご理解を願いたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（近藤正国君） 

 下山中学校の統合に関連した経費でございますけども、まず記念事業実行委員会の補助金と

いうことで、４００万円。それから今回の議会に提案させていただいております、制服の関係

の補助金が約１６０万円。それから引っ越しに関わる委託料として、１１０万円。これを合計

しますと、６７０万円でございます。一応、この経費で、その統合に直接関わる部分の経費は

ないというふうに考えております。ただ、既存の木造の校舎であるとか体育館、あるいはプー

ル等がございますので、それらの除去というような部分が出てまいりますと、そこらへんはま

た経費が発生するというふうに考えております。 
 あと、スクールバスの運行の関係が出てまいります。これにつきましては、一応、現在、臨

時職員による運転手の雇用によって、運行していこうという考え方で進めております。それに

関わる、将来的にバスの購入というようなものも発生してくると考えております。当面は既存

の町の町営バス、これを修繕いたしまして使うという考え方でございます。 
〇議長（望月広喜君） 

 他にございますか。 
 望月明君。 

〇２番議員（望月明君） 
 先ほどの同僚議員の質問の下山中の統合に関する内容の中で、制服等の補助金ですか、これ

が１６２万何がしとなっているわけですけども、統合にあたって意思統一というか、そういう

ような愛校意識といいますか、そのようなことで分からないことはないんですが、ブレザーか

ら始まってスラックス、スカート、ネクタイ、上履き、カバン等々、ほとんど、生徒が必要な

ものを全部補助すると。この補助の金額は１人約９万円ということで、金額の補助率は何％な

んでしょうか。それをまず、質問します。 
〇議長（望月広喜君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（近藤正国君） 

 全額補助でございます。 
〇議長（望月広喜君） 

 望月明君。 
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〇２番議員（望月明君） 
 全額補助ということですけども、こういう状況の中で、そういうこともあり得るかとは思い

ますが、そのように決定した前に、同様な条件で統合した学校も県下にいくつかあるかと思い

ますが、そのへんのところの状況を参考にしたかどうか。やはり、例えば同じ学校の生徒が、

もともとの身延の生徒は、そういうものを全部、いくら途中からとはいいましても、支給され

るのにわれわれはと、こういうような意識も当然あるだろうし、やはり５０％とか、そういう

ものだったら分かりますけども、これを全額支給、５０％、７０％にしても、全額、こういう

品物を支給するのはどうかなと。私は一般の住民の感情を考えますと、どうなのかなという感

じがしておるわけですけども、そのへんの考えをお聞かせ願いたい。他の地域の状況も含めま

して。 
〇議長（望月広喜君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（近藤正国君） 

 これは私どもの考え方の中で、進めたものでございます。考え方としましては、今、現実、

下山中学校の保護者は、下山中学校において指定された制服等々、すべて購入しているわけで

ございます。それが今回、学校統合によって新たに統一されたものを購入しなければならない

という状況がございます。そこらへんを勘案いたしまして、全額補助もやむを得ないだろうと、

こういう判断をいたしました。 
〇議長（望月広喜君） 

 望月明君。 
〇２番議員（望月明君） 

 そのことについては分からないわけでもありませんけども、住民の感情というようなものを

配慮しないと、あんまり感想がよくないんではないかと、そういうことがあります。 
 それから、もう１点は以前の学校の制服、その程度まではやむを得ないかもしれませんが、

例えば上履きとか、そういう、あらゆるものまで変えなければならないものか、そういうふう

に感じるわけですけども、このへんはいかがでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（近藤正国君） 

 指定されている内容のものにつきまして、今回、予算計上をさせていただいたものでござい

ます。特に指定がないというものにつきましては、計上させていただいておりませんので、ご

理解をいただきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 川口君。 
〇１２番議員（川口福三君） 

 私は先ほど質問して、まだ途中で、終わっていないんですよね。それにもかかわらず、次の

挙手した議員を指名して、議長、まだ、さっきの質問が私は終わっていません。 
 先ほどの質問について、また再度、伺いますが、このエアコンにしても、町内、町で取り付

ける業者が当然、あるわけですね。そういった業者に概略見積もりをいただいて、それをもと

に町で試算を出して、競争入札させるという方法をとれば、設計委託をしなくても設計ができ
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るんではないかと思います。いわゆる設計業者専門へ委託すると、当然、やっぱり４００万円

からの金はかかるわけですね。その設計業者も建築業者に委託するのか、いわゆる電気の関連、

いわゆる専門の業者へ委託するのか。そのへんにもやはり、かなりの金額差もあると思います。

それから町内にも、当然、このエアコン関係をやっている業者も何件かあるわけですよね。そ

うした業者からの情報提供をいただいて、今回、町でこういうことをやるんだけども、概略、

どのくらいかかるのかなというようなことから始めれば、当然、この委託料を含んだ中で入札

できるんではないかと、私はこう考えます。計画したものをなんでも、試算を出すのに設計委

託でもってやること自体は、こういう世知辛い世の中ですから、当然、町の財政的な面も考え

た上で、できるだけ安く、効率的な支出をするような方向にもっていくことが第一だと思いま

す。 
 当然、小中学校、今年の夏を考えると、エアコンも当然、入れてやらなければと思いますが、

こうした予算的な問題はもう少し、行政側でも真剣に考えて、できるだけ節約した予算の中で

立派な施設が設置できるように願って、私の質問を終わります。 
〇議長（望月広喜君） 

 他にございますか。 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 １４ページですけども、生涯福祉費の中で補助金、住吉生活支援センター１人、それからき

がる館が２人増えたというご説明で、この補助金が出ているんですけども、この住吉生活支援

センターには、全部で何人、行っているのか。それからきがる館、これは何人、行っているの

か。これは活動支援センター運営費ということですから、施設に補助金が出ているということ

で理解しているんですけど、これは授産施設というような考え方で理解してよろしいのかどう

なのかということと、それからその下の地域生活支援事業費、扶助費ですね。その中で地域生

活支援事業費、それから障害者自立支援対策臨時特例交付金ということで出ているんですけど

も、この上のきがる館にしても、住吉生活支援センターにしても、障害者自立支援のためのも

のだと思うんですけども、この施設に対する補助金と扶助費ですから、その本人に対するなん

らかの補助金というか、扶助費だと思うんですけども、その詳しい内容を教えていただきたい

と思います。 
 それから、その下の高齢者保養施設費の中で１３節の委託料ですね、それから１４節の使用

料及び賃借料ということで、今、なぜ、この時期にこの項目に金額が載っているのかを説明し

ていただきたいと思います。 
 あと先ほどから言っている子どもたちへの、教室へのエアコンなんですけども、これは確認

なんですけども、具合の悪い子どもたちが入る保健室、この保健室には全部、エアコンが入っ

ているかどうかを確認したいと思います。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 福祉保健課長。 

〇福祉保健課長（赤坂次男君） 
 お答えします。 
 ただいまの渡辺議員のご質問ですけども、最初に補助金ですけども、補助金の地域活動支援
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センターの運営費補助金５９万７千円ですけども、これにつきましては、住吉の生活支援セン

ター、甲府市にございますけども、ここに１人、行っている部分の補助金と、それからきがる

館、南アルプス市ですけども、ここに行っている分の補助金で、合わせて５９万７千円であり

ます。 
 それから地域支援センター事業費の５７万６千円ですけども、これにつきましては、日中一

時支援事業ということで、一時預かりの分ということで４７万５，０１４円と、それから、こ

の中には身体障害者の自動車の運転免許取得の助成事業として、１人分ですけども、１０万円

が入って、合わせて５７万６千円でございます。 
 それから次の障害者の自立支援対策臨時特例交付金ですけども、これにつきましては、事業

に対する経営の安定化を図る措置ということで、４分の３の補助ということで、自立サービス

の利用促進事業ということで、かじか寮に対しまして、３２３万５千円でございます。それか

ら新規事業の移行促進事業ということで、これは全部、４分の３の補助事業なんですけども９万

５千円。それから、もう１つ。新法への移行のための円滑な実施を図る措置ということで、グ

ループホーム、ケアホームの移行促進事業費ということで、３万円で、合わせて３つで３３６万

円の内訳となっております。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 学校教育課長。 

〇学校教育課長（近藤正国君） 
 保健室につきましては、今年度、夏前に整備しまして、今年の夏は、保健室については使え

る状態となっております。 
〇議長（望月広喜君） 

 身延支所長。 
〇身延支所長（望月和永君） 

 それでは、門野高齢者保養施設の委託料につきまして、説明をさせていただきます。 
 これにつきましては、９月等の補正でもありましたけど、お湯をあげるポンプの使用許可が

県のほうから認められたことに伴いまして、その申請どおりのポンプが実際に入っているかど

うかと、その検査が必要になったために、それを今度、また引き上げて、そのポンプが申請ど

おりのものかということを実際に目で確認するための作業がありまして、そのための委託でご

ざいます。 
 また１４の使用料及び賃借料ですけど、これは本来ですと、当初の予算へ計上しておくべき

だったですけど、それがちょっと落ちていまして、今回、計上させていただくことになりまし

た。内容については、リース、モップ等でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 まず１点目の住吉生活支援センターと、きがる館ですね、これは授産施設というふうに理解

してよろしいでしょうかということをお聞きしたいんですけど、どういうものなのかというの

はちょっと分からないので、お聞きしました。 
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 それから、ここの２つの施設に全部で何人、行っていらっしゃるのかというのと、それから

地域生活支援事業費ということは、レスパイトになるんでしょうか。先ほど、運転免許という

話はいただいたんですけども、それ以外がレスパイトなのかなというふうに思ったんですけど

も、それのお答えと、この最後の障害者自立支援対策臨時特例交付金、これは扶助費でかじか

寮にという話なんですけども、その障害者個人に対する扶助費というのは、また別に、当初か

なんかで出ているということで、理解してよろしいんでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（赤坂次男君） 

 お答えします。 
 先ほどの住吉生活支援センターと、それから南アルプス市のきがる館ですけども、この施設

につきましては、精神障害者の通所の施設でございます。それから人数につきましては、先ほ

ど言いましたように、住吉生活支援センターには身延町から１人利用しております。きがる館

のほうですけども、身延町のほうから２人の方が利用しております。 
 それから地域生活支援事業ですけども、これにつきましては、日中の一時預かりということ

の事業でありまして、レスパイトとはちょっと違う事業でございます。 
 それから最後の、障害者臨時対策特例交付金事業のかじか寮の分ですけども、これにつきま

しては、かじか寮の施設のほうに補助する扶助費の分としての費用でございます。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君、いいですか。 
 （はい。の声） 
 松浦君。 

〇６番議員（松浦隆君） 
 ３点ほど内容を教えていただきたいんですが、１１ページの一般管理費、負担金補助及び交

付金の中で、電算機等の共同廃棄処理負担金、この中身と、１６ページ、民間保育所費の次世

代育成支援対策交付金、それから保育所特別保育事業推進費の補助金、この中身を教えていた

だきたいんですが、お願いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 政策室長。 
〇政策室長（丸山優君） 

 それでは１１ページ、２款１項１目の１９節電算機器共同処理負担金について、ご説明いた

します。 
 これらにつきましては、機器の廃棄を共同で広域計算センターにやっていただくものであり

ます。内容的には、ディスクトップのパソコンにつきましては約７０台分、パソコンのディス

プレイについては約５６台分。その他、プリンターにつきましては、３０台分等の廃棄につい

て、峡南広域計算センターに負担金を出して、処理していただくものです。これらにつきまし

ては、個人情報等の漏洩を防ぐための一括処理ということで、ご理解いただきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 子育て支援課長。 
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〇子育て支援課長（稲葉義仁君） 
 それでは、松浦議員のご質問にお答えいたします。 
 まずはじめに、次世代育成支援対策交付金でございます。 
 この交付金は次世代育成支援対策推進法に基づき、市町村で策定された子ども子育て応援プ

ラン、本町では平成１６年度に策定しております。それに掲げる事業を中心に、事業の実施を

支援することにより、次世代育成支援対策の推進を図ろうとするもので、この金額につきまし

ては、予算の範囲の中で一定の査定基準に基づき交付されるもので、総事業費の２分の１でご

ざいます。 
 具体的に言いますれば、今回の交付対象は一時預かり、対象は大野山保育園と下山立正保育

園にかかる一時預かりの関係の助成で、交付金でございます。 
 なお従来までは、保育の一時預かり事業は、保育対策促進事業補助金に組み込まれていたも

のが、今回、今年度から次世代育成支援対策交付金に組み込まれたものでございます。金額的

には、両園に４７万５千円を交付するものでございます。 
 続きまして、保育所特別保育事業推進費補助金について、説明させていただきます。 
 この事業は保育所における特別保育、今回の場合は乳児保育を推進するため、これに従事す

る保育士の雇用に要する経費を助成し、乳児の受け入れのための環境整備を行い、地域の要望

に即した保育体制を確立し、児童福祉の向上を図る目的とする補助金でございまして、補助対

象になるのは、乳児を３人以上受け入れており、かつ１歳以上を５人以上保育している保育所

が補助対象でございます。 
 今回の場合は大野山保育園が対象でございまして、現在、大野山保育所では０歳児が４名、

１歳児が９名、こういうことで、この補助の対象になります。金額、９１万９千円でございま

すが、この根拠でございますが、これは１歳児に対して支払うもので、１歳児９人掛ける１年

分の１２カ月、それと１２月以降の４カ月分を足した１１２という数字が基本となりまして、

単価が８，２００円。ですから１１２掛ける８，２００円で、９１万８，４００円という根拠

になります。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 松浦君。 

〇６番議員（松浦隆君） 
 今、３つについて、お答えをいただきましたけども、まず電算機の共同廃棄処理負担金とい

うことでありますが、たしかに個人情報の漏洩等はあるわけですけども、結局、業者が個人情

報を抹消するなりなんなりしているわけですよね。それで、私が言いたいのは、きっとリース

だったはずですよね、この機械は。違いますか。すべてがリースだったはずなんですが、その

リースのものがここにきて処分で、そういう発生をするものなんですか。 
〇議長（望月広喜君） 

 政策室長。 
〇政策室長（丸山優君） 

 計算センター関係のは、計算センターで共同購入している分ということで理解していただき

たいと思うんですが、それとあと、計算センターから共同購入したパソコン等については、峡

南地域の全市町村とも一括、峡南広域計算センターで処理していただいております。 
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〇議長（望月広喜君） 
 松浦君。 

〇６番議員（松浦隆君） 
 私は金額のことを言っているんではないんです。やり方のことを考えていただきたいなと思

うんですが、峡南センターで共同購入したものは、こうしなければいけないという、それも結

局、基本的にはリースですよね。違うんですか。町でリース代というのを払っているんではな

いんですか。まず、その点はどうですか。 
〇議長（望月広喜君） 

 政策室長。 
〇政策室長（丸山優君） 

 一括購入したものは一括購入ということで、リースではありません。購入ということです。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 例えば購入するときも、購入ではできないんですかね、例えば処分の処理も含めて、この計

算センターから一括購入するということは、計算センターは、そうすると、それをどこかから

リースかなんかしているんですか。そうでもないんですか。それをまた、売るような形はとっ

ていないんですか。 
〇議長（望月広喜君） 

 政策室長。 
〇政策室長（丸山優君） 

 計算センターのことに関しては、申し訳ありません。確認をさせていただきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 確認したところで、あとで。 
 松浦君。 

〇６番議員（松浦隆君） 
 僕がちょっと今、言いたいのは、例えばリースとか、それから共同購入でもいいんですが、

例えば計算センターが共同購入して、それをこっちへ貸しているんではないかとか、いろんな

システムのやり方があるではないですか。例えば、この処分の費用も、たしかに今、処分費用

というのはいろいろ、例えば冷蔵庫でもなんでもかかるではないですか、リサイクル費用みた

いな形で。そのへんも考えた中で今後、やっていただきたいなというのが一番なんです。もち

ろん、個人情報も完全に抹消するような形も含めて、そういう形をとっていけるんではないか

と。ほかのものはそういう、例えば一般の会社なんかは、そういう形をとっていますけどね。

行政であろうが、そういう形はとれるんではないかというふうに思います。 
 それから先ほどの保育対策促進事業補助金、子育て支援のための一時預かりということなん

ですが、これは民間だけなんですか。民間だから、これなんですか。それと保育所の児童、特

別保育事業推進ですね。こちらのほうは、これも僕、単純に思うんですが、民間だからこれな

んですか。例えば町営でも、町立の保育所でも、こういうところはたしか、あったような気が

するんですが、その順番とか、そういうことがあって、今回はこうなんですか。それとも町立

ではできないということなんでしょうか。 

 ４９



〇議長（望月広喜君） 
 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（稲葉義仁君） 
 最初にお話しておきますけども、次世代育成支援対策が一時預かりでございます。事業とし

ましては。そして保育所特別保育事業というのは、乳幼児に対する支援の事業でございます。

町立の保育所におきましても、一時預かり事業は行っております。 
 以上です。 
 この次世代交付金につきましては、同じ事業をやっておりましても、民間への補助金という

ことでございます。町営には補助をしておりません。あくまでも町立のものですから、補助と

いう形ではございません。 
〇議長（望月広喜君） 

 松浦君。 
〇６番議員（松浦隆君） 

 では、最後に１つだけいいですか。 
 保育所の特別保育事業費について、これはどうなんですか。それは、答えていただいていな

いです。 
〇議長（望月広喜君） 

 子育て支援課長。 
〇子育て支援課長（稲葉義仁君） 

 先ほども説明を行いましたけども、この事業は乳幼児における保育士の確保に要する経費の

助成でございまして、補助対象になるには乳児を３人以上受け入れ、かつ１歳児を５人以上、

保育している保育所が対象となる経費でありまして、身延町立の保育所の場合は、この対象者

がおりません。今回は、この大野山保育所だけでございます。 
〇議長（望月広喜君） 

 他にございますか。 
 穂坂君。 

〇１４番議員（穂坂英勝君） 
 ダブったところを消しまして、補正額等については小さなもので大変、恐縮でございますけ

ども、８ページ、１３款１項６目商工使用料３４万円の減額について、これは本栖キャンプ場

の使用料だと思っておるんですけども、本栖は指定管理者だったので、これは予算策定時に聞

くべき話だったか、前に聞いたのかも分かりませんけども、ここで減額計上されておるんです

けども、もともと、指定管理者制度の中で、町の予算計上してある金額ではないんではないか

なと思いまして、そのへんの仕組みを、ちょっと不鮮明なので、お聞きしたいというのが１点

です。 
 それから歳出の中で、全般なんですけども、４節の調査費が、これも減額されておるんです

が、これは説明の段階で、給与改定に伴う減額であるためというふうな説明をされたように記

憶しているんですけども、それもあるかもしれませんが、その内容はたぶん、共済組合の原資

の減少に伴う、率の改定が伴って、こういう減額の金額が出てきているんではなかろうかと思

います。増額の個所もありますので、それも含めてお聞きしたいという点。 
 それから、本当に変な話ですけども、２８ページの給料の、職員の手当の状況等のところで、
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補正前、補正後の比較の中で、看護・保健職だけがちょっと飛び抜けて、差が大きいものです

から、ここはなんか別の要素が含まれているのかどうなのか、この際、お聞きしたい。この３点

をお願いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 観光課長。 
〇観光課長（熊谷文彦君） 

 お答えします。 
 キャンプ場使用料ですが、当初予算のときには指定管理ということの中ですが、一応、キャ

ンプ場の使用料というものを町へもらって、そして町で光熱水費を伝票に起こすという予定

だったんですけど、直接、観光センターのキャンプ場のほうで支払いをしてもらうということ

の中で、使用料は町にいただかないという、こんな格好でこの予算を減額しました。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 総務課長。 

〇総務課長（広島法明君） 
 共済費についてですけど、今回の補正関係がある共済費の欄は、一般会計につきましては、

３３の款項目でわたっていますけど、結論から言いますと、今回の増減につきまして、率の改

定はありません。そして、中身は給与改定に伴うということで説明しましたけど、そればかり

ではなくて、育児休暇に入った職員の分もごそっと減っている。そして、先ほど言いました一

般会計だけでいいますと、３３の款項目にわたっての共済費になりますけども、総額からいえ

ば、今回の増減は４０２万３千円の減額になります。その３３のうち増えているのは、３、１、

１の社会福祉総務費のところです。それにつきまして、大きく減っているのが総務費です。こ

れにつきましては、育児休業をしている職員が今年度、１０月に職場復帰するということが分

かっていましたけど、配属先がまだ決まっていなかったということで、総務費、一般管理費の

ほうに計上していまして、ちょうど、増えたところは３、１、１の社会福祉総務費のところで

すけど、そこについて１人産休に入った職員がいるということで、そこへ、一般管理費に計上

して、見込んでいた職員をそちらのほうへ配属したということで、一般管理費が、金額から言

えば２０２万６千円の共済費の減、そして社会福祉総務費のほうが１９万４千円の増というこ

とで、そこだけがプラス、それが理由です。 
 それと看護・保健職の給与のほうが目立つというのは、先ほども言いました育休、産休の関

係で減りました。席はありますので、平均年齢的には変わらないけど、給料の内容は増減があ

るということで、ご承知おきを願いたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 よろしゅうございますか。 
 他に質疑は。 
 （ な し ） 
 他に質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第８０号について、質疑を行います。 
 質疑はございますか。 
 （ な し ） 
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 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第８１号について、質疑を行います。 
 質疑はございますか。 
 芦澤君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 これは国保の特別会計とか、介護保険の特別会計とかも関係があると思うんですが、私は先

日、後期高齢者医療の組合議会に行ってまいりまして、そのときにある議員が質問したことに

ついて、非常に感銘を受けたというとオーバーですけども、そういうことがやっぱり必要なん

だなと思ったのは、後期高齢者にしても、一般の国保会計に含まれる人にしても、日ごろの健

康管理とか体力の増進とか、そういうことが必要なんだなと。それをすれば、かなりの部分で

改善ができるんではないかということを感じましたので、その点について、各保険に関する課

長さんに、どんなふうな対策を考えているか、あるいは講じているかについて、お伺いしたい

と思います。特に後期高齢者の場合は、歯の健診によって、かなりいろんな改善が図られてき

たということも聞いておりますので、その点について、ちょっとお伺いしたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 町民課長。 
〇町民課長（秋山和子君） 

 保健事業に関してご質問ということで、詳細については保健師さんたちが各地域に出向きま

したりして、病気にかかる前の指導等をしていただいていると私たちは承知しておりますし、

横の連携をもった中で、事業の組み立て等をさせていただいております。その中で、やはり医

療費等を下げる場合等についても、やはり後発医薬品をお使いいただくという形で、医療費を

下げていく。そして健康事業については各地区の諸団体で、生涯学習課等とも連携をとりなが

ら、健康維持という形で事業を進めさせていただいております。 
〇議長（望月広喜君） 

 芦澤君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 後期高齢者の関係では、なんか補助金が出るというふうな話も、ちょっとこの間、伺ってき

たんですが、実際にどんな事業をするんだということがはっきりしないと、おそらく補助金も

いただけないと思うんですけども、本町でそういうふうな事業ですね、今ちょっと申し上げま

いた歯科健診を充実させるとか、そういうふうな事業を行うという予定はございますか。 
〇議長（望月広喜君） 

 町民課長。 
〇町民課長（秋山和子君） 

 後期高齢者医療保険の事業の中では、現在、その保健事業についての取り組みはしておりま

せんし、また今後、先行きの部分を考えた場合、検討していかなければいけないという部分は

考えております。やはり、皆さんの健康を維持するために、健診事業も福祉保健課と連携をと

る中で、実施をさせていただいておる状況にあります。 
〇議長（望月広喜君） 

 福祉保健課長。 
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〇福祉保健課長（赤坂次男君） 
 芦澤議員のご質問に関しまして、介護保険のほうから説明させていただきます。 
 介護保険のほうでは、保険給付を抑制するために、一般高齢者が要介護状態に陥らないよう

にするために、高齢者の筋肉トレーニング教室や転倒予防教室を実施して、予防に努めており

ます。 
〇議長（望月広喜君） 

 よろしいですか。 
 （ な し ） 
 他に質疑はございますか。 
 （ な し ） 
 他に質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第８２号について、質疑を行います。 
 質疑はございますか。 
 渡辺君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 ８ページですけれども、保険給付費ですけれども、ある程度、この伸びは予想していたんで

すけども、居宅介護サービス給付費というのが７千万円ですね、補正額が。ちょっと、ほかの

ところと比べても、ここのところが突出しているので、どうしてこういう数字になったのか、

ちょっと理解できないので教えていただきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（赤坂次男君） 

 渡辺議員の質問にお答えいたします。 
 ただいまの、保険給付費の１目の居宅介護サービス給付費の、今回、お願いしてあります７千

万円の補正なんですけども、平成２２年度当初予算を策定するにあたりまして、非常に厳しい

状況にございました。そこで補正前の５億８，３６３万２千円ですけども、これにつきまして

は、前年度の実績の数値を計上させていただきました。その中で、平成２２年度４月から１０月

までの審査実績、７カ月分なんですけども、積み上げてみますと３億７，０６１万３，２７５円

でございました。これを７カ月で割ってみますと、１カ月が５，２９４万４，７５４円という

数字でございます。これに年間の見込み額であります、１２カ月分を掛けますと６億３，

５３３万７，０４３円という金額になります。しかし、その７カ月の中でも最高の支払い額は

１０月であったんですけども、５億６，２２２万３，２９８円という数字でございました。こ

の数字で、１１月から３月までの５カ月分を試算しまして、予算残額から見込み額を除きます

と、今回、６，８０９万７千円という数字が出ました。このたび、補正で７千万円を補正させ

ていただいたということですので、ぜひともご理解のほうをお願いしたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 要するに伸びという、当初予算のときに予想はしていたんだけども、なかなか厳しい数字な

のでということで、だけど伸びは伸びで、これだけ必要だという数字が出たら、その予算を組
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まなければ、普通はいけないですよね。補正をいっぺんに、こんなに組むという予算の組み方

は、どうなのかなというふうに思うんですけど、そこをもう１回、お聞きしたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（赤坂次男君） 

 先ほどもお話ししましたように、そのような中で、今、当初においても補正で対応をお願い

したいという中で、今回、このようなことでお願いしているわけです。 
 なお、それと併せまして、実際には本年度４月からの状況を見ましても、認定者増加等、あ

るいは居宅の方の一時的な施設の利用等が増えておりますので、給付費の伸びが思った以上に

伸びているというような状況でございます。 
〇議長（望月広喜君） 

 他にございますか。 
 （ な し ） 
 他に質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第８３号について、質疑を行います。 
 質疑はございますか。 
 草間君。 

〇１０番議員（草間天君） 
 ４ページの繰越明許費について、お伺いします。 
 県の工事のために繰り越されるということですけど、これは県のどのような工事で、いつご

ろから、この工事が始まるのか、お伺いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 水道課長。 
〇水道課長（千頭和勝彦君） 

 県に確認したところ、改修工事をするということですが、いつするという返事はいただいて

おりません。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 草間君。 

〇１０番議員（草間天君） 
 それでは、それが終わったあと着工するということで、理解してよろしいでしょうか。 

〇議長（望月広喜君） 
 水道課長。 

〇水道課長（千頭和勝彦君） 
 そのとおりでございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 他に質疑はございますか。 
 （ な し ） 
 他に質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第８４号について、質疑を行います。 
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 質疑はございますか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第８５号について、質疑を行います。 
 質疑はございますか。 
 望月秀哉君。 

〇４番議員（望月秀哉君） 
 ８ページの下水道のことについて、事業分担金のことについて、お伺いいたします。 
 先日、一応、説明をいただいたんですけども、申し訳ありません、この加入負担金のところ

で、各下水道の加入数等、もう一度、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 環境下水道課長。 
〇環境下水道課長（樋川信君） 

 加入負担金の戸数ですけども、当初１６４戸、計上しておったわけですが、供用開始に伴い、

確定が１１６ということで、その差額でございます。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 望月秀哉君。 

〇４番議員（望月秀哉君） 
 １６４戸の予定が実際には１１６なんですね。あまりにも少ない、減少がひどいと思うんで

すけど、その点、何か特別な原因があるのか。それとも、供用開始というか、予定どおりに進

める計画はありますか。 
〇議長（望月広喜君） 

 環境下水道課長。 
〇環境下水道課長（樋川信君） 

 当初は、梅平１区の区域を供用開始する予定でございました。なお、その区域について、全

世帯を計上したという経緯もあります。また、梅平２区の供用開始する予定のところが、前年

度の工事繰越等で遅くなりまして、後押しというか、本年度、工事に入っておりますが、それ

ができないということで、今回の分担金の削減になっております。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 秀哉君。 

〇４番議員（望月秀哉君） 
 ということは、工事の都合とか、そういうことで、たまたま予定の加入戸数がなかったと、

こういう考え方ですね。 
〇議長（望月広喜君） 

 環境下水道課長。 
〇環境下水道課長（樋川信君） 

 そのとおりでございます。 
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〇議長（望月広喜君） 
 芦澤君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 過日の町長の行政報告の中で、下水道の接続は中富が６４．６％、身延１６．６％、下部１．

２％というふうな数字の発表があったと思いますけども、聞いたところによりますと、下部の

場合は上水道の工事が終わらないと接続ができないのではないかということで、先ほど草間議

員からのほうからも上水道に関して、ちょっと質問があったようですけども、そういう状況が

真実なのかとどうかということと、できるだけ早く、その下水道に接続することが必要であれ

ば、県道の改修を急がなければいけないんではないかと思いますけども、いかがでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 環境下水道課長。 
〇環境下水道課長（樋川信君） 

 水道の工事につきましては、９月いっぱいの接続ということで、下水は１０月１日の供用開

始でございます。したがいまして、１０月１日までに水道の接続をしてくださいということで、

ほぼ完了している中で、１０月１日、供用開始にしましたので、水道の工事とは特に関係ない

ということです。 
〇議長（望月広喜君） 

 穂坂君。 
〇１４番議員（穂坂英勝君） 

 １点だけ、５ページ、地方債補正の中身、公共下水道事業債と過疎対策事業債の限度額の減

額が記されているんですが、その中身の説明をお願いいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 環境下水道課長。 
〇環境下水道課長（樋川信君） 

 ５ページの公共下水道事業債の減額と過疎対策事業債の減額でございますが、これにつきま

しては、当初、要望しておりました国庫補助金、この内示額が減額されたということの中の減

額が主な原因でございます。 
〇議長（望月広喜君） 

 他に質疑はございますか。 
 （ な し ） 
 他に質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第８６号について、質疑を行います。 
 質疑はございますか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第８７号について、質疑を行います。 
 質疑はございますか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 なお、請願第４号、請願第５号については、議員提出案件でありますので、質疑・討論は省
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略させていただきます。 
 議事の途中ではございますが、ここで暫時休憩をいたします。 
 再開は１１時といたします。 
 暫時休憩とします。 

休憩  午前１０時４５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１１時００分 
〇議長（望月広喜君） 

 議事を再開いたします。 
 なお、先ほどの川口議員の質問に対しまして、総務課長。 

〇総務課長（広島法明君） 
 先ほどのポンプの件に関して、説明をさせてもらいます。 
 今回、補正でお願いするポンプにつきましては、身延第３分団のポンプが前のものが平成４年

１０月購入のものです。そして、その次の身延第２分団のものが平成５年７月購入。そして、

中富第３分団のものが平成５年１２月購入のものです。その３台につきまして購入、買い替え

の形になります。 
 そして、どうして当初で計上しなかったのかという質問ですけども、これにつきましては、

ほかのポンプ車等、社会資本整備総合交付金事業で買っていまして、最初、車両につきまして

も、当初予算だと普通車２台、軽１台ということで当初予算をしていましたけど、最終的には

普通車１台、軽２台ということになりまして、その差額等がありまして、これについては、補

助金の返還はしないようにということですので、その補助金の枠内で、来年度購入予定のポン

プを前倒しで購入したということです。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 政策室長。 

〇政策室長（丸山優君） 
 先ほど松浦議員からのご質問で、電算機器等共同廃棄処理について、お答えさせていただき

ます。 
 まず１点、訂正させていただきますが、今回、廃棄するすべての機器は共同購入したもので

はなく、旧町のとき、各町単独で購入したものです。大変、申し訳ありません。訂正させてい

ただきます。 
 さて今回、単独で購入した機器を廃棄するということなんですが、峡南各町、単独で購入し

た機器を、それぞれ各町単独で廃棄することよりも、計算センターにおいて、共同で処理する

ことのほうがより安く、またセキュリティーの面からも非常にそちらのほうがいいのではない

かということで、平成１６年、各町の関係者が集まりまして、共同処理することになりました。

平成１６年から各町単独で購入した電子機器についても、計算センターで一括処理をしていた

だいております。 
 なお、各町単独でリースした電子機器につきましては、リース期間が切れた時点でリース会

社に機器を返納することによって、あとの処分はリース会社にお任せするということで、ご理

解をいただきたいと思います。 

 ５７



  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 提出議案に対する討論を行います。 

 議案第７５号について、討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第７６号について、討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第７７号について、討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第７８号について、討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第７９号について、討論はございませんか。 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 議案第７９号 平成２２年度身延町一般会計補正予算（第３号）について、反対討論をいた

します。 
 この予算は、１１月２９日の臨時議会で反対をした身延町職員給与条例等の一部を改正する

条例の具体化です。公務員の給与は、民間企業の基準ともなっています。昨年の引き下げに続

き、この公務員の給与の引き下げは民間中小企業の賃金にも影響を与えます。もともと人事院

勧告とは、公務員の団体交渉権や争議権を制約することへの代替措置で、公務員の利益を代弁

すべきものであるにもかかわらず、生活を脅かす勧告を行うこと自体、問題です。 
 日本経済が深刻な危機に直面している今、求められているのは賃下げではなく、最低賃金を

抜本的に引き上げ、人間らしい労働を保障することだと思います。このようなとき、公務員労

働者の賃金引き下げという措置をとることに賛成することはできず、この予算には反対いたし

ます。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君の反対討論に対して、どなたか賛成討論は。 
 野島君。 

〇１番議員（野島俊博君） 
 賛成討論をさせていただきます。 
 ただいまの給与勧告の件でございますけども、人事院、山梨県人事委員会の勧告でありまし

て、特に民間給与との比較につきましては、これは平成２２年１０月１４日、山梨県人事委員

会、平成２２年給与勧告の骨子の中にありますけども、１３９民間事業所の７，３０５人の個

人別給与を実地調査いたしております。この期間は、２２年５月１日から６月１８日となって

おりますけども、これを受けまして、民間企業との格差に基づく給与改定でありまして、これ

を尊重し、賛成をします。 
 以上です。 
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〇議長（望月広喜君） 
 ご苦労さまでした。 
 他に討論はございますか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第８０号について、討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第８１号について、討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第８２号について、討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第８３号について、討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第８４号について、討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第８５号について、討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第８６号について、討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第８７号について、討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第３ 提出議案に対する採決を行います。 

 議案第７５号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７５号 身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

については、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第７６号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７６号 身延町農村連絡施設等整備基金条例の一部を改正する条例について
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は、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第７７号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７７号 身延町下部リバーサイドパーク条例の制定については、原案のとお

り可決決定いたしました。 
 議案第７８号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７８号 身延町高齢者保養施設条例の一部を改正する条例については、原案

のとおり可決決定いたしました。 
 議案第７９号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数であります。 
 よって、議案第７９号 平成２２年度身延町一般会計補正予算（第３号）については、原案

のとおり可決決定いたしました。 
 議案第８０号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数であります。 
 よって、議案第８０号 平成２２年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いては、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第８１号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数であります。 
 よって、議案第８１号 平成２２年度身延町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついては、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第８２号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数であります。 
 よって、議案第８２号 平成２２年度身延町介護保険特別会計補正予算（第３号）について

は、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第８３号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数であります。 
 よって、議案第８３号 平成２２年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）につ

いては、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第８４号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数であります。 
 よって、議案第８４号 平成２２年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予算（第２号）
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については、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第８５号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数であります。 
 よって、議案第８５号 平成２２年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第３号）につい

ては、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第８６号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数であります。 
 よって、議案第８６号 平成２２年度身延町青少年自然の里特別会計補正予算（第１号）に

ついては、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第８７号について、原案のとおり認定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第８７号については、原案のとおり認定することに決定いたしました。 
 お諮りいたします。 
 請願第４号、請願第５号については、議会会議規則第９０条第２項の規定により、委員会付

託を省略し、採決を行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、請願第４号、請願第５号については委員会付託を省略し、採決を行うことに決定い

たしました。 
 請願第４号について、原案のとおり採択することに賛成する諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員でございます。 
 請願第４号 教育予算を拡充し、教育の機会均等及び水準の維持向上を図るための請願につ

いては、原案のとおり採決することに決定いたしました。 
 請願第５号について、原案のとおり採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 少 数 ） 
 挙手少数でありますので、よって請願第５号 ＴＰＰの参加に対する請願につきましては、

不採択とすることに決定いたしました。 
 以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 
 これをもちまして、本日は散会といたします。 
 大変、ご苦労さまでした。 

〇議会事務局長（遠藤守君） 
 それでは、相互の礼で終わりたいと思います。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 ご苦労さまでした。 

散会 午前１１時２０分 
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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（遠藤守君） 

 おはようございます。 
 それでは、相互の礼で始めたいと思います。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（望月広喜君） 
 議事に入る前に、昨日の望月明議員の下部リバーサイドパーク利用状況について、生涯学習

課長より答弁を行います。 
 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長（佐野正美君） 
 それでは、昨日の望月明議員のご質問で、リバーサイドパークのゲートボール場、またテニ

スコート場の利用状況というご質問でしたが、足湯設置に伴う条例制定の案件でありましたの

で、利用状況のほうは把握しておりませんでした。誠に申し訳ありませんでした。 
 早速、利用状況を確認しましたので、お答え申し上げます。 
 利用状況ですが、平成２１年度については１０大会、これは主な団体の使用でございます。

主に町内の体育協会のゲートボール部、それから老人クラブの地区大会、県大会の予選等でご

ざいます。個人の使用はございません。全部で１０大会ございまして、各大会とも平均１８チー

ム、１００名前後の参加でございます。 
 またテニスコートについては、平成２１年度については１件のみでございます。１件で、２人

使用ということでございます。それから平成２２年度におきまして、現在までの状況ですけど

も、ゲートボール場については昨年とまったく同じでございます。ゲートボール部、それから

老人クラブの地区大会、県大会等の予選等で参加チーム、参加団体ともまったく同様の使用状

況です。それからテニスコートについては、２２年度、２件の使用で、５名が使用してござい

ます。 
 以上でございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 本日は、大変ご苦労さまです。 
 欠席の連絡をいたします。 
 日向議員は昨日に引き続き、欠席届が出されております。 
 それでは、出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 
 本日は、議事日程第３号により執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 一般質問を行います。 

 通告者は、５人であります。 
 まず通告の１番は、望月秀哉君です。 
 望月秀哉君、登壇してください。 
 望月秀哉君。 

 ６５



〇４番議員（望月秀哉君） 
 地球温暖化に伴う、いろいろな問題が起きている今、有機資源であるバイオマスの活用によ

る地域おこしということが話題となっております。このことについて、町長ならびに関係機関

のお考えを伺いたいと思います。 
 本年１０月２６日付けの山梨日日新聞に南アルプス市においては、本年度環境への負担が少

ない、バイオマスの効率的な活用を図るバイオマスタウン構想を策定すると報じられておりま

す。山梨県内では、これまでに笛吹市、韮崎市、山梨市、早川町、道志村、都留市の６市町村

が農林水産省からバイオマスタウンに指定されているほか、北杜市が構想策定を進めていると

伝えられています。 
 国では農林水産省が文部科学省、経済産業省、国土交通省、環境省とともに平成１４年に策

定したバイオマス日本総合戦略の骨子を見直し、１８年３月に新たな総合戦略を策定、それに

基づき、バイオマスの総合的かつ具体的な利用に向けた取り組みが行われているところでござ

います。 
 地球温暖化防止の取り組みとして、二酸化炭素の排出源である化石資源由来のエネルギーや

製品を二酸化炭素の増減に関与しない、カーボンニュートラルという特性を持つバイオマスで

代替することによって、循環型社会の形成、農・林・漁業と農山漁村の活性化、競争力のある

戦略的産業の育成などの期待が寄せられているところであります。 
 同戦略によりますと、２０１０年までに脱水汚泥、食品廃棄物などの廃棄物系バイオマスの

全体の８０％、間伐材や竹などの林地残材等、未利用バイオマスの２５％以上の利用を目指す

としていますが、ご案内のように目標達成には、はるかに及ばないという現状でございます。 
 今こそ山林資源を多く抱えているわが町としても、バイオマスタウン構想への名乗りを挙げ

る絶好のチャンスではないかと思います。あるいは、すでに構想策定に取り組まれているとい

たしましたならば、その内容と、このことについての町長の基本的な考え方、ならびに関係各

課長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 ただいまの、望月議員の質問にお答えをいたします。 
 まず確認の意味で、バイオマスについて説明をさせていただきたいと思います。 
 議員仰せのとおり、バイオマスとは家畜排泄物や農作物残渣、食品廃棄物の生ゴミ、木くず

など、動植物から生まれた再生可能な有機性資源のことをいうと思います。また、バイオマス

タウンの構想を簡単にいいますと、市町村が中心になって、地域の家畜排泄物や農作物残渣、

食品廃棄物や生ゴミ、木くずなどを変換施設において新たなエネルギーに変え、持続可能な町

をつくるプランを示すものだと思います。 
 本町では、平成１９年３月に作成いたしました第１次身延町総合計画において、太陽光、風

力、水力、バイオマス等のクリーンエネルギーの導入を進めるために、新エネルギービジョン

の作成を検討しますと掲げております。そして本年度、ご案内のとおり、当初予算に身延町地

域新エネルギービジョン策定等の経費を計上し、関係団体の代表者等による策定委員会を組織、

町民へのアンケート調査を実施するなど、バイオマスを含め、本町に適したクリーンエネルギー
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はなんなのか、計画書にまとめる予定でございます。 
 身延町新エネルギービジョン策定委員会には、議会から産業建設常任委員長の参加もいただ

き、また本議会では３名の議員の皆さんから関連の一般質問をいただいております。 
 今後、町といたしましても、十分、検討してまいりたいと考えておりますが、議員の皆さん

にも非常に興味がおありのことと拝察をいたしますので、研究会などを立ち上げていただき、

町と一緒にご検討をいただく中で、よりよいアイデアをご指導・ご助言をいただければ、あり

がたいと存じます。 
 以上でございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 望月秀哉君。 

〇４番議員（望月秀哉君） 
 ただいま、町長から話がありました、一応、策定委員会の計画は、着実に動きつつあるとい

うことなんですけども、そのへんの細かいことについて、どなたかお答えいただきたいと思い

ます。 
〇議長（望月広喜君） 

 環境下水道課長。 
〇環境下水道課長（樋川信君） 

 それでは、質問にお答えいたします。 
 現在、身延町地域新エネルギービジョンの策定委員会を設置しまして、身延町にはどんなエ

ネルギーがあるのか、どんなものが適しているのかという検討をしております。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 望月秀哉君。 

〇４番議員（望月秀哉君） 
 検討しているということですけども、もうちょっと具体的にお話いただけませんか。その内

容について。 
〇議長（望月広喜君） 

 環境下水道課長。 
〇環境下水道課長（樋川信君） 

 今年、６月に町の施設に関連するということで、１０名の課長さんたちからなる庁内委員会

等を設置しました。また、先ほど町長が申し上げましたように、学識経験者、地場産業関係者

等々のものから成り立つ、１４名の代表者で構成しております策定委員会で、新エネルギービ

ジョンを策定しておりまして、現在、第２回委員会を開催しまして、その後、アンケート調査

の実施、また今後、先進地の視察を予定しているところでございます。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 望月秀哉君。 

〇４番議員（望月秀哉君） 
 そのアンケートというのは、どんなものなのか、あとで結構ですから、いただけますか。そ

のアンケートはどういう人に、例えば町民全部に出したのか、そのへんの答えを。 
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〇議長（望月広喜君） 
 環境下水道課長。 

〇環境下水道課長（樋川信君） 
 アンケートにつきましては、住民アンケートということで、対象者を抽出しまして、世帯に

対して３１０の世帯、また委員会の中でも話が出まして、企業のほうからもアンケートをとっ

たほうがよろしいというようなことで、企業に対するアンケートを抽出して、４３軒ほどアン

ケートをしております。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 望月秀哉君。 

〇４番議員（望月秀哉君） 
 分かりました。実は、このバイオマスの活用につきましては、峡南衛生組合が遠藤所長を中

心に、非常に熱心にこの研究をいたしております。そのへんとの連携はなされていますか。 
〇議長（望月広喜君） 

 環境下水道課長。 
〇環境下水道課長（樋川信君） 

 峡南衛生組合の所長にも委員になっていただきまして、委員会の中でいろいろ議論、検討さ

せていただいております。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 望月秀哉君。 

〇４番議員（望月秀哉君） 
 ありがとうございました。 
 ついては、今、峡南衛生組合の話をいたしましたけども、特に本町に多数繁茂しております

竹の活用ということで、いろいろな機関と連携をしながら、遠藤所長が中心になって研究をし

ておるわけでございますけども、つきましては、特に先ほど町長から話がありましたように、

このバイオマスの対象になる資源はいろいろありますけども、特に私がお聞きしたいのは、本

町の、いわゆる里山といわれる部分の竹林の荒廃が非常に進んでおります。この竹の活用も、

このバイオマスの資源として、非常に有効だということでございます。 
 つきましては、本町内の森林、非常にウエイトが高いと思うんですけども、森林の面積、も

しできましたら、例えば人工林、スギ、ヒノキの植林とか、それとか、いわゆる里山といわれ

る部分の面積、あるいは、もしできれば、竹林がどのくらいの割合であるのか、その点が分かっ

たら、ご回答をいただきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 産業課長。 
〇産業課長（串松文雄君） 

 それでは、お答えいたします。 
 本町の総面積は３万２００ヘクタールでございます。そのうち森林面積が２万４，３４８ヘ

クタールでございます。そのうち民有林面積が１万６，５１３ヘクタール。森林面積の約６７．

８％を占めております。そのうちスギ、あるいはヒノキ、これらが主となります、人工林とい
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われております面積が７，２１１ヘクタールございます。そのうち竹林につきましては、

２７２ヘクタールでございます。 
 以上であります。 

〇議長（望月広喜君） 
 望月秀哉君。 

〇４番議員（望月秀哉君） 
 分かりました。どうぞひとつ、それだけ非常に大量にある竹林、あるいは間伐材等の廃材を

活用することも、このバイオマス事業について大事だと思いますので、これからもそのへんの

研究を進めて、委員会のますますの活躍をお願いしたいと思います。 
 そこで、もう１つ、町長にお伺いしますけども、一応、構想をつくって、委員会を発足して

いるということなんですけども、先ほど申し上げましたように、新聞報道によれば、現在、北

杜市がその後どうなっているか、よく分かりませんけども、私の手元にある資料では、７市町

村がまさに、対策を進めているという形で報道されております。なんらかの、どういう表現を

していいか分からないんですけども、いわゆる身延町もそういう取り組みをしているよという

情報発信をするのがいいと思うんですが、そのへんについて。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 先ほどもお話を申し上げましたとおり、今、わが町では何を使ったらいいのか、太陽光、風

力等々、バイオマスも含めて、何を使うことが有利なのかというようなことも検討をしており

ます。 
 ご質問のバイオマスでございますけども、バイオマスをタウンにするのか、バイオマスを使

用する事業を起こすのか、どっちがいいかというようなことも検討をしていかなければならな

い問題だろうと思いますので、先ほども申し上げましたとおり、議員の皆さんも大変興味があ

るように拝察をいたしますので、勉強会を立ち上げて、私どもと一緒に勉強し、よりよい方向

に進めるよう、お願いを申し上げたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 望月秀哉君。 

〇４番議員（望月秀哉君） 
 分かりました。当然のことながら、非常に大事な施策でございますから、議会もそれなりの

対応をしていただけることを思います。どうぞひとつ、今後ともこのことにつきまして、精力

的に取り組みをなされまして、わが町の将来のために、あるいは地球温暖化という大事なテー

マのもとで、それなりの位置づけをして活動されますようお願いいたしまして、質問を終わり

ます。ありがとうございました。 
〇議長（望月広喜君） 

 以上で望月秀哉君の一般質問が終わりましたので、望月秀哉君の一般質問は終結いたします。 
 次に通告の２番は、芦澤健拓君です。 
 芦澤健拓君、登壇してください。 
 芦澤健拓君。 
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〇５番議員（芦澤健拓君） 
 通告に基づき、質問させていただきます。 
 今の内容を聞いておりますと、私が望月議員の関連質問をするような格好になるような気が

しないでもないんですけども、バイオマスタウン構想というのがありまして、これは平成１４年

に農水省でつくった構想策定マニュアルみたいなものがありまして、それに基づいて、

２００８年３月に新たにバイオマスタウン構想策定マニュアルというものができたということ

で、今回、それに基づいて質問をさせていただきたいと思います。こういうものが、バイオマ

スタウン策定マニュアルというものでございます。 
 今、町長のほうからもお答えがありましたように、バイオマスタウン構想のほうにいくのか、

あるいはバイオマスを利用するというだけで、その新エネルギービジョンの策定委員会という

ふうなことで活動されているということで、その新エネルギーのほうでバイオマスエネルギー

を利用するというふうに考えていくというふうな、今、お話があったと思うんです。 
 バイオマスタウンというのを、なぜ、こういうものを立ち上げてきたかというか、構想を策

定するマニュアルをつくったのかといいますと、私たち人類が古来、地球に降り注ぐ太陽のエ

ネルギーを使って、生物により生産される資源であるバイオマスを食料、木材として、さらに

はエネルギーや製品として利用することにより、生活を営んできた。バイオマスとは、生物資

源の量を表す概念で、再生可能な生物由来の有機性資源で、化石燃料を除いたものであるとい

うふうに、このマニュアルの本に書かれておりますとおりで、要するに私たちが日ごろ、なん

の疑問もなく使っておりました、いわゆる化石燃料というものが有限であると。いずれは、な

くなってしまうものであると。だったら、それに代わるものはなんであるかと。そういうエネ

ルギーをどういうふうにして考えていくのかというのが、町の新エネルギービジョンの作成に

関しても、もとになっていると思います。 
 そういう新エネルギー、それから今現在、われわれのまわりにある、普通にある木材とか、

先ほど望月議員の質問の中にありました竹ですとか、そういうふうな、いわゆる太陽光によっ

て成長する、そういうものを利用して、今後やっていかなければならない、やっていくことが

いいのではないかということが、このバイオマスタウン構想策定マニュアルの中には書かれて

いるわけです。 
 そのへん、本当は質問する予定だったんですが、それにつきましては、今、先ほどの町長の

お話の中にもありましたように、バイオマスタウン構想については、特に改めてお聞きする必

要もないかと思いますので、現在、策定市町村として発表されている１９７というのが、全国

のバイオマスタウンの市町村でございますけども、県内では先ほど望月議員の質問にもありま

した７市町村ということですけども、隣の早川町もその中に入っております。早川町のバイオ

マスタウン構想というのが、どのようなものであるのかということがお分かりになれば、ここ

で発表していただきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 政策室長。 
〇政策室長（丸山優君） 

 それでは、お答えいたします。 
 早川町では、木質バイオマス資源を熱変換エネルギーにして活用しているということです。 
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〇議長（望月広喜君） 
 芦澤健拓君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 ずいぶん短いお答えでしたけども、具体的にはどういうふうな利用法ですか。 

〇議長（望月広喜君） 
 政策室長。 

〇政策室長（丸山優君） 
 具体的には、聞くところによりますと、温泉宿泊施設でありますヴィラ雨畑のボイラーが老

朽化し、新たなボイラーを設置するために、同構想を導入することにより、高い率の国庫補助

を受け、高性能ボイラーを設置したとのことをお聞きしております。 
 なお、木質燃料は木質のバイオマスで、間伐材や林地残材をチップやペレットにする方法が

割とほかの市町村では行っているんですが、早川町の場合は森林組合にて、薪に加工して使用

しているとのことです。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 芦澤健拓君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 チップやペレットにして使うストーブとかボイラーとかというものが、かなりあちこちで開

発されているということは聞いておりますけども、早川町では薪でということで、言ってみれ

ば原始的な方法で使っているということですけども、実はわれわれ自身の生活が、私なんかは

特に戦後まもなくの生まれですので、昔は本当に木材を燃料に使うというのは当たり前のこと

でありまして、そういう時代に戻れというふうな感じのものが、この場合はバイオマスタウン

の構想の中にもあるような感じもしないんでもないんですけども、薪でボイラーを燃やすとい

うことでも、それもやっぱり、バイオマスの考え方ですけども、早川町の場合は、ただ、それ

１つだけでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 政策室長。 
〇政策室長（丸山優君） 

 構想の中には、いろいろお書きになっておられました。ただ、現在、今やっている薪を使っ

たヴィラ雨畑のボイラーの設置、これ以外の事業はやっておられないということを聞いており

ます。 
〇議長（望月広喜君） 

 芦澤健拓君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 そういうものなのかも分からないんですね。というのは、私も一生懸命、バイオマスタウン

構想策定マニュアルというのを読ませていただいたんですが、地域によって非常に難しい点が

あるということは承知しております。その他の先進地の事例についても、当然、情報を収集さ

れていると思いますけども、その点について、もし何かあれば、お伺いしたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 政策室長。 
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〇政策室長（丸山優君） 
 先進地の事例についても、ある程度、把握しております。 

〇議長（望月広喜君） 
 芦澤健拓君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 特にどのような地域の情報を仕入れているのか、そのへん、１つでも事例をお話していただ

ければと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 政策室長。 
〇政策室長（丸山優君） 

 農林水産省のホームページの中にバイオマス活用の取り組み事例ということで、優良事例が

掲載されておりました。その中で、ちょっと素晴らしいなと思ったのは、栃木県の茂木町とい

うところでやられている茂木町有機物リサイクルセンター緑川という、こちらのほうでしてい

る事業が目に付いたところです。また、そのほか、いろいろな事例については、機会があれば

ご覧いただくこともできますので、よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 芦澤健拓君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 私がこんな質問をするのは、私自身もそうなんですけども、バイオマスタウン構想というも

のが非常に分かりにくいというか、あまり普段、目にしたり、耳にしたりすることがないんで

はないかなと考えたものですから、できるだけ、先ほど町長のほうからも議会でも勉強会をと

いうふうにおっしゃっていただきましたけども、われわれ自身も、この考え方をいろいろ勉強

しなければいけないと考えまして、現在、議員の皆さんにもお聞きしていただくほうがいいか

なと思いまして、このような質問をさせていただいております。 
 バイオマスタウン構想というのは、非常に町全体として、バイオマスを利活用する方向で進

んでいったらどうかということの提案でございまして、これは農林省だけでなくて、内閣府、

総務省、環境省、それから文部科学省とか、そういうふうな１府６省の協力で進めているとい

うふうなことでございますので、言ってみれば国を挙げてというふうな、いわゆる省庁横断型

の考え方ということで、それも先ほどちょっと申し上げましたように、化石燃料というのは有

限であると。その後、地球が、あるいは人類がどういうふうに生き延びていけるのかという、

そういう、いわゆる持続可能な社会をどういうふうにしたら築いていけるのかということが

テーマにありますので、そういうふうな１府６省という、省庁横断型の組織になっているので

はないかなと。それを町のほうに、あるいは市町村、あるいは県のほうに投げかけているとい

うふうに私は受け止めましたので、今回、この質問をさせていただきたいなと思いました。 
 バイオマスタウン構想の中では、当然、農業・林業の活性化というものが不可欠な要素になっ

ていると思いますけども、先ほど産業課長のほうからお示しいただきました数字が物語ってお

りますように、当町の山林は非常に広くて、全面積３万２００ヘクタールに対して、山林が２万

４，３４８ヘクタールと、８割を占めているわけです。ということは、われわれはこれを活用

しないわけにはいかないというか、その中で生活しないわけにはいかないということで、考え

ていかなければならないと思うんですけども、農林業に携わる人たちの実情について数値で示
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していただければと思います。よろしくお願いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 産業課長。 
〇産業課長（串松文雄君） 

 それでは、お答えいたします。 
 最新版であります平成１７年に実施されました、農林業センサスの結果から、数値等につい

て、お答えをしていきたいと思います。 
 まず農業関係につきましては、総農家数が１，３０７戸でございます。農家人口は４，０７９人

でございます。うち自給的農家は１，１８０戸、販売農家につきましては１２７戸となってお

ります。販売農家のうち専業農家につきましては４２戸、兼業農家が８５戸といった実情でご

ざいます。農地面積につきましては、田畑合わせまして、５２９ヘクタールでございます。 
 また林業につきましては、先ほども答弁を申し上げましたが、もう一度、ダブりますが、回

答していきたいと思います。 
 山林面積としましては２万４，３４８ヘクタール、身延町全土の８０．６％が山林でござい

ます。 
 以上でございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 芦澤健拓君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 林業のほうはいかがでしょうか。林業に携わっている人口。 

〇議長（望月広喜君） 
 産業課長。 

〇産業課長（串松文雄君） 
 統計は、ちょっと出てこないものですから。申し訳ございません。 

〇議長（望月広喜君） 
 芦澤健拓君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 ということで、非常に全人口が１万５千人ですよね。約１万５千人ですので、３分の１近く

は、一応、農業に携わっているというか、農業もやっているということで理解してよろしいか

と思うんですけども、このバイオマスタウン構想というものを、もし策定していくということ

になりますと、当然、農業についても林業についても、もう少し活性化していく必要があるの

ではないかと考えております。 
 特に先ほどの委員会のメンバーがどんな方なのか、ちょっとはっきり、私も把握しておりま

せんので、できればもう一度、詳しい内容というか、委員の皆さんをどんなふうなもので選考

されたのかをお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 環境下水道課長。 
〇環境下水道課長（樋川信君） 

 それでは、新エネルギービジョンの策定委員会の委員の方々ですが、１４名おられまして、

学識経験者ということで山梨大学の名誉教授、花岡先生ですね。それと、あと町議会議員の産
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業建設常任委員長さん。あと地場産業関係ということで、身延町商工会、ＪＡ西八代のほうと

ＪＡふじかわ、また峡南森林組合、身延森林組合。そのほかにエネルギー供給関係者というこ

とで、東京電力さん。新エネルギーに関する団体ということで、山梨県の地球温暖化防止活動

をしていらっしゃる方。あと住民代表ということで、山梨県の地球温暖化防止活動の推進委員

さんが１名。あと行政の関係で、峡南林務環境事務所、峡南衛生組合。教育にも関係するとい

うことで、教育の関係から学校の校長先生１名。あと身延町の職員、行政関係ということで、

会計課長、会計管理者になっていただいております。その方々、１４名でございます。 
〇議長（望月広喜君） 

 芦澤健拓君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 大変、そうそうたるメンバーという感じもいたしますけども、たしかに、これだけの、今の

メンバーをお聞きしますと、まさにバイオマスタウン構想の策定に関わるというか、こういう

策定について、検討しているというふうに考えてもいいんではないかというふうなメンバーで

ございますけども、農林業の活性化について、どうするかということに関してはどうなのかな

というふうな感じがしないでもありませんので、農林業の活性化ということについては、やっ

ぱり、町でできるだけ現状を細かく把握して、その上で新たな農業・林業を考える。あるいは、

そういうＮＰＯを立ち上げるとか、そういうふうなこともやっぱり必要ではないかなというふ

うに考えております。 
 現在、身延町では竹炭の有効利用により、荒れ果てた竹林の再生に貢献している身延竹炭企

業組合、それから先日、町長の行政報告の中にもございますけども、フォレストサービス身延

とか、中富森林愛護会などのコミュニティビジネスが発生しているというお話がありました。

それから一部事務組合であります峡南衛生組合は、旅館食堂から出る産業廃棄物でもある生ゴ

ミを堆肥に再生して峡南１号として販売する事業を起こすとか、最近では竹の粉末で廃油の処

理を行うなどの事業で、環境維持に貢献しているということでございます。こういう団体のほ

かに、バイオマスタウン構想に貢献していただけるようなＮＰＯ、あるいはＮＧＯが存在して

いるかどうか、その点、もしお分かりになれば、お願いしたいと思います。それから、その活

動状況を把握しているかどうかについても、お伺いしたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 政策室長。 
〇政策室長（丸山優君） 

 議員がおっしゃるとおり、町内には身延竹炭組合とか、峡南森林組合、峡南衛生組合等があ

りますが、そのほかにＮＰＯという団体を、貢献してもらえるような団体があるかということ

なんですが、一応、把握している限りではＮＰＯ法人エコクラブ身延において、もしバイオマ

スタウン構想を導入しようとする場合、貢献していただける団体だと把握しております。 
 活動内容につきましては、食物残渣を収集し、ＥＭ菌を利用して飼料を作っていくと。その

ほかに鶏糞を、やはり飼料にするとか、養鶏をしながら安全・安心なタマゴを作って、それを

学校給食に提供したり、道の駅などで販売しておるような活動をしているということを把握し

ております。 
〇議長（望月広喜君） 

 芦澤健拓君。 
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〇５番議員（芦澤健拓君） 
 エコクラブ身延、これは下部の団体ですよね。その次に、そうしますと、ＮＰＯは今言った

１つと、それからあとは企業組合、竹炭企業組合ですとか、そういうふうなことになると思い

ますけども、バイオマスタウン構想というものを２００８年に農水省が発表して、その後、省

庁とか県などから、こういうことに関して、なんらかの働きかけがあったんでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 政策室長。 
〇政策室長（丸山優君） 

 バイオマスタウン構想につきましては、先ほど議員の皆さんからお話がありましたとおり、

バイオマス日本総合戦略として、平成１０年１２月に閣議決定されました。合併前に、それぞ

れの町になんらかの働きかけがあったものと思われます。また、その後においても、数ある国

の施策の１つとして働きかけがありましたが、本町ではまず新エネルギービジョンの作成を行

う中で、太陽光、風力、水力、バイオマス等のうち本町に適したクリーンエネルギーはなんな

のか、計画書にまとめることとし、先ほどの町長の答弁にもありましたように、今年度、当初

予算に計画書作成等の経費を計上し、現在、策定委員会の中でご検討をいただいております。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 芦澤健拓君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 その策定委員会で結論を出すのは、いつになるのかということと、それから策定委員会が検

討するのは、あくまでもエネルギーだけで、バイオマスタウン構想というものについては、特

に検討していないのかどうか、その点についてお聞きします。 
〇議長（望月広喜君） 

 環境下水道課長。 
〇環境下水道課長（樋川信君） 

 策定委員会のまとめとしましては、来年２月をめどにビジョンに対する方向性をまとめてい

ただくようになっております。また、その中の新エネルギービジョン、全体で太陽光にするの

か、風力にするのか、バイオマスにするのかというものは、大きな括りの中で考えていくとい

うことで、今の段階では、これ一本に絞るという段階ではございません。 
〇議長（望月広喜君） 

 芦澤健拓君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 このバイオマスタウン構想というのは、非常に時間と金のかかる話だと思うんですよね。今、

おっしゃるように来年の２月に、一応、その方向性が決まるということで、その後、いろんな

計画をつくっていかなければならないというふうに思いますけども、根本理念というか、われ

われが本当に、今、考えなければいけないというのは、地球を持続可能な社会にするためには

どうすればいいかという、そこが一番の基本でありまして、これは町長がそういうお考えで、

そういうものを根本理念にお持ちになりながら、進めていくということで考えてよろしいのか

どうか、町長にお伺いします。 
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〇議長（望月広喜君） 
 町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 先ほど、望月議員の質問にもお答えしたとおり、そのとおりでございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 芦澤健拓君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 このバイオマスタウン構想というのが非常に重要な課題であるし、この方向にいくべきであ

るというのが私の考えでございますけども、今のところ、町では新エネルギーをどういうふう

な形でということで、もっと大きく考えているような感じもいたしますけれども、非常に重要

な課題であると思いますので、ぜひそのへんは、できれば町全体として、ここにいらっしゃる

行政の中心になる方々を中心にして、進めていっていただきたいということと、それからもっ

と若手の、今後１０年、２０年、あるいは大げさに言えば１００年かかるかも分からないとい

う、そういうふうなバイオマスタウン、身延町をどういうふうにしていけばいいのか、あるい

は国をどういうふうにしていけばいいのか、あるいは、もっと言えば、地球をどうしていけば

いいのかというふうな問題でございますので、若い方たちのご意見も取り入れてやっていって

いただければなというふうに考えております。 
 次にバイオマスタウン構想策定の可能性ということで、お聞きしたいんですけれども、先ほ

どからの議論の中で、一応、新エネルギービジョン策定委員会のほうの結論を見ながらという

ことで考えているようでございますけども、先ほど申し上げましたように内閣府、総務省、文

部科学省、農林水産省、経済産業省、環境省という１府６省が関わっているということで、も

し、これに対応する、町の部局ということになると、どこがどういうふうになるのかというこ

とが、私にはちょっと明確に分かりませんので、町長にお考えをお聞きしたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 それらにつきましては、今後、どの方向で進めていくかということは、まだ決定をされてい

ませんので、どの部局でやるというようなことは考えておりませんけども、今現在は政策室と、

それから環境下水道課が担当をしております。 
〇議長（望月広喜君） 

 芦澤健拓君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 先ほど策定委員会の中には、財政課長もお入りになっているということですので、当然のこ

とながら、町として取り組んでいくということで考えていることは、よく分かるんですけども、

先ほど私が提案いたしました、もっと若い人を活用していただきたいということに関しては、

いかがでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 環境下水道課長。 
〇環境下水道課長（樋川信君） 

 ただいまの質問でございますが、この新エネルギービジョンの導入につきましては、町民の
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生活、教育、環境などのさまざまな施策に関係するというようなことから、庁内の関係課で相

互に連絡・調整しなければならないと思っております。そのために、計画から本ビジョンの策

定にタッチし、事業化の検討を進めていく体制ということで、現在、庁内に各課の課長さん

１０名で委員会構成しました、庁内委員会を設置しております。その策定委員会は事務局、エ

ネルギービジョン策定委員会等々とキャッチボールしながら検討していくということで、現在、

進めております。 
〇議長（望月広喜君） 

 芦澤健拓君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 先ほどの町長の、ご答弁とちょっと食い違うような気がしないでもないんですけども、要す

るに庁内でそういうふうに課長さん１０名で、委員会をつくって検討しているということでご

ざいますので、できれば本当に、このバイオマスタウン構想というものを進めていっていただ

きたいなというふうに考えております。 
 町長ご自身が当然、最後にはというか、方向性が決まれば、当然、指揮監督することが必要

ではないかと考えておりますけども、町長の考えはいかがでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 恐れ入りますが、もう一度、お願いいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 芦澤健拓君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 庁内で課長さんが１０名で、庁内委員会というふうな形で進めているということで、当然、

新エネルギービジョン策定委員会の結論が出る、来年の２月以降には新たな方向性が決まるこ

とになると思いますけども、バイオマスタウン構想策定ということに関して、もしそういう方

向が出た場合に、町長ご自身が当然、指揮監督するということが必要ではないかと思いますけ

ども、これは町長、１つの政策であります「住んでよし 訪ねてもよし おらが身延（まち）」

という、そういうビジョンの実現にも大きく関わってくるというふうに私は考えておりますけ

ども、町長のお考えはいかがでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 まず、私どもの町の行政というのは、私が全責任を持つことは当然でございますので、その

ことは議員のおっしゃるとおりでございまして、しかし、そうは言っても、今の仮定のお話を

されておりまして、バイオマスタウンがよかったという結論が出たときにはどうするかという

ことでございますので、私も先ほど、望月議員さんのときにお話をしたとおり、そういう結論

が出れば、その方向で当然、検討をすると、こういうことでございますし、先ほど、くどいで

すけども、当然、各課が検討をし、庁内で検討していることの責任は私でありますから、私が

先頭に立つことは当然でございます。 
 以上です。 
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〇議長（望月広喜君） 
 芦澤健拓君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 ちょっと私の言い方が、お聞きした仕方が間違っているというか、うまくなかったかも分か

りませんけども、町長が町長になられたときに「住んでよし 訪ねてもよし おらが身延（ま

ち）」という素晴らしい、私はまちづくりのビジョンとしては非常にいい考え方だと思いますけ

ども、実際に具体的にどうするのかということに関しまして、このバイオマスタウン構想とい

うものを実現していくことが、私としてはこのビジョンの実現にも非常に、大いに寄与するも

のではないかというふうに考えるのですが、この点についての町長の考えはいかがでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 「住んでよし 訪ねてもよし おらが身延（まち）」という話が出てきましたが、住んでよし

ということはバイオマスタウンだけを捉えていっていることではございません。住んでよしと

いうのは、町の行政全体を捉えて、それが町のためになる、そのことによって、住んでいい町

をつくりたいということを言っているわけでありまして、したがいまして、今、検討していた

だいております。地域新エネルギービジョン、その中にあっても委員の皆さん、学識経験者、

その他の皆さんが、あるいはまた、先ほどもお願いしておりますが、議会の皆さんの意見等も

ふまえる中で、何がいいかということが出てきたときには、その方向に進めたいと思います。

もちろん、先ほどもお話しましたとおり、バイオマスがいいとするならば、バイオマスも考え

ます。しかし、これはタウンがいいのか、バイオマス事業がいいのかということは、これは十

分、研究していかなければならない課題であるというふうに考えております。 
〇議長（望月広喜君） 

 芦澤健拓君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 それでは、ちょっと聞き方を変えてお聞きしますけども、持続可能な社会というふうに、先

ほど町長のお話の中にもございましたけども、この点については、町長はどのようにお考えな

のかということを、少し詳しくお話しいただければと思いますけども、いかがでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 持続可能な社会ということにつきましては、これは当然でございまして、持続可能な社会を

つくるということは、私だけの考えではございませんし、今、人類、生きている人間、全部が

考えていることでございますので、私はそのことを必要なことであると認識しております。当

然、そのためには何をしたらいいのか、そのために新エネルギービジョンの中でも、種々検討

をしていただく中で、何がいいかということを検討させていただいているということでござい

ます。 
〇議長（望月広喜君） 

 芦澤健拓君。 
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〇５番議員（芦澤健拓君） 
 バイオマスタウン構想というのが、非常に夢のある事業でもありますけども、逆に大変難し

い事業でもあると思います。これは実際、さっきも申し上げましたように、実現には１０年か

かるか、２０年かかるか分からないというふうな部分もございます。ただ、先進地の情報とい

うのを見ますと、いろんな、例えばペレットストーブですとか、ペレットを使ったボイラーで

すとか、そういうものの開発が進んでおりましたり、いろんなノウハウが蓄積された部分もか

なりあるわけですよね。 
 ですから、そういうことでいけば、可能なまちづくりではないかなというふうに考えますけ

れども、そういう意味で、これは町長に提案するつもりで、私のほうでも今日、質問させてい

ただいているわけですけども、今後そういう、もしもバイオマスタウン構想というか、そちら

の方向に進むことがあれば、私たちも当然、細かく、そういうことに関わっていきたいなと考

えておりますし、ぜひ、そういう形で町の考えを進めていきたいなというふうに、協力を惜し

まないつもりでおりますけども、この農林業の再生ということについては、単に身延町だけの

問題ではなく、もう本当に国を挙げての問題というふうに考えておりますけども、具体的に現

在、農林業の再生、あるいは農林業の活性化について、なんらかの具体的な方策がおありかど

うかについて、お伺いします。町長、お願いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 これにつきましては、非常に難しい問題でございますけども、農林業の再生につきましては、

今現在、耕作放棄地等もございますし、これをなんとかしたいし、お百姓さんが、本当に食べ

られる農業がいいのかなということも実は考えていたんですが、昨日のＴＰＰの要望の問題も

否決をされてしまいました。農業というものをどういうふうに考えているのかなという部分も

若干、考えを変えなければならないのかなと考えておりますけれども、少なくとも、私どもの

峡南地方においては、農業も大きな産業の１つでございますので、どういうふうにして、農業

を考えていくのか。また、考え直してみたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 芦澤健拓君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 具体的な方策については、特にないということでお聞きしましたけども、里山の再生、先ほ

ど望月議員の質問にもありましたけども、里山について、これは本当に差し迫った問題であり

まして、里山が非常に荒れていることから、有害鳥獣の問題が出てきているということも、十

分に私たちも意識しておりますけども、この里山の再生とか有害鳥獣の駆除などに関しまして

は、本町だけではなく、隣接する他町との連携も必要であるかと考えておりますけども、この

点については、何か具体策を考えていらっしゃるかどうか、お伺いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 それは、常に私が言っておりますが、鳥獣害等々につきましては、私どもの町だけで対応す
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るにしても、対応しきれない部分がございますので、峡南の広域の中でも検討をしているとこ

ろでもございます。 
〇議長（望月広喜君） 

 芦澤健拓君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 分かりました。私がお聞きしたかったのは、そういう、実際に具体的にどのようにされてい

るかということをお聞きしたかったんですけども、広域的に考えていかなければならないとい

うことは、前からも町長にお伺いしているところでございますので、承知しておるところでご

ざいます。 
 最後にバイオマスタウン構想を策定する、実現の可能性をどのようにお考えかというのは、

先ほどの新エネルギービジョン策定委員会の結論が出ないと、なんとも言えないというお答え

でしたので、あえてお聞きしないほうがいいのかなと思いますけども、可能性として、あるの

か、ないのかということだけをお聞きしたいと思います。町長と政策室長の、それぞれのお考

えをお聞きします。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 先ほど来、答弁をしているとおりでございまして、持続可能な社会を目指す、このことにつ

いては、当然、重要なことですから、そのことを考えていかなければならない。この中に、バ

イオマスタウン構想もあるわけですけども、先ほど来、バイオマスタウンそのものが本当にわ

が町に有利なのか。あるいはそのことを構想としてつくっていっても、将来まで本当に町民の

皆さんが、これに対応してくれるのかどうか、その他も含めて、今、検討をさせていただいて

おりますので、その結果によりますけれども、パーセントがあるかないかということになりま

すと、それも含めて検討しておりますので、ないとは言えません。あるとお答えをしておきた

いと思います。含めて検討をしているということを、ご理解いただければ分かるではないかな

と思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 政策室長。 
〇政策室長（丸山優君） 

 町長の答弁のとおりでございます。 
〇議長（望月広喜君） 

 芦澤健拓君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 今日は、このバイオマスに関しまして、私と望月秀哉議員、それから続いて野島議員が同じ

ような内容の質問をすることになってしまいましたけども、われわれ自身も、このバイオマス

タウン構想、あるいは新エネルギービジョン策定に関しましては、大変、関心があるというこ

とはお分かりをいただけたと思うんですけども、なお引き続き、町としてもこの問題を真剣に

取り組んでいただきたい。それによって、できれば本当に、これを私は起爆剤にして、町を活

性化していければというふうに考えているところでございますけども、そのへんにつきまして

も、どうぞご理解いただきたいと思います。 
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 以上で、質問を終わります。 
〇議長（望月広喜君） 

 以上で芦澤健拓君の一般質問が終わりましたので、芦澤健拓君の一般質問は終結いたします。 
 一般質問の途中ではありますが、暫時休憩をいたします。 
 再開は１０時２０分といたします。 

休憩  午前１０時０５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１０時２０分 
〇議長（望月広喜君） 

 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 
 次に通告の３番目は、野島俊博君です。 
 野島俊博君、登壇してください。 
 野島俊博君。 

〇１番議員（野島俊博君） 
 通告により、一般質問を行います。 
 質問の内容でありますけども、まず環境施策について。地域新エネルギー・省エネルギービ

ジョン策定等事業について。２つ目が地域資源による新たな事業起こしについて、お伺いをい

たしますので、よろしくお願いいたします。 
 まず、環境施策についてでございますけども、先の望月議員、芦澤議員の質問による答弁を

伺い、改めて私のほうから質問することはないと考えますので、ここで先の質問の中になかっ

た項目２つだけを質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 
 まず１つでございますけども、地域新エネルギー・省エネルギービジョン策定等事業につい

てでございますけども、平成２２年度の一般会計予算書に地域新エネルギー・省エネルギービ

ジョン策定等事業補助金として、５７０万円計上されていると。ここで、ＮＥＤＯの技術開発

機構は、この２１年度事業として公募をして、身延町も応募したと、こんなふうに伺っており

ますけども、この中で新エネルギー導入の意義について、環境下水道課長にお伺いいたします

けども、よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 環境下水道課長。 
〇環境下水道課長（樋川信君） 

 ご質問の導入の意義について、お答えいたします。 
 現在、多くの利用されている石油などの化石燃料は、大気中の二酸化炭素を増加させること

によって地球温暖化を招くなど、環境に多くの悪影響を及ぼしております。そこで新エネルギー

は、二酸化炭素の排出が少ないことから環境へ与える負荷が小さく、資源制約が少ない国産エ

ネルギー、また石油依存の低下に資する石油代替エネルギーとして、エネルギー安定供給の確

保、地球環境問題への対応に資することから、持続可能な経済社会の構築に寄与するとともに

新エネルギーの導入は新規産業、雇用の創出にも貢献するなど、さまざまな意味を有しており

ます。 
 なお、エネルギー安定供給の確保に資する石油代替エネルギー、環境に与える負荷が小さい

クリーンエネルギー、新規産業雇用創出への寄与、電力の負荷平準化の寄与等が考えられます。 
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 以上です。 
〇議長（望月広喜君） 

 野島俊博君。 
〇１番議員（野島俊博君） 

 ありがとうございます。 
 もう１つは、この地域新エネルギー・省エネルギービジョン策定等ということでありますけ

ども、本町は新エネルギー、省エネルギー、両方を含めてでしょうか、そのへんのところをお

伺いいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 環境下水道課長。 
〇環境下水道課長（樋川信君） 

 今回、検討していますのは、新エネルギーだけでございます。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 野島俊博君。 

〇１番議員（野島俊博君） 
 そこで、このあと、町長さんに化石エネルギーから新エネルギーへの、町長さんのこの事業

における思いを伺いたいということでございますけども、先ほどの質問の中でも、今後、新エ

ネルギー対策について、学識経験者、地場産業関係者、住民代表者、エネルギーに関する団体、

町議会議員等の代表者から構成した新エネルギービジョン策定委員会を設置し、策定委員会を

中心に方向性を議論し、検討するということでありますので、これに期待をいたします。答弁

はいりません。 
 それと、もう１つ。現在の進捗状況はということでお伺いいたしましたけども、これについ

ても担当課長のほうより、答申を平成２３年の２月にいただくということで聞きましたので、

このへんのところも質問はなしということでさせていただきます。 
 したがいまして、このあとは私の思いと、また他町の実際のこれに対するプランを紹介させ

ていただきまして、終わりにさせていただきますけども、まず他自治体の住民アンケートの調

査結果を見ますと、地球温暖化や環境問題に対する意識は非常に高く、多くの住民が取り組み

の必要性を認識しているということであります。また、エネルギー枯渇、環境問題に対する対

策については、９５％の方が今のうちから対策を立てなければならないと、こんなような結果

も出ております。 
 新エネルギー導入の意義についての答弁の中に、電力の負荷平均化、ピークカット効果への

寄与を挙げておりましたけども、導入により必ず省エネが出てくるということも自覚していた

だきたいと。さらなる経費節減に向けて、まい進してほしいところであります。 
 ２００８年度の日本の電力事情は、前月別割合は火力は７０％、ただし石油から石炭、天然

ガスへの代替が進んでおりまして、原子力は２３％、水力は７％ありまして、約１万１，７００億

キロワットの発電になっております。まだまだ化石燃料に起因する発電量は大変多くて、各自

治体が新エネルギー導入を進めれば、この電力会社のＣＯ２削減につながり、大きく社会貢献

を果たすことになることも、ぜひ自覚してほしいと思うところでございます。 
 最後に、この導入例をちょっと紹介させていただきますけども、この北杜市のアクションプ
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ランの例でございますけども、システムが太陽光発電１０キロワット、導入場所が小中学校。

導入コストが、これは５００万円となっております。これは２分の１補助の場合となっており

ますけども、助成制度が環境省のエコスクール事業、地域新エネルギー導入促進事業、ＮＥＤ

Ｏの技術開発機構。導入効果が年間、導入発電量約１万２千キロワットアワー。経済効果が年

に１８万円。これは１キロワットが１５円としての経済効果でありますけども、二酸化炭素削

減効果が４，５３６キログラム、ＣＯ２、これは年ということであります。単純投資回収年数

が約２８年ということになっています。 
 期待される効果ということで、学校内で消費される電力の一部を補うことができる。発電量

表示パネルなどとともに、小中学校に設置することで自然のエネルギーや環境問題に対する認

識が含まれてくる。環境学習、環境教育に役立てていく。そんなふうに載っておりました。 
 もう１つは、導入システムが太陽光発電５０キロワット、これは導入場所が公共施設への設

置。導入コストが２，５００万円。これも２分の１補助の場合となっております。助成制度が

地域新エネルギー導入促進事業。導入効果が、年間導入発電量が約６万キロワットアワー。経

済効果が年に９０万円ですね。これが、二酸化炭素の削減効果が２万２，６８０キログラム、

ＣＯ２、年ということであります。単純投資回収年数が約２８年というふうになっております

けども、なお期待される効果は、住民の環境やエネルギーに対する認識を高める普及啓発効果

が期待できる。施設内で消費される電力を賄い、ピークカットにも貢献できると。そんなふう

な紹介をいたしまして、この質問を終わらせていただきます。 
 それでは、次の質問に移ります。 
 地域資源、間伐材、竹やぶ等を生かした新たな事業おこしについてであります。 
 １２月８日の新聞に「竹パウダーで廃油を処理 峡南衛生組合 低コスト肥料化も 油のし

み込んだ竹の繊維は栄養価が高く、肥料として再利用することも可能。２０１１年度からの本

格運用を目指している」とありました。竹の使い道、日本のあちこちで拡大する竹やぶが問題

になっています。竹林整備の名のもとに竹の間伐をしているところもありますが、どうせ、ま

た生えてくるんだから、やるだけ無駄ではないのかと、そんなふうに思ってしまうこともしば

しばであります。 
 そのような状況の中で、当町においては竹炭組合による竹炭、竹酢液がブームになりまして、

広く社会へ知れ渡るところになりました。これまで身近にある竹は、古くから生活用品や食料

として親しまれていましたが、そのほとんどがプラスチック製品にとって代わられ、高齢化に

よって管理できなくなった竹やぶが全国に広がっております。放置された竹林は、在来の生態

系へもさまざまな影響を与え、災害などの発生の要因にもなっております。この竹の侵食を防

ぐには、竹林を適切に管理し、間伐を行うことが必要となります。 
 そこに今回の竹パウダーで廃油を処理、地域を支える産業にもなり得る竹炭・竹酢液ともど

も、地球を救う竹の使い道となるのではないかと強く思うところでもあります。 
 そこで質問をいたしますけども、２１世紀は環境の世紀、私たちは深く環境に関わって生き

ていかなければなりません。したがって、環境行政は重要な使命を担っております。しっかり

役割を果たすことが求められています。われわれの今後の発展は、産業振興や雇用創出といっ

た経済の成長を促すと同時に、いかに環境と共存するかが鍵となっていると考えます。地域資

源、間伐や竹材を生かした新たな事業おこしについて、どのような将来展望があるか、その思

いを町長さんにお伺いいたしますので、よろしくお願いいたします。 
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〇議長（望月広喜君） 
 町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 お答えをいたします。 
 先ほど、新聞に掲載されました件につきまして、お話がございましたけども、その件につき

ましては、峡南衛生組合の事業のようでございますので、私どもの単町が、決定的なお話はで

きませんけれども、大変素晴らしい事業であるなと、こういうようには感じております。でき

ることであるならば、その事業が成功し、私どもの町、あるいは関係の早川町、あるいは市川

三郷町等々の竹林等が整備されればいいなと、こういうようにも思っておりますが、そのこと

はまた、峡南衛生組合のほうで議論していただくこととして、私どもは私どもの町として、間

伐材とか、あるいは竹をどのように利用していくかというようなことにつきましては、まさに

議員さんおっしゃるとおり、私どもの町には、間伐材とか竹材はたくさんあるわけでございま

すので、この私どもの町が保有する地域資源に目を向けて、新たな付加価値を生み出す事業の

創出は絶対必要であると、こういうように思っておりまして、すでにわが町においてもご案内

のとおり、町民の皆さんがみずから知恵を出し合って、地域資源を活用していただいていると

ころのコミュニティビジネスを立ち上げ、しかも成功している事例はたくさんございます。例

えば身延竹炭であるとか工業組合、身延ゆばの里豊岡だとか、ＮＰＯ法人のエコクラブ身延だ

とか、農事組合法人の下部特産物食品加工組合、大島農林産物の加工所管理会、それから手打

沢の事務組合などがございます。私も常々申し上げておるとおり、町は町民の皆さんが、町内

に眠っている資源を活用するために、知恵を出し合って取り組んでいただく、コミュニティビ

ジネスにつきましては、さらにもっと申し上げますと、新たに事業を起こしたいとする町民の

皆さんには、町も当初から同じテーブルについて、最大限の努力・協力は行います。 
 したがいまして、議員の皆さんにも、町民の皆さんの中にそういうお考えをお持ちの皆さん

がありましたら、ぜひ情報を私どもにいただいて、そして雇用就労の場をつくり出して、お互

いに考えていきたいと思いますので、ご協力をお願いしたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 野島俊博君。 

〇１番議員（野島俊博君） 
 分かりました。町長さんの熱い思いというか、そういうものを聞かせていただきました。 
 実は、私がなぜ、このようなことをというのは、これは私の思いというか、提案になる部分

でありますけども、ちょっと述べさせていただきますけども、まず身延に住んでいると癒され

る、またここに住み続けたい。自然と調和した快適な生活環境のもとに、地域資源を生かした

活力ある産業が発達した町を目指したい、そんなふうな思いで質問させていただきました。 
 雇用就労の場をつくり出すことに対しての前向きな答弁をいただきました。さて、この件に

つきまして、今、この私たちの町は、これは山梨のデータバンクによりますけども、２００５年

の労働力人口が７，６８０人、完全失業者数が４０５人。この完全失業者の中に何人、うつ病

で仕事に就けない人があるか。ちょっとここで福祉保健課長に、うつ病で仕事で就けない人が

何人いるか、データがお持ちであれば、お伺いしたいんですけども。 
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〇議長（望月広喜君） 
 福祉保健課長。 

〇福祉保健課長（赤坂次男君） 
 もう一度、お願いできますか。 

〇議長（望月広喜君） 
 野島俊博君。 

〇１番議員（野島俊博君） 
 今現在、何人がうつ病で仕事に就けないでいるのかという、そういう数字があれば。なけれ

ば、また、あとで結構でございますけども。 
〇議長（望月広喜君） 

 福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（赤坂次男君） 

 その状況につきましては、就労の状況については把握しておりません。ただ、精神障害者手

帳の交付につきましては、人数の把握はいたしております。 
〇議長（望月広喜君） 

 野島俊博君。 
〇１番議員（野島俊博君） 

 社会実情データ全国版によりますと、平成２１年度のみずから尊い命を絶った人が３万２，

８４５人にのぼり、そのうち失業生活者が３割を占める。うつ病は前年度７．１％増の６，

９４９人と、これは大きな社会問題となっております。また、このうつ病が３０代から５０代

に非常に多くて、女性は６０代、７０代に最も多く、２１世紀に入って別次元のレベルに進化

したのではないかと推測されます。 
 若い働き盛りの若者が、これからを担う若者にうつ病が増えている。年齢別に見ますと、心

の病は３０代に集中していると。この町の将来を考えると、大変、心配でもあります。 
 本年１１月に、この身延中学校野球部が４３年ぶりに県新人戦に優勝して関東大会へと。こ

れだけのことで非常に町をわかせましたが、若者にはこのようなエネルギーが大変あります。

なんとか、若者がもっと元気を出せるような環境をつくってやりたいと思うところでもありま

す。 
 さて、この峡南衛生組合には、今回の竹パウダー、実績のある堆肥づくり、土づくりに必要

な技術や利用法を持っておりますけども、この技術実施の知識、専門知識と最も身近にある知

恵と工夫と、我慢により厳しい時代に身を委ねた経験豊富な高齢者の方々、また地域ビジネス

を立ち上げた事業体により、耕作放棄地等を利活用して新たな農作物の取り組み、フラワーセ

ンター、特産品の開発、雇用の促進、特に身障者の方の雇用、またコミュニケーションがうま

くとれない若者の雇用においては、土のにおい、木のにおいがうつの心を癒し、働ける喜びが

生まれることも考えられます。そして、できた農産物は安く地元商店におろして、町内家庭へ

という考えも出てまいります。町のどこを見ましても竹やぶ、この竹が町に産業を興して、地

球を救うことにもなるかもしれません。中部横断自動車道の開通が待たれるところでもありま

すけども、この道路が地域活性化産業観光道路となりまして、この町は癒される町、住んでみ

たい町を目指して、私の質問を終わらせていただきます。 
 以上であります。 
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〇議長（望月広喜君） 
 以上で野島俊博君の一般質問が終わりましたので、野島俊博君の一般質問を終結いたします。 
 次は通告の４番目は、渡辺文子君です。 
 渡辺文子君、登壇してください。 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 私は今回、３点について質問をしたいと思います。 
 まず１点目、町立小中学校統廃合問題について、質問をいたします。 
 ９月議会で調査検討特別委員会について、ご質問をしました。そのときの答弁を、その９月

議会の中で白紙撤回すべきであるという、結論に達した調査特別委員会の結論に対して、調査

特別委員会の委員のメンバーだけの問題だというような発言がありまして、その中で不穏当と

いうことで撤回をしていただきました。 
 その後、今日に至るまで教育委員会で、そのことについて、どういう話し合いをされたのか、

それからその議決をどういうふうに今後、生かすおつもりなのかについて、お聞きをしたいと

思います。まず、最初に教育委員長、お願いをいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 教育委員長。 
〇教育委員長（千須和繁臣君） 

 前回の９月定例議会の渡辺議員の一般質問において、２１年の第３回定例議会における調査

特別委員会の報告をどう捉えているかとの質問への答弁の中で、教育委員会は、この報告は議

員の総意ではないと発言したことを発端に、議事が一時中断するなど紛糾し、この発言を取り

消した経過がございます。 
 渡辺議員の考え方は、この報告書は議会の議決を経ているものであり、当然、議員の総意で

あるということが、質問の際の発言から判断できます。私ども教育委員会も議会で議決された

ものについては、議会としての機関決定であり、当然、議員の総意であると判断すべきである

と考えております。 
 しかし、これが議決されていないものであれば、これは議員の総意であるとは、必ずしも言

えなくなります。教育委員会は調査特別委員会報告に関しては、平成２１年第３回定例議会の

中で採決はなかったという記憶がありましたので、答弁の中で議員の総意ではないという考え

を申し上げました。これに対して、渡辺議員は議決されているという判断のもと、強く反発し

たものだと思います。 
 こうしたことから、教育委員会は前回の９月定例議会終了後、平成２１年第３回定例議会の

議事録を確認いたしました。議事録によりますと、調査特別委員長の調査結果報告のあと、委

員長報告に対する質疑が行われ、この質疑を最後にして、この調査特別委員会報告の件は終結

しております。つまり報告されただけであり、議決はされておりませんでした。今回も、渡辺

議員のご質問では調査特別委員会の議決はどう反映していくかと、議決という言葉を使ってお

りますが、この議決という言葉は、実際は議決されていないわけですから、事実に反しており

ます。この件に関しては、議決という言葉の取り消しをしていただきたいと考えております。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
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〇１３番議員（渡辺文子君） 
 暫時休憩をして、そこのところの確認をしていただきたいと思います。私はあくまで、議決

をされたというふうに理解しているんですけど。 
〇議長（望月広喜君） 

 教育長。 
〇教育長（佐野雅仁君） 

 この前は手元に議事録がございませんでしたので、確認ができなかったもので、そういうふ

うに申し上げたんですが、要するに今の行政実例で申しますと、本会議での委員長報告につい

て、議決の対象とすることを決めた上で可決しない限り、議会としての機関決定とはならない

ので、単に報告されただけの委員会報告については、議会の総意とは言えないことになります。 
 本来、委員会付託されていない案件については、議決の必要はないのですが、特別委員会は

多数派工作ができますね。構成されることが多いため、委員長報告を本会議で議決することで

議会の意思とするケースでございます。 
 ですから、今言われたようなことが、渡辺議員が普段から少数意見ということで、よく言い

ますけども、政権与党のほうの方々が多数派工作であると、どの案件も報告だけでみんな議決

になってしまう。こういうことは、よくないということですね。ですから、そういうことを申

しておるわけです。ですから、教育委員長が答弁したとおり、議決ということは取り消してい

ただきたいと、こういうふうに申しておるところです。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 確認をしていただきたい。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君の質問に対して、答弁ができないということであれば休憩もしますけども、しっ

かりと答弁をされているというような状況ですので、暫時休憩はできません。 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 では、多数派工作とかなんとか言ったけども、特別委員会の中でそういう結論に達した、そ

の重みというんですかね。たとえ、譲って、議決されていなくても、そこの委員会の報告、そ

の重みというのはどういうふうに考えているんでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 教育長。 
〇教育長（佐野雅仁君） 

 重みは、それなりのことで私ども考えております。要するに、キャッチボールをしながらと

いう考え方がございました。しかしながら、委員会の調査特別委員会の中の一番はじめのタイ

トルの中に方向性とか、いろいろ書いてありましたが、それが白紙ということであれば、これ

は何をどういうふうに信じたんですかというような、考え方にとられても仕方がないわけです

ね。ですから、私たちも進む方向が１中２小ということで、審議会の答申が出ていますので、

今度、それに向いていくしかないわけですので、あくまでも計画というのは委員会でつくりま

す。前にも言いましたとおり、答申は法律ではないわけですけども、委員会で求めているわけ
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ですから、今現在、そういう形で私たちは考えております。 
 ですから、渡辺議員が言われている調査特別委員会の重み、これも重々承知をしております

し、期待はしておりました。しかしながら出た答えがそうであれば、私たちの行き先が見えま

せんので、今のまま粛々と進めていくような形になったことでございます。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 それ以降という問題ではなくて、そのときの結論が拙速であって、１中２小は白紙撤回を求

めるという結論だったと思うんですね。ということは、議会としてどうなのかではなくて、白

紙撤回を求めるという結論があるわけですから、その結論を重く受け止めてくださったら、違

うやり方があったんではないかなと思うんですね。だけども、要するに、そのことは全然、私

からしたら無視をされて、どんどん進んでいっているというような状況があるんではないかと

思っているんです。ということは、いくら、そこで議会として特別委員会をつくっても、なん

のことにもならないということになりますよね。では、議会とは一体なんだろうか。なんのた

めに、そういう話をしているのかということになってしまうんですけど。全然、議員の話はそ

の後の方向性が見えないからということで、無視をしていいんでしょうか。そこのところをお

聞きしたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（近藤正国君） 

 ２１年９月議会におきましては、調査検討特別委員会の報告書の報告がございました。内容

は、先ほど議員さんがおっしゃられましたように、結びのところで、住民に対しての説明を怠

り、４月に入ってから説明するなど、住民に対して困惑を招いたことは明白であり、平成２２年

４月実施の前期計画は拙速であるといっています。こういった状況がありまして、教育厚生常

任委員会におきましては、この議会で提案させていただきました、豊岡小学校を廃止する学校

設置条例、これを委員会として否決されました。そのあと、本会議におきましては、判断は逆

でありました。そういったことを考えたときに、この報告書は、われわれは議員の総意かどう

か、これはちょっと非常に疑わしいと。こういったことを考えて、前回の議会でそのような答

弁をしました。私どもの捉え方です、考え方です。そういったことです。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 調査特別委員会の結論を出すまでには、私たちも住民の皆さんのところにお邪魔をして、い

ろんな方の意見を伺う中で、住民の思いというものを背負って、そういう報告書を出したんで

すね。別に私、個人的にどうのこうのということではなくて、私たち議員として、住民の皆さ

んのご意見とか、いろんな思いを背負ってきていますよね。その声をやっぱり、伝えたいとい

う思いで、だからいろんなところに行って、いろんな人のご意見を聞く中で、そういう結論に

達したんですね。そういう思いで、そういう報告というのは、個人的なものではなくて、住民

の皆さんの思いなんだという思いで伝えたんですよね。そこのところが、なんか多数派工作と

かなんとかいって、住民の皆さんの思いが本当に伝わっているのかなというのが、ちょっと私、
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疑問なんですけども。 
〇議長（望月広喜君） 

 教育長。 
〇教育長（佐野雅仁君） 

 勘違いしないでください。多数派工作といっているのは、議会の中で、議会の運営をすると

きに、そういう調査特別委員会というのは議員提案でできます。もし、それが通るであれば、

ここを勘違いしないでください。通るであれば、いつでもそれはできるということですね。議

決ということになりますね。これを勘違いしないでください。それと、今のことと調査特別委

員会の皆さん方が何日もかかって、いろいろ調査したことと混同しないでくださいね。今、私

が言うのは議会のあり方を言っていて、それを先生は議決議決というから、私たちは、議決は

されていないということを、この前の議会で言ったわけですね。それをこの前は手元に、自分

たちも確証たるものがなかったので不問に付したわけですけども、今回、また同じことが出て

きましたので、私はまた、いい質問がきましたと思いました。釈明する場ができましたので、

はっきりとしておきたく思い、そういうことで、はっきり申しておきます。それと、今、言わ

れたこととは離してくれないと、変な話になります。それだけはお願いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 だけど、特別委員会の総意として出したわけですよね、報告書を。それの重みはないんです

かという話になるんではないですか。そうやって、住民の皆さんと話をしながら、結論を出し

たものは、重みがないんでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 教育長。 
〇教育長（佐野雅仁君） 

 参考にはいたします。ですから、機関決定であれば、これは考えなければならないです。で

すけども、今の議員さん方が調査研究、検討を今していますよね。そういうものについて、い

ずれ、そういう手続きがございまして、議長に対しての議決等、いろいろ方針が出ると思いま

す。そういうことについて、機関決定になれば、私たちはそれを参考にしながら、うちのほう

もいろんなことを考えていかなければならない。しかし、調査特別委員会において、いろいろ、

何日もご苦労をなさったわけですが、出てきた答えが白紙撤回。しかし、その白紙撤回の議会

の中で賛成・反対をしたときに、委員会では反対、しかし議会の本会議では賛成、これはおか

しいではないですかね。このへんのことを考えていかないとならないわけで、私たち委員会で

は機関決定に従って、いろいろ、粛々とやっているわけですけども、今、先生が言われて、毎

回やるわけですけども、そのへんのこともよく考えて言っていただきたいなと思います。 
 まして、今言われた町民と言っていますが、町民の中には早くやれという人もいたというこ

とも、この前も言いましたよね。このへんのことも念頭に置いて、いろいろとご質問をしてい

ただければありがたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
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〇１３番議員（渡辺文子君） 
 もちろん早くやってほしいという人もいるでしょう。やってほしくないという人もいるから、

こういうふうな問題になっているんですよね。だから、もう１回、元に戻って、きちっと説明

をするなり、みんなの意見を聞くなりして、そしてもう１回、はじめからやり直したらどうで

すかということではないでしょうか。 
 その議決の件にしては、いろいろな、それは個人的な意見がありますよ。それはそれで、そ

の本人が判断することであって、特別委員会としての総意というものが、結論があるわけです

から、それを重く、たとえ議決がなかったとしても、そういう報告があって、私たちがそうい

うふうにして、調査をしたり、住民の皆さんと話をしたりする中で、そういう結論に達したわ

けですから、たとえ議決がなくても、それを重く捉えていただきたい。議決でなければ、あく

まで参考だというふうにおっしゃったけども、参考にしていただいた部分があるんでしょうか。

私は、なんか無視をされているような、全然、参考にはなっていないような、そのまま今まで

どおり、どんどん推し進めているように感じているんですけども、どういう面で、参考にして

いただいたんでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 教育長。 
〇教育長（佐野雅仁君） 

 要するに、その議会の特別調査委員会が出した白紙撤回等々の答えの中から、こちらのほう

の進捗速度が遅くなったことは事実ですね。これは当然、委員会といたしましても、そういう

ことを念頭に、いろいろ話して、合議制ですので、教育委員の皆さま方とお話をしながら進め

てきました。よって、下山のほうが１年遅れる。また今度、静川・西嶋につきましても、１年

遅れるものをまた１年というような形で、考え方がずれてくるわけですね。これは皆さま方の

成果ではないかと、私は思っています。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 遅れてはいるけど、着々と進んでいますよね。白紙撤回を特別委員会で求めているけど、そ

れについて、どういうふうに考えるかではなくて、その遅れている原因はいろいろあると思い

ます。でも、私は私たちの成果とは、そんな捉え方はしません。着々と、やっぱり、無視をさ

れて進んでいるんだなという思いは持っています。今後も着々と進んで、静川の件に関して、

全協での文書をいただいたんですけども、これから進んでいくというような文書がありました

よね。そうしたら、少しは遅れたけども、白紙ということは、全然、考えもしないで進んでい

くというお答えでいいんでしょうかね。そういうふうに理解して、よろしいんですかね。 
〇議長（望月広喜君） 

 教育長。 
〇教育長（佐野雅仁君） 

 白紙というのは、とても無理なことなんですよ。皆さま方が旧３町が合併するときに、合併

協定書にサインをしているんですね。ここをまず頭に入れておいて、物事をいろいろ考えても

らいたい。その前提があって、合併後にやるという前提があるわけですよね。これを全部、サ

ラにするということは、その当時の協定書はなんだったんですかということになりますね。ま
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ず、これが１点ですね。 
 その次の大きな問題というのは、答申になりますよね。諮問をかけて答申がきたんです。皆

さま方がそうやって、ここで可決したものを、いわゆる町長が縷々、機関決定したものを粛々

とやってきたわけですね。これらについて、それを白紙白紙とよく言うけども、その白紙とい

うのはなんなのかということなんです。ここが、一番大事なポイントなんですね。ですから旧

町村が合併するとき、すでに調定したのが合併協定書ですね。あの中に入っているのが、統合

問題が入っているわけです。このへんのことをよく、皆さま方もいたんですから、先生は特に。

そんなことをもう一度、考えて、いろんなことをご発言してもらったほうがよろしかろうと思

います。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 では、そういうことの発言をするなということなんでしょうか。決まったことはしょうがな

いではないか。いくら、住民の皆さんがいろんな思いを持っていて、それが私たちにこういう

ふうに思っているから言ってくれとかという思いがあっても、そういう大筋は決まっているか

ら、それは駄目だよと言えということですか。でも大方の皆さん、私はこれ以上、学校は減ら

すべきではないという考えですけど、でも大方の皆さんの中にはやむを得ないという方もい

らっしゃいます。でも、それだったらそれで、きちんと説明をして、納得をする中で、やっぱ

り進めるような段取りをしていかないと、いろんな問題が出てくるんではないでしょうか。そ

ういうやり方がまずかったから拙速であり、白紙撤回という、そういう結論に達したんではな

いかと思うんですね。やっぱり、住民の皆さんのご意見を聞いたり、地域の本当にそこの廃校

になる地域の方たちの意見を十分聞いたり、そういうことがもっと、私は必要だったんではな

いかなと思うんですけど、そのことについてはいかがでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 教育長。 
〇教育長（佐野雅仁君） 

 私は決して、そうは思っていないんですね。例えば西嶋と静川ですか、議員さん方が各報告

会をしましたよね。そのとき、西嶋でやったわけですけども、そのときの情報ですと、なぜ１年

延ばしたと、逆に言われたと。そういう人もいるわけですよ。ですから、なぜ１年延ばしたん

だと。来年、やればいいではないかというようなことを言われたということも耳にしておりま

す。 
 ですから、今言われたように、決められたから、やるんだからどうのこうのと言っています

けども、われわれは決められたことをやる、これは当たり前ですね、機関決定ですから。まし

て、そういう、根本的なものがあって動いているわけなので、このへんのことについて、先生

ももう少し、考え方を変えたほうがいいんではないですかね。やはり、そのへんのことをしな

いと、いつになったって、この話はまとまらないと思いますよ。だから、われわれも粛々と、

着実に進んでいるというようなことを言っていますけども、私たちとすれば、ちょっと遅れて

いるということはあるんですけども、これは今言われたように、お互いに、その話をしながら

ということを、十分、うちの町長もそのへんのことは理解を得て、やっていったほうがいいぞ

ということは、当初、言われていましたので、そういうふうにどんどん変わってきたんですけ
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ども。そのへんのことは、ご理解を願いたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 先ほどから言っているんですけども、地域の方にもいろんな考え方がありますよね。私が言

うように、絶対、これ以上、減らすべきではないと思う方もいるし、そうではない、もっと早

くしろという方もいらっしゃいますよね。だから、そこに説明して、話し合いが必要なんでは

ないでしょうか。それで、皆さんで、これだったら仕方がないねと。これでいくしかないねと

いうような結論に達したら、それはそれで仕方がないことですよね。そこのところの段取りが

ないんではないですかと言っているんですよ。そういう一つひとつの説明会なり、具体的に言

うと、静川の地域の方たちが書面を添えて出しましたよね。そういう方たちが説明会をしてく

れと、去年の７月ごろから言っているけど、なかなか説明会も開いてくれない。保護者の方た

ちとは、いろいろ話をしているそうですけれども、もちろん、今いる子どもたちの保護者、そ

の保護者の人たちは、一番大事ですよね。だからといって、地域の方たちを無視していいとい

うことではないと思うんです。保護者の方たちだって、何年かすれば地域の方になるわけです

から、そういう意味では保護者も地域の人たちも、これだったら、これでいいか、仕方がない

というようなところまで、やっぱりもっていかないと、そこのところがないから、いろんな問

題が起きているんではないでしょうか。 
 地域の方たちの署名を添付した重みとか、思いとか、そういうものをやっぱり、きちんと受

け止めて、説明をしていくということを続けていかないといけないんではないでしょうかね。

そこのところが、両方に対して、地域の方たちは、いつも廃校になるとそうなんだけど、保護

者の人たちにだけ判断を押し付けて、こういうことだったら仕方がないというところにもって

いって、地域の人たちは保護者の人たちが決めたんだから仕方がないと言ってしまうんですよ

ね。いつも私は、統廃合はそんな感じがしているような気がしているんです。そうではなくて、

地域の人たちだって、自分たちの思いはあるけど、子どもたちのことだって、考えているわけ

ですから、そこのところの丁寧な説明、そこのところをもうちょっと、私は今まで足りなかっ

たと思うし、きちんと説明すべきだったと思います。そこのところを聞いているんですけど。

いかがでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 教育長。 
〇教育長（佐野雅仁君） 

 そのことについては、何回も言われましたけども、私もはっきりは言いましたけどね。要す

るに、今、渡辺議員が言われたように、その保護者の人たちから先にやる、地域の人から先に

やる、どっちが先になるかということになりますね。ですけども、普通、考えると、言葉がちょっ

と適切ではないけども、一番被害をこうむるとかなんとかという、よくなるとかというのは子

どもさんですよね。子どもさんの親ですよね。その親がどう思うかですよね。そのときに、そ

れが理解得られて、今言われたように、いつもそうだと言うけども、大体どこでもそうだと思

いますよ。ですから、そういうようにして、その人たちが、これではやっぱり、そのほうがい

いよというふうになって、次の段階に入って、はじめて地域の人たちに説明するわけですね。 
 ですから保護者が一番受益、言葉は悪いんですけども、受益者という言葉は失礼ですけど、

 ９２



一番関係のある人たちの親御さん、また子どもさんの人たちに一番はじめ、やはり了解をとら

なければと。次のステップ、では逆のことがあって、地域が駄目だったというんでは、保護者

の人たちが何を言っているんだと、ケンカになったときに、これは困るわけですね。ですから、

一番、その原因である保護者のほうから、私たちは了解を得て、次のステップ、保護者の人た

ちもこういうわけで了解が得られました。では、次のステップにいきまして、地域の人たちに

ご理解願いたいといって、いろいろ説明をしているわけです。これが普通だと思いますよ。 
 ですから、今、渡辺議員が言われたように、たしかに地域も大事です。そこで育った、そこ

の学校に行ったことがある、それはどこでも同じなんですけども、その人たちも、やはり、そ

のへんのことは考えているとは思いますけどもね。ただ、今、言われたように、そういうこと

が一歩前のことをしないと、次のステップに私たちは移れないわけですので、それで保護者と

は、いろいろとお話をしているということでございます。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 重なるんですけども、保護者がＯＫして、それで事後承諾ということではなくて、保護者に

はもちろん、最初、説明をしますよね。地域の人たちだって、ずっと説明会をしてくれといっ

ているわけですから、今、こういう状況だということを説明していかないと、どうなっている

のかということも分からないんではないですかね。そういうことも並行してやっていかないと、

いつも今までのとおり、事後承諾で、では仕方がないではないかということで、不満が、おか

しいではないかということになってしまうと思うんですね。今、保護者の方たちとこういう話

をしていますというようなことを地域の方たちにも、説明会を開いてくれということを何回も

言われているわけですから、それはそれで、地域はあとだよという問題ではないと思うんです

ね。決めてから説明をするという問題ではないと思うんです。それを同時にやっていかないと、

そういうやり方はまずいんではないですかということを思っているんですけどね。 
 ここにちょっと古い資料なんですけど、文部省の通達がありまして、公立小中学校の統合に

ついてということで、学校統合の意義および学校の適正規模については、先の通達に示してい

るところであるが、学校規模を重視するあまり、無理な学校統合を行い、地域住民等との間に

紛争を生じたり、通学上、著しい困難を招いたりすることは避けなければならない。 
 二例、通学距離および通学時間の児童生徒の心身に与える影響、児童生徒の安全、学校の教

育活動の実施への影響を十分検討し、無理のないよう配慮すること。学校統合を計画する場合

には、学校の持つ地域的意義等も考えて、十分に地域住民の理解と協力を得て行うよう努める

ことという通達がありましたよね。これはやっぱり、昭和の大合併で、いろんなところで、い

ろんな問題が起きたから、こういう通達を出さざるを得なかったと思うんですね。 
 そういう意味では合併したからこそ、地域の地域力、それを高めていくことが今、必要なん

ではないかというふうに思うので、地域の人たちの話を十分、聞く姿勢を持つことが私は重要

だと思いますけども、今後どういうふうに、地域の人たちの声を聞いていくおつもりなのかと

いうことで、お聞かせいただきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 教育長。 
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〇教育長（佐野雅仁君） 
 先ほどから申しましたとおり、保護者の意見を重要視、委員会としてはしています。そして、

地域の方々に説明をしていこうと考えております。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 それは決まったあとということですか。 
〇議長（望月広喜君） 

 教育長。 
〇教育長（佐野雅仁君） 

 納得をしてもらったということですね。だから、今言ったように、それを納得したものを地

域の人たちが壊すようなことはしないと思いますよ。ですから、その逆もあるわけで、今、言

われたのは。そんなことがあってはならないと。それはまた、やってはいけないし、子どもの

ためを思うんですから、子どもたちの親御さんにまず、お話をして理解をいただくと。これが

第１番、重点項目ですね。その次に出てくるのは地域の人たち、私はそう思っています。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 では、決まる前には地域の人たちとは話し合いをもたないということで、理解してよろしい

ですか。 
〇議長（望月広喜君） 

 教育長。 
〇教育長（佐野雅仁君） 

 今、保護者の人たちと鋭意、うちの課長等がやっておりますので、それらがまとまり次第、

また地域の人たちに説明は、当然、西嶋も、静川も同じです。そうやって、今までやってきま

したので、そうなると思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 だから、先ほど言っているように、決まってしまって、事後承諾で地域の人たちに説明をす

るということで、理解をしてよろしいんでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 教育長。 
〇教育長（佐野雅仁君） 

 決まったかどうかは分かりません。ただ、そういうふうな同意というか、理解を得られれば、

地域に説明をします。決まるのはここですから、決めるのは。議会で決めるわけですから。そ

れを、だから、今言ったように豊岡も身延小も、下中も身延中も同じように、よその町村でも

同じやり方だと思いますけどね。やはり、そのへんのウエイトの置き方の相違があって、いろ

いろとお話がこんがらがっているような感じがいたしますけども、そのへんは何とぞ、ご理解

を願いたいと思います。 
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〇議長（望月広喜君） 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 もちろん、ここで最終決定をするのは当然ですよね。その前の話を、私は言っているんです

けど、これ以上言っても平行線ですので、１点だけ、あと、前期計画ということで、静川小学

校、２４年に延びたという説明を受けました。統合するにしても、しないにしても、２３年度

の町単の配置はあるんでしょうか。それは予定しているんでしょうか、町長に伺います。 
〇議長（望月広喜君） 

 教育長。 
〇教育長（佐野雅仁君） 

 委員会といたしましては、今までの委員会でもそれはなくされては困るというのが原点に

立っております。ですから、要望として町長のほうには、予算査定の要望としては上げるつも

りでおります。ただし、町長のほうで、予算査定のほうで、ちょっとこれはおかしいではない

ですか、国のルールどおりにやってくださいと言われれば何も言えませんので、そのへんにつ

いては、私たちも、委員長も筆頭に頑張ってお願いをするつもりでおります。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 だから町長に伺ったんですけども、いかがでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 静川小学校、今の１年生が２人でございまして、２年生が４人ですから、６人の中で、複式

でいくのか、２人と４人をそれぞれ、１人の先生が持つのが教育上、いいのかどうなのか等々

を検討させていただいて、決めたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 まだ結論は出ていないという、これから検討するということで、理解してよろしいですか。 

〇議長（望月広喜君） 
 町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 今から予算の検討をしますので、今からでございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 これは、今までどおり、町単の教師を配置していただきたい、これを要望して次の質問に移

らせていただきます。 
 収納相談室の設置についてということで、質問をいたします。 
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 町税、国保税などを払いたくても払えない、生活が困難な滞納者の立場に立って相談に乗り、

滞納対象への援助ができる収納相談室の設置について、質問をいたします。 
 県は、県と市町村が共同して滞納整理をする共同徴収組織、地方税滞納整理推進機構を平成

２０年度から設置し、徴収強化を図ってきました。 
 県が市町村に出した市町村徴収率アップのための５つのポイントは、第１に組織的に取り組

むとして、一番重要なのは首長が毅然とした姿勢を見せることである。滞納整理額や差し押さ

え件数など数値目標を設定し、進行管理することが有効であるとされています。第２に、まず

差し押さえから実施とされております。第３に、少額分納は原則認めないとして、１年以内に

完納の見込みのないような、少額の分納は認めるべきではないと。少額分納は、職員の負担を

増やすとともに、完納を困難にするため、徴収対策にとって、むしろマイナスであるとしてい

ます。第４に、延滞金はしっかり徴収するとして、延滞金は納税者に対するペナルティであり、

延滞金を徴収しないと滞納は増えるとし、第５に法令に則った不納欠損を行うというものです。

ここには経済不況に苦しむ住民や払いたくても払えない住民に対する配慮が、まったくないば

かりか、納税者の保護を守ろうとする姿勢は微塵もありません。払いたくても払えないで苦し

んでいる町民を親切に援助するのが、役場の職員の任務ではないでしょうか。 
 ここ１、２年、町民の間から取り立てが本当に厳しくなった、そういう声がたくさん寄せら

れています。調査をしましたら、平成２０年度、２１年度で差し押さえ実施状況というのがあ

りまして、不動産が平成２０年度１件だったのが、平成２１年度７件、給与の差し押さえが、

これは減っているんですけど、平成２０年度７件だったのが平成２１年度が１件。預貯金、平

成２０年度が４１件だったのが、２１年度が１０１件。生命保険、２０年度が４１件だったの

が２１年度は１６７件、還付金とかということで出ています。これを見たときに、やっぱりお

金があっても払わない人は別ですけども、払いたくても払えなくて、こういうような状況に陥っ

ている人が、かなりいるんではないかなというふうに思っています。実際、町民の皆さんの話

を聞いたり、私のところにもいろんな相談がくる中で、やっぱり仕事がない、給料が減ってし

まった、会社が潰れてしまった、そういうことでなかなか払えないという人たちが多くなって

いるのが現状だと思っています。 
 その中で国保は本当に、国保の問題は命のかかる問題で、重要な問題だと思っています。山

梨勤医協では、８月から無料低額診療事業を県内で初めて実施をしました。所得が少ない人、

所得がない人が病院に、保険証がなくて病院にかかれないという人が、この相談窓口に相談に

いっています。 
 この事業の中で、身延町の方たちも何人か、保険証がなくて、病院に行きたいんだけども行

けないという相談を受けました。事情を聞きますと、国保税だけでなくて、町税、いろんな税

が払いたくても払えないという実態が、たくさんあるということを感じました。 
 ある人は、息子さんの仕事がなくなって、お母さんと一緒に、前に相談に来たんだけども、

その対応が本当に厳しくて、親子でこのまま、どこか、本当にいってしまおうかと思ったとい

うのを聞いて、そういう実態を本当に、役場職員の人たちは丁寧に聞いてくれたのかなという

のを考えました。 
 もう１人は、仕事がなくなって、そして具合が悪くて仕事ができなくて、病院に通っていた

んだけども、短期保険証だったために、その保険証がなくなって、その病院の医療を続けるこ

とができなくなって、巨摩共立へ相談に行ったという方でした。 
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 ほかにも何件かありますけども、やっぱり町の職員として、町民の皆さんの生活実態がどう

なのかということ、そこのところを把握する努力が必要ではないかなというふうに思っていま

す。 
 国保税の税金の推移ということで、減額免除の対象になっている世帯ですね。この世帯が平

成２０年度は、課税対象世帯全体に対して５１．５２％ですね。半分以上ですね。平成２１年

５３．７７％、増えていますよね。やっぱり生活が困難で、こういう軽減を受ける手続きはし

ているんだけども、所得がなくても、これはかかってきますよね。そういうことで、なかなか

払えないという実態があります。こういうときに役場縦割りですけども、横の福祉とか、そう

いうところの連携を、税務課とか町民課とか連携をとる中で、そういう相談室を設置して、本

当に住民の皆さん、この町に住んでいてよかったと思えるような、温かい対応が求められてい

ると、私は思っています。 
 滞納のある人にお聞きをしましたら、滞納といって町から封筒が来るんだけども、おそろし

く、それが開けられない。町は相談しに来てくださいといっているし、書いてあるし、そうい

う話は聞いているんですけど、ここに来られないんだという話をお聞きしています。 
 先ほど言ったように、本当に親子で、息子さんは、もう二度と、ここには来たくないという

ような思いで、お母さんが話をしてくれましたけども、どうしたら、少しでも払ってもらえる

かということを考えないと、あんな言われ方をしたんでは、二度と行きたくないというような

人たちがいたら、いろんなものが減っているのに関わらず、やっぱり、ますます滞納も増える

し、払えない人たちも増えて、病院にも行けない人たちが増えてしまっていると思うんですよ

ね。そういう意味では、そういう人たちを、横の連携で、各部署から状況が分かる人、それか

らＯＢでもいいです。そういう状況を把握しながら、そのお宅に行けるような体制をつくる。

そういうことが今、必要ではないかなというふうに思っていますけども、そういう提案なんで

すけども、これに対して、町長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 ただいまの質問にお答えする前に、ちょっと私の耳が違うのかどうか知りませんけども、先

ほど教育長から議決という言葉を取り消していただきたい、こういうお話がありまして、議長

さん、それを認めていただいておりますが、これのお答えをまず、いただかなければ、前へ進

まないような気もいたしますが、よろしくお願いしたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 それは、ちゃんと確認してから、お答えをしたいと思います。今は、私の質問を。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 それについては、質問をするときに確認をしなければならないような質問をされては、先ほ

ど私どものほうで、先生が暫時休憩と言ったときに、しっかり資料を読んで、そしてお話をし

ているわけですから。これが信用できないということですか。 
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〇議長（望月広喜君） 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 信用できないとかではなくて、私自身が確認しないと納得できないではないですかね。納得

をして、もし謝るんだったら謝りたいということです。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 議長、それでよろしゅうございますか。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君、進めてよろしゅうございます。 
 今の質問を続けてください。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 答弁をしてくださいと言っているんです。 

〇議長（望月広喜君） 
 今の質問に対して、町長、お答え願います。 
 町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 議長から、そういう指導ですから、お答えをさせていただきます。 
 収納相談室の設置についてのお話でございます。 
 現在、滞納している人たちのためには、ご案内のとおり納税相談で対応をさせていただいて

おります。相談者から生活の状況等をお聞きし、今後どうしていったらよいのかを話し合って

いるのが事実でございます。 
 相談に来る人たちの事情は、各自それぞれ違っていることは事実でございますが、その中に

は生活が苦しい人、あるいは滞納金額を長いこと溜めてしまって多くなってしまった人、払い

たくても払えない人もいるわけでございます。その人たちが週に２、ないし３人程度の相談で

ございますので、今現在、納税相談で、すなわち現状で十分であろうと、こういう結論でござ

いまして、新たに課や室を設けることは考えておりません。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 先ほども言ったんですけども、もちろん相談に来てくださいという話は、どこでも、広報に

も載っているし、言われていますよね。だけども、来たくても来られない。なかなか敷居が高

いんですよね。そこをどうするか、住民の立場に立ってどうするかということを、私は町長に

検討していただきたいなというふう思ったんですけども、今のままで十分だというふうなお考

えと理解してよろしいでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 週に２ないし３人でございますので、今までのままで十分だと私は考えておりますが、もし、
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それで不服があるとするならば、議員さん方も議員活動の中で一緒に、私どものほうへ来てい

ただいても結構でございますし、当然の議員活動だろうと、こういうふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月広喜君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 話を聞いていると、やっぱり一律に滞納している人は悪質滞納者というような感じで、対応

しているというような思いがあるんですね。そうではなくて、やっぱり、払いたくても払えな

いような人たちに、滞納している、その延滞金とかそういうものを、封を切れないでいるよう

な人たちにも、きめ細やかに対応するような実情を十分調査して、そういう人たちのことを親

身になって対応するような対策が、今、求められているというふうに、こういう時代だからこ

そ求められているというふうに思ったんですけども、そういうお考えはなくて、今ので十分だ

ということであれば、これ以上は続けていても進展がないので、３番目の、時間がないので、

急いでいきたいと思います。 
 住宅リフォーム制度の創設をということで、県内２２団体が所属している県民要求実現実行

委員会が知事に提出した要求項目の中に、住宅リフォーム制度の創設があります。この制度は

仕事おこし効果として、全国的に急速に広まっている制度です。少し家の一部を修理したいと

いう町民に対し、町が補助金を出して、住宅をリフォームするものです。 
 秋田県では本年３月、秋田県リフォーム緊急支援事業が発足しました。工事代５０万円以上

で、県内の建設業者から工事代金の１０％、上限２０万円までを県が補助する内容で、実施期

間は１年間です。資料によると、秋田県取手市では２１年６月、国の地域活性化・経済危機対

策臨時交付金を活用して、リフォーム助成を実施しました。開始すると申し込みが殺到し、当

初３千万円を予算計上しましたが、７月２千万円、９月５千万円、１０月、さらに５千万円を

市が専決処分で追加する盛況となったことであります。取手市の成果が県を動かし、秋田県の

制度として創設されたということです。 
 秋田県では対象戸数７千戸、予算１２億６千万円、建築関係８団体が取り次ぎ窓口として携

わることになりました。申請は見積書、契約書、工事前後の写真添付と、至って簡単な手続き

です。開始されると申し込みが日を追って増え続け、８月の臨時県議会で８億４，６００万円

の追加補正予算が可決されました。９月３０日現在の利用状況は、申し込み件数で１万２７６件、

交付額は１４億５，００９万円、対象工事費は総額で２２４億７，１９１万円となっています。

同時に今年３月から各市町村でも、独自のリフォーム助成が次々と立ち上がっているとのこと

です。 
 秋田県が行った利用状況に関わる現状分析によると、受注件数の７２％が建設業者、続いて

塗装業者、給配水設備業者、屋根・板金業者の順です。工事額ベースでも、建設業者が全体の

８１％で、その建設業者の受注額の４５％は個人業者であり、個人業者は発注件数の割には発

注額が多くなっています。それは町のように、自治体の規模が小さくなればなるほど、入札資

格のない業者の工事高が多くなっているからです。八峰町の報告では、入札資格のある業者が

１億７，６００万円の受注工事高に対し、入札資格のない業者の受注工事額が１億８，１００万

円と上回っています。また補助効果に関わる計量分析によると、４月から６月時点での補助効

果は、リフォーム戸数が前年同月よりも約２，８００戸、１１４％の純増加。建設投資額が前
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年同月よりも約７０億円、１７０％純増加。これをふまえての年間ベースでは、推計でリフォー

ム戸数が前年、平年よりも約７，２００戸の純増加。建設投資額が平年よりも約１９８億円、

１５０％の純増加。純増だけの経済波及効果は３１１億円となり、今年度のリフォーム全体で

は、約５１２億円にのぼる経済波及効果を見込んでいるとのことです。 
 山梨県では、住宅リフォーム制度は実施していませんが、２９都道府県の１７５自治体で実

施をしています。住宅建設業者は、不況と住宅形式が変わったことで、大工さん、左官さん、

建具屋さんなどの仕事が激減しています。その一方で、大規模な耐震工事は財政的に困難だが、

少し家を直したいという人も多いと思います。そういう町民へ、町が補助金を出して住宅リ

フォームの手伝いをやると同時に、建設業者の仕事おこしができる住宅リフォーム制度の創設

を提言しますが、町長の方針を伺います。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。時間１分でございます。 
〇町長（望月仁司君） 

 ただいまの補助金につきましては、また県とも相談をいたしますけれども、今現在、介護保

険で在宅介護のための手すりの取り付け、階段の解消等々、住宅改修について、それから地震

についても補強、それから改修等との支援をしているところでもございますが、今後、質問の

件につきましては、今後、県とも相談をしながら検討をしてまいりたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 以上で、私の質問を終わります。 

〇議長（望月広喜君） 
 以上で渡辺文子君の一般質問が終わりましたので、渡辺文子君の一般質問は終結いたします。 
 一般質問の途中でございますが、ここで昼食にしたいと思います。 
 再開は午後１時といたします。 

休憩  午前１１時４５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時００分 
〇議長（望月広喜君） 

 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 
 次は、通告５番は穂坂英勝君です。 
 穂坂英勝君、登壇してください。 
 穂坂英勝君。 

〇１４番議員（穂坂英勝君） 
 私は、この議会で３つの質問を用意させていただきました。よろしくお願いいたします。 
 １点目、中部横断自動車道建設に伴う活性化委員会についてでございます。 
 町長も早期実現に向けて、町長就任以来、促進活動に力を入れておられました。今定例会の

行政報告の中でも、完成時期の見通しについて、ふれられたように記憶しております。改めま

して、完成時期の見通しについて、町長、大変お詳しく活動してこられたので、そのへんを改
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めてお聞きしたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 私どもに関係あります、市川三郷町の六郷インターから富沢インターまでの直轄区間につき

ましては、昨年、国交大臣の明言の中に、２９年度中に開通をすると、こういうことが言われ

ておりますので、２９年度中でございますので、あと６年ぐらいかと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 穂坂英勝君。 
〇１４番議員（穂坂英勝君） 

 まだ先かと思ったら、あと６年ということに、こぎつけてきたようでございます。予測です

ので、どういう先々、どうなるか分からないけども、それより早くなってくれれば、なお、よ

ろしいんですが、そういうことでございますので、６年先には開通できるという思いの中で発

言させていただきました。 
 では、本町の、この中部横断道建設に伴って、計画されたインターチェンジ以外に２カ所の

ランプと申しましょうか、インターの設置、名付けて活性化インターと呼んでおりましたが、

設置を精力的に求めて、活動してきております。 
 過日も住民の一人から、ある個所のインターの図面を見せられました。それがどういうもの

かは知るまでには至らなかったんですが、住民の一人の方が大きな図面を持っておりまして、

ここがこうなって、こういうふうに、こっちから市川線が通ってという説明を聞いたわけです

けども、そこまで具体化しているのかなんなのか。町長の知る限りで、そのインターの設置に

ついて、どういう状況で、今、推移しているのか、お尋ねしたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 活性化インターについては、私ども、実は命名したものではございませんので、全国的にそ

の名前でございますが、それはそれとして、私どもが国・県にお願いしているのは、身延の竹

炭のところを入ったところ、これを身延山インターと、一応、名前を仮に付けてお願いしてお

りますし、下田原には中富インターとしてお願いをしてあります。私どもには、まだ正式な図

面もいただいておりませんけども、私どもが漏れ聞くところによりますと、今、竹炭のほうに

補償等の関係から図面がいっているのかなというように思います。したがいまして、竹炭のほ

うで参考にしていただいたりしますと、その図面のとおりになるのかなと、そんなように思い

ますが、したがいまして、和田峠のところの、私どもが言っている身延山インターにつきまし

ては、おおむねできるだろうと。しかし、まだ１００％ではございません。 
 あと１点の下田原の中富インターにつきましても、県では造ってくれる方向で検討していた

だいております。しかし、これもまだ、いろいろな問題がございますので、１００％ではござ

いません。これからもぜひ１００％、決定になるように努力はしてまいりたいと思います。よ

ろしくお願いします。 
〇議長（望月広喜君） 

 穂坂英勝君。 
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〇１４番議員（穂坂英勝君） 
 和田地区内の竹炭のところはどうも、そんなような形で進んでいるらしいと。下田原のほう

については、まだその方向だろうけども、町長もまだ見通しをいれる段階ではなさそうでござ

いまして、そういう認識が住民の間では簡単に、側聞が本当の話になって、できることになっ

たとかこうだという話がみられているので、整理のために、一番そのへんを非常にお詳しい町

長に聞いておきたいということで、前段、お聞きしました。 
 そこで、本町でも中部横断自動車道の建設について、本議会でも１８年だったと思うんです

けども、産業建設常任委員会で付帯決議して、早期実現を図るということの促進を決議してい

ただきました。そして、その中で、ランプおよびサービスエリア、道の駅を設置し、利便性、

向上を図ること。それからインターよりランプ周辺道路の整備推進を図り、サービスエリア、

道の駅を拠点とした活性化計画の推進を進めてくださいという形で、付帯決議がされておりま

す。当然、設置活動をするにしても、活性化という名前のとおり、町長も立候補するときに、

この中部横断道については、千載一遇ということではございませんでして、この好機を最大限

に活かすような、町政の推進を図りたいということを力強くおっしゃっておりました。とする

と、すでにインターの設置の促進を図るためにも、活性化策が策定されているんではなかろう

かなと、こういうふうに思いまして、その活性化策の中身がお答えできるんであれば、お答え

していただきたい、こんなふうに思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 政策室長。 
〇政策室長（丸山優君） 

 まず中部横断自動車道は、国道５２号の防災上の代替道路として位置づけがなされ、またご

存じのとおり、新直轄方式で建設されるため、身延町内は無料区間となり、地域住民の利便性

は非常に高いものになると予想されます。町では、さらに使い勝手をよくするために、また地

域の活性化に寄与するためのインターチェンジの設置を２カ所、要望しております。インター

チェンジの設置を希望している周辺の活性化計画の策定は、できているのかとの質問ですが、

まだ策定しておりません。町では、要望どおりインターチェンジの設置が決まりましたら、そ

の周辺の活用方策を検討し、必要と思われる事業を考え、その事業に見合った国や県の補助事

業を探り、その補助を受けるための計画書の策定を考えたいと思っています。 
 とにかく、今は地域の活性化に寄与するためのインターチェンジの設置が決定されるよう、

強く要望してまいりたいと考えております。 
 なお、中部横断自動車道の活用方策につきましては、身延町総合計画の後期計画策定年度で

もあります。平成２３年度、来年度において役場内に中部横断自動車道活用プロジェクトチー

ムを設置し、検討してまいりたいと考えております。 
 議員の皆さまにおかれましても、研究会などを立ち上げていただきながら、町と一緒にご検

討をいただく中で、よりよいアイデアを町にご指導・ご助言いただければ、ありがたいと思っ

ております。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 穂坂英勝君。 
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〇１４番議員（穂坂英勝君） 
 お答えのとおり、これからだということであれば、それはそれで、これから精力的に、例え

ば道の駅を設置してほしいという要望を出すにしても、早い時点、あるいはアクセス道路から

の諸問題の早い時点が一番得策。それから住民も、やはり、これが身延町の活性化の契機にな

るという期待を抱いていると、そういう活性化策については、どうなっているんだよというこ

とをついつい口に出します。その活性化策たるものが、どんなに大変な策定をするかなんてこ

とは考えずに、そういう話が出てきます。そのときに、まだなんにも考えていないよというこ

とを、やはり、私どもも行政も言えないという中で、早期に活性化計画の策定をし、町民に説

明され、それからまた住民の知恵も借りながら、構造物ばかりではございません。身延が流通

の中で、あるいはそれぞれの行政の中で活性化策が策定されると。道路とか、道路の拡幅とか、

アクセス道路がどうのこうのということばかりではなくて、身延の住民の生活基盤を変えるよ

うな、そういう大きな期待を持った施策を策定してほしいと、こんなふうにお願いいたしまし

て、この質問は終わります。 
 次に、国民健康保険特別会計の安定化についてでございます。 
 本町の国民健康保険事業は、医療給付費が国の基準より著しく高額であるため、平成２１年

１月でしたか、事業運営の安定化措置を講ずる指定市町村に指定されました。このことそのも

のが、当然、行政は百も承知、二百も合点で受け止めて、その対策をしてきているところだろ

うと思います。しかし、いったん、われわれも含めて、この指定の中身はどういうものだなん

てことは誰も知らなくて、国保会計が大変だというふうなとり方をしているに過ぎないのが一

般的ではないかと思います。そこで、この指定は、どういうものなんだよという説明をしてあ

げる必要があるんではないかなと。要は、給付費が異常に高くなっているそのことを、１．１７ポ

イントとかなんとか、いろいろございますけども、それを指して改善をしなければいけないよ

と。改善できない場合は、身延町がどれだけ余分な負担をしなければいけないよというふうな

中身をご説明いただくとありがたい、こんなふうに思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 町民課長。 
〇町民課長（秋山和子君） 

 それでは、今、穂坂議員さんの国民健康保険の事業運営、２１年に国から身延町は医療費が

非常に高いということで、指定されたその内容について、ご説明をさせていただきたいと思い

ます。 
 身延町においては、療養給付費が全国平均からすると非常に高いという形で、普通、全国平

均は１．１４がベースとなっております。指定された年度については、１．１９４という形の

数値が出ておりまして、この数値については、身延町の基準給付費を分母として、基準給付費

は国の全体の平均値がございまして、そこに身延町の被保険者数を掛け合わせて、それを基準

給付費の分母といたしまして、実績の医療給付費を分子として出たものが地域差指数というも

のになります。その地域差指数というものが１．１７を超えてしまいますと、国の指定になっ

てしまうと。指定年度については、１．１９４という数値になっております。これに指定され

ますと、なかなか、指定を解くことが困難という形で、その医療費を下げなさいよと。なんと

かして医療費を下げなさいよという指導を、国民健康保険運営安定化計画というものを毎年つ

くりまして、それに沿って事業を進めていくという形になります。 
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 平成２１年度においては１．１４という数値で、国が示した数値よりも低くなっております。

また、この数値が１．１７を超えますと、今度は町の一般財源から、その国から補助金が減ら

されてきますので、その補てんをしていかなければならないという部分がございます。従来で

すと、保険料が保険税から２分の１、そして国、県、町からそれぞれがしていかなければなら

ないということがございますので、なるべく、この１．１７を超えないような状況でもってい

かなければいけないということが、基本ベースにございます。今、この計画に基づいて、保健

師さん、生涯学習課の職員の皆さんのご協力を得る中で、なるべく医療費がかからないような

事業を展開しておる最中です。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 穂坂英勝君。 

〇１４番議員（穂坂英勝君） 
 対策を講じておられるわけでございますけど、具体的に対応してきた、実施してきた対策と

してはどんなものがあったんでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 町民課長。 
〇町民課長（秋山和子君） 

 まず基本的な部分からですと、やはり皆さん、病気になりますと不安を抱えておりますので、

医療機関を２、ないしは３という形で医療機関を回ってしまいますので、そこの部分につきま

して、保健師さんたちがレセプトを確認いたしまして、重複頻回をしないようにと。その対象

の住民の皆さまにご指導をしていただくと。それともう１つは、生涯学習課の事業、あと地区

の事業として、リズム体操なり、いろんな事業をして、そこに集まることによって、病院にか

からないような健康づくりをしていただくという。グループ活動もしていただいているという

状況になります。 
〇議長（望月広喜君） 

 穂坂英勝君。 
〇１４番議員（穂坂英勝君） 

 レセプトの点検というお話でございますけども、実際問題、レセプト点検で、病院ウォッチ

ングだとか、縦覧診療だとかというものはチェックできますかね。なかなか、ちょっとできる

ものではないなと、少しずつはもちろんできるんでしょうけども、まず診療報酬明細書の読み

方から、知恵がないと、知識がないとできないわけですよね。そのへんを含めて、これは大変

なことをやられているんだなとは思いますけど、有効的な手段が私どもも持っているわけでは

ありませんし、当然、大変、難しい話ですけど、そういう形で、とにかく現実は身延町、早川

町、県下で一番、高い水準を示しているわけでございますが、もう高齢化の町は、そういうと

ころへいってしまうという諦めも多少あるんですけども、そのへんを含めて、ご努力をお願い

したいと思います。 
 それで側聞ですけども、保険税の見直し時期にきているのか、見直しを必要とする時期にき

ているのか、このへんは分かりませんが、そんなお話を聞いておるんですけども、そのへんは

いかがなものでしょうか。 
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〇議長（望月広喜君） 
 町民課長。 

〇町民課長（秋山和子君） 
 国保税の見直しについてというご質問ですが、皆さま、十分ご承知かと思いますが、国民健

康保険は加入者の相互扶助のもとに成り立っている社会保障制度となっております。また国民

健康保険は、市町村が行う公営企業でもあるということも重々、皆さまご承知かと思います。

その中で、先ほど言いましたが、身延町は平成２１年１月３０日付けをもって、国民健康保険

第６８条の２、第１項に基づく指定を受けたところでもあります。 
 先ほど来から説明をさせていただいておりますが、指定の概要としましては、医療給付費が

国の基準より著しく高額な市町村を指定し、国および県の助言・指導のもとに給付費の適正化、

国保事業の運営・安定化の措置を講じることとしており、毎年、安定化計画を作成して、国・

県に提出する中で、事業等を実施しているところです。 
 そんな中で、医療費は平成２０年度以降、増額の一途にあり、この要因としては高度医療技

術の進展による１件当たりの医療費の増もあると、私たちは推測しております。この結果、財

政調整基金を取り崩す中において、国保の特別会計決算をしている状況にありますが、平成

２１年度決算においては、基金を６，６００万円取り崩し、基金残高が２２年度当初において

は２億７００万円となっています。平成２２年度決算見込みにおいては、基金の取り崩しを１億

円見込んでいるために、残高が１億円強となるかなと推測しております。 
 このような中で、ご質問の国保税の見直しを考えているかについてですが、国保税の改正に

ついては２年に一度、見直すこととされており、平成２１年度に改正いたしましたが、２３年

度がちょうど、２年の改正時期となります。２１年度改正の折は見込まれた額より税収が伸び

ない状況と、医療費が予想よりも多く、このままの状況でいきますと、基金の残高が底をつき、

平成２４年度決算においては、赤字となることが推測されますので、平成２３年度より国保の

税率改正に向けて、現在、国民健康保険運営審議会で税率改正について、協議していただいて

いる状況でございます。また、医療費の削減につきましては、福祉保健課の保健師さんたちに

も、日々尽力をいただいておるところもあり、ご報告させていただきます。 
〇議長（望月広喜君） 

 穂坂英勝君。 
〇１４番議員（穂坂英勝君） 

 先ほどの同僚議員の国保税について、滞納のお話がございました。滞納者の減額対象が５１％

にあるというお話を聞きました。それはそれ、話は別問題でございますけども、国保税の値上

げ、誰が考えても必至の状況ではありますけども、値上げ幅、その他について、重々、協議を

しながら、財政基盤が弱いからという理由だけでということは、当然やらないわけですけども、

そのへんを含めて、改定内容をどのようにしていただくかというふうにお願いします。 
 そして、改定内容でございますけども、現在の税の資金がざっと分けて、応能益で分けまし

て、負担がその中で資産割と所得割に５０％５０％に分けてやられるのが現在の中身でござい

ますけども、私がお願いしたいなと思っているのは、この方法の中身が当然、時代に合ったも

のではあったはずです。しかし、今現在、考えてみると、特に身延町のような高齢化が過度に

進んでいるところは、資産割に５０％というのは、資産割といっても、その資産から収入が得

られるようなものはいいんですけども、収入が得られず、高齢化してしまっている。ただ資産

 １０５



は持っているだけで、いっても金にならない、なんにもならない、買う人もない、そういう資

産が存在するだけであって、固定資産税がかかってくるのはやむを得ないんですけども、それ

から引っ張ってきた保険税の税額も、それをもとに算定されるのは、少しきついんではないか

なと。近隣の市町村の中でも資産割は、軽減しているところがあるように見受けられます。そ

のへんを考慮に入れて検討してくださるかどうか、このへんをお聞きします。 
〇議長（望月広喜君） 

 町民課長。 
〇町民課長（秋山和子君） 

 国保税を算定する場合、応能・応益といいまして、所得割、資産割、均等割、平等割の４つ

で計算をさせていただいております。今、穂坂議員さんが資産割についてなんとかという話を

お聞きしたんですが、やはり小さな市町村になりますと、資産割をなくすと、３方式といいま

すが、所得割と均等割と平等割だけにしますと、３方式になってしまいますが、そうしますと、

今度は所得の、若干でもある方については、その負担が大きくなってしまうということがござ

いますので、今、資産割がかかっていくという人たちは、やはり資産を持っていらっしゃる方

ということですので、応分の負担をしていただく中で、若い人たち、ないしはそれ以外の人た

ちの負担を軽減していただく方法も一方で、そして運営審議会の中でもそういう方向で進めて

いきたいという、４方式で進めていきたいという形の話し合いをされているところです。 
〇議長（望月広喜君） 

 穂坂英勝君。 
〇１４番議員（穂坂英勝君） 

 おおぜいの方というわけではございませんが、私どもが日々、相談を受けるときに、一番、

説明しにくいところではあるんですが、私は息子の扶養家族になっているんだと。だけども、

資産が昔、商売をしようと思って建てた資産がここにあると。それによって、固定資産税は高

いわ、保険税は高いわと、それはなんとかならないかと言われても、なんとかなりません。そ

ういう点では、しょっちゅう相談に来られて、それはあなたの財産だからしょうがないという

話になるんですけども、収入は伴っていないわけですよね。大体。特に身延あたりになります

と。そこは３方式にしろとは言いませんけども、資産割を低く算定するぐらいは考慮してほし

いなと、こういうことでございます。実態上は、皆さんそうだと思います。 
 それから、所得割が高い人が高くなっていいとは言いませんけども、その収入が伴っている

とすれば、これはしょうがない、取るものも多いんだから払うものも多くなるという、多少の

納得はそちらでは得られやすいんですけど、本当に休眠状態になっている資産が、評価だけと

いうのは大変、きついように私自身も思います。これを審議会でしょうか、いろいろご協議い

ただく中で問題を提起していただいて、算定の参考にぜひしてほしいなと、こんなふうに思い

ます。同一な質問で申し訳ありません。町長、細かい中身はございませんけども、私の申し上

げたことについて、お考えはどうなんでしょうか。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 ただいまのお話でございますけれども、今、審議会の中で、これらも含めて検討をさせてい

ただいている最中ということで、特に議員さんの代表が３人ですか、今、日向議員が審議会の
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会長ですけども、ちょっと体調を崩していますけども、そのほか議員さんの皆さんがおいでに

なりますから、ぜひ、内容はご存じだと思いますけども、今、所得割がいいのか、それから均

等割がいいのか、あるいは財産にも掛けるほうがいいのか、そのへんも検討している最中でご

ざいますから、全然それは、考慮しませんということではございません。 
 以上でございます。 

〇議長（望月広喜君） 
 穂坂英勝君。 

〇１４番議員（穂坂英勝君） 
 この質問について、終わらせていただきます。 
 行政改革の現状についてでございます。 
 行財政改革と謳わなかったのは、行政改革を論ずるときに財政改革が最終目的になりますの

で、財政を密にして論じては、少しいびつなものになってしまうんですけども、私の職責の立

場上、財政については控えさせていただきましたので、つい、偏る形の論議になろうかと思い

ますけども、お願いいたします。 
 町長は町長選出馬の公約の中で、すぐになすべき重要政策３点を優先順位で挙げておられま

した。その最優先で、行財政改革の断行を挙げておりました。そしてそのとおり、町長は就任

以来、行財政改革に取り組んでいることも承知はしております。町長就任、３年目に入りまし

た。小さな役場・大きな仕事集団を目指し、そしてその具体的成果はご自身で、どうご判断さ

れているのか、雑駁な質問で大変恐縮ですが、お答え願います。 
〇議長（望月広喜君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 誠に難しい質問を頂戴いたしましたけども、私は私なりには一生懸命させていただいている

と、こういうふうに思っておりますけども、評価は私がすることではないだろうと。例えば穂

坂議員なり、町民の皆さんが評価をしていただけると、こういうように思っておりますので、

いずれにしましても、一生懸命頑張らせていただいていると、このことだけは言わせていただ

きます。評価は、皆さんがしていただくものだと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 穂坂英勝君。 
〇１４番議員（穂坂英勝君） 

 そのようなご答弁で、まったく、誰でもそういうご答弁で返ってくるかと思いますが、ご努

力しているという言葉をお聞きしたかったというところの質問の内容でございました。 
 それで本町の財政力に見合った、身の丈の合った行政、いわゆる小さな政府、機能的な行政

機構を構築することにあると思うんです。そして、その具体的な対策、集中プランもありまし

たでしょうし、いろいろありますけど、具体的な対策として取り組んできたものは、どんなも

のがあるのか、お答え願いたいと思います。 
〇議長（望月広喜君） 

 政策室長。 
〇政策室長（丸山優君） 

 まず平成１７年から２１年度まで、集中改革プランということで、それらの取り組み実績に
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つきましては、９月１日の全員協議会の際、配布いたしました集中改革プランの総括表をご覧

いただきながら、実際の取り組み状況を見ていただきたいと思います。 
 その中で、職員数につきましては、平成１７年に２５９名いた職員も平成２２年には３７名

減の２２２名となりました。小さな役場になりつつあるのではないかと思います。 
 なお、組織の見直しにつきましては、その時代において、最も望ましい組織機構に編成した

いと考えておりますので、随時、組織の見直しを行っているところです。 
 以上です。 

〇議長（望月広喜君） 
 穂坂英勝君。 

〇１４番議員（穂坂英勝君） 
 良い悪いは抜きにいたしまして、職員の数を減らすのが行政改革ではございません。しかし、

そうは言っても、職員の数が減ったところが１つの小さな政府、それをどう効率的に住民サー

ビスの向上に結びつけていくか、これは町長の手腕にかかっているんではなかろうかと思いま

す。それで、人減らしは行政改革ということではございませんけど、現実に、あれから今日ま

で、人減らしはしていなかったんではないかなと私は思っています。自然減。表れてくる表の

数は、数合わせとまでは申しませんけど、自然に退職者が何人いて、採用される人間が何人だ

という形で流れてきて、その結果の報告のように、大変、申し訳ないんですが、そういうよう

に見えてしまう部分がありますし、行政機構を町長がお考えになっているように、いじった部

分というのは、私の勉強不足ではございますけども、現実に見られています。行政改革をして

きた内容は、いっぱいあります。私にも分かるところ。例えば、旧下部町にあったＳＣＴとい

うのがありました。これがＰＦＩで、民間の力を借りてやるようにしたこと、これも大きな行

政改革の１つでございますし、成果はたくさんあるんですが、今言ったようなところでは見え

ていないという点でどうなんでしょうか、お答えを願います。 
〇議長（望月広喜君） 

 総務課長。 
〇総務課長（広島法明君） 

 人員配置等につきましては、実は平成２３年度に向けて、明日、人員体制ヒアリング、今年

度よりも来年度という形で、それぞれの所属長が自分のところの業務をしっかりと把握して、

今年と同じことをしていたんでは駄目だと。今年以上の仕事をするには、どうしたらいいか。

または、今年の業務を見る中で、来年度、膨らむ業務がある場合には、それなりの人員配置も

必要。そして、そっくり同じような業務だったら、多少、人を減らしてもいいというような形

で、先ほどから自然減、人減らしというようなこともありますけども、基本は少数精鋭、その

そっくり同じ仕事をするなら、職員も今年よりも来年１．２倍とか１．３倍の仕事ができると

思いますので、それなりに仕事のほうの内容も増えていきますけど、その職員数も少しずつ減っ

てはいますけど、業務のほうは少しずつ増えていきます。その中で、先ほども言いましたよう

に、一人ひとりが１年１年、パワーアップしていくような指導ということは、町長と一緒に職

員の意識改革ということで努めています。それが先々は小さな役場、大きな仕事集団につなが

ると思います。 
 以上です。 
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〇議長（望月広喜君） 
 穂坂英勝君。 

〇１４番議員（穂坂英勝君） 
 ＯＪＴで職員の意識改革を進めながら、仕事量の増えた部分をカバーするような方法で、小

さな政府をつくり上げると、こういうご答弁でございますけども、類似町がどうのこうのとい

うことは申し上げません。類似町はこういう人口に、職員の数がこうだからなんて言い出した

ら、これはまた、きりのない話でありまして、私どもの町よりも人口がずっと多くて、ずっと

少ない職員数のところもあるし、逆のところも、もちろんあるしということですから、そうい

う類似町を見てどうのこうの、比較検討をして、うちはどういう規模が適正かということは申

し上げませんが、町長も就任するときに適正規模、適正要員数という表現でおっしゃっており

ますので、そういう形で申し上げさせていただきました。町長も適正要員数というものを持っ

ていらっしゃいました。それで、この中に取り組んできたはずでございます。町長の公約の中

に文言がそうありましたので、私はそう捉えていますけど、そういう意味で申し上げたわけで、

決して多いとか、少ないという話ではありません。 
 むしろ、今、意識改革という言葉が出ましたので、質問の前の話が多くなってしまって、う

まくないんですけども、今の行政の職員のあるべき姿が昔と違いまして、昔のようにゼネラリ

ストを求めて、町のことはなんでも分かる職員は、今は必要ないです。スペシャリストを求め

ます。だから異動なんか容易にできません。１つの仕事をスペシャリストとして、仕事ができ

るようになるだけで精一杯なはずです。そして効率的な仕事、効率的なサービスをあげていく

という点であれば、昔のように、彼に聞けばなんでも分かっている、彼は優秀だからという職

員であれば、どこへ配置しても、こっちを減らして、こっちをやってもということもあります

けども、そういう、今のご時勢ではないはずですので、そういう面も含めて、いろいろ忙しい

と思いますし、高度なテクニックを維持しながら、本当にテクニカルスキルを上げなければ、

業務にも就けないような職員の皆さんの仕事の内容のことは、私でも分かります。はたから見

て、ちんぷんかんぷんですけども、分かります。そういう中で効率を挙げて、小さな機構、小

さな政府で、小さな行政機構をつくって効率的にやっていけといわれるけれど、ＯＪＴで、町

長、総務課長が指導してなんていう状態ではないと思います。今の職員は優秀であることだけ

は、いつも言葉にするように認めておりますので、ぜひそのへんを含めながら、小さな政府づ

くり、次代を担う子どもに身延町の負の遺産を残さないような、行政基盤を確立させるような

方法を、ぜひともお願いしたいと思います。 
 行革の推進委員会、名称は的確ではございません。というのは、庁舎の中に設けられておら

えるように聞いておりますが、そうでしょうか。勘違いかもしれませんから、どうですか。な

いですか。 
〇議長（望月広喜君） 

 政策室長。 
〇政策室長（丸山優君） 

 一般の町民の皆さんの代表の方たちを指していますか。そちらは、行政改革の推進委員会に

のっております。 
〇議長（望月広喜君） 

 穂坂英勝君。 
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〇１４番議員（穂坂英勝君） 
 どのような行程の中で、その審議委員会は審議結果を出していくような形になっているんで

しょうか。というのは、行政改革というのは終点がないわけですよね。常に改革をしていかな

ければならないということだから、結果がないんだけど、結果がないよといって、いつまでも

審議会があるだけで、なんにも出てこないということでは困りますので、その行程をどんな形

になっているのか、お聞きしたい。 
〇議長（望月広喜君） 

 政策室長。 
〇政策室長（丸山優君） 

 行革推進委員会の皆さんには、今回は行政改革大綱を新たにつくりました。そのときに大綱

の内容等について、検討していただいております。さらには、先ほど申しましたように、平成

１７年から２１年度、行政改革プランの取り組みにつきまして、毎年毎年、その取り組みの状

況を報告しながら、チェックをいただいております。最終的に、５年間の総括表についても十

分、内容を精査いただく中で、次の集中改革プランについては、もう少し分かりやすくとか、

小さな数字ではなく、もっと精神的な部分とか、そのあたりに重心を置くようにとか、そうい

う指導のもとで、今回は実行プランを作成させていただきまして、前回の議会の全員協議会の

ときに、皆さんにお示ししましたとおりです。随時、皆さんにチェックをいただきながら行っ

ております。 
〇議長（望月広喜君） 

 穂坂英勝君。 
〇１４番議員（穂坂英勝君） 

 例えばの話をこんなところで出すのは大変、適当ではないかと思いますけども、行政改革と

いう中身の中で、例えば別な面で、今、論議されているように聞いておりますけども、保育所

の民間経営がどうだろうかという検討をなさっているように聞いております。これもある側面

からすると、行政改革なんですね。こういうことにも踏み込んだ改革の中身を策定しながら、

踏み込んでいっていただきたい。ごたごたしないようにするためには、そこが大きな要素をふ

まえながら、行政改革がされていくんではなかろうかなと。例えばで申し訳ないんですけども、

保育所施設、公営町立保育施設が民営化されるとなると、行政機構から、とりあえず仕事がまっ

たくなくなるわけではありませんけど、行政面の仕事はたくさん残りますけども、１つの組織

としては切り離されるわけですが、行政改革につながっていくはずでございますので、そのへ

んも頭に入れながら、進めていただきたいと思います。 
 いずれにしても、行革が住民に見えて、住民が納得していただけるように、住民が納得した

らどうのこうのではありません。納得していただけるような、ご努力を皆さんがしていること

が住民に見えるような、クリエイティブな政策の進め方をお願いいたしまして、私の質問を終

わらせていただきます。 
〇議長（望月広喜君） 

 以上で穂坂英勝君の一般質問が終わりましたので、穂坂英勝君の一般質問は終結いたします。 
 以上で、通告されました一般質問は、すべて終了をいたしました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 委員会の閉会中の継続調査について、議題といたします。 

 総務常任委員会副委員長、教育厚生常任委員会委員長、産業建設常任委員会委員長、議会運

営委員会委員長、議会広報編集委員会委員長、議会活性化等特別委員会委員長から所管事務調

査について、議会会議規則第７４条の規定によって、お手元に配布いたしました申出書のとお

り、閉会中の継続調査の申し出がありました。 
 お諮りいたします。 
 以上、６委員会の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、総務常任委員会副委員長、教育厚生常任委員会委員長、産業建設常任委員会委員長、

議会運営委員会委員長、議会広報編集委員会委員長、議会活性化等特別委員会委員長から申し

出のとおり、閉会中の継続調査といたすことに決定いたしました。 
 本日、町長より追加議案が提出されました。 
 これを日程に追加し、追加日程第１として議題にしたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、追加日程第１として議題とすることに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第１ 追加提出議案の報告、並びに上程を行います。 

 同意第１０号 人権擁護委員候補者の推薦について 
 以上、１件を上程いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第２ 追加提出議案の提案理由の説明を求めます。 

 同意第１０号について、町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 今回の追加提出議案につきましては、人事案件１件となっております。 
 それでは、説明をさせていただきます。 
 同意第１０号 人権擁護委員候補者の推薦について 
 人権擁護委員の候補者として、下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求めるものでございます。 
記 

 住  所 山梨県南巨摩郡身延町下山５９５４番地 
 氏  名 望月達也 
 生年月日 昭和２２年４月１２日 
 平成２２年１２月１６日 提出 

身延町長 望月仁司 
 提案理由でございます。 
 平成２３年３月３１日に、上平聖道委員の任期が満了いたします。その後任委員を選任した
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い。 
 これが、この議案を提出する理由でございます。 
 特に同意第１０号につきましては、来年４月１日付けの法務大臣委嘱に向け、１月の上旬に

は、法務局に候補者を推薦する必要がございます。したがいまして、本定例会に追加提案をさ

せていただきました。 
 よろしくご審議の上、ご同意くださいますよう、お願いを申し上げます。 

〇議長（望月広喜君） 
 町長の説明が終わりました。 
 なお、同意第１０号につきましては、人事案件ですので、詳細説明は省略をいたします。 
 お諮りいたします。 
 同意第１０号は人事案件ですので、質疑・討論を省略したいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、同意第１０号については、質疑・討論を省略することに決定いたしました。 
 なお、質疑・討論が省略になりましたので、議事日程を繰り上げます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第３ 追加提出議案に対する採決を行います。 

 同意第１０号について、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員であります。 
 よって、同意第１０号 人権擁護委員の候補者の推薦については、山梨県南巨摩郡身延町下

山５９５４番地、望月達也氏、昭和２２年４月１２日生まれを推薦することに決定いたしまし

た。 
 これで、本日の議事日程は終了いたしました。 
 ここで、町長よりあいさつをいただきます。 
 町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 大変、お疲れさまでございました。 
 平成２２年身延町議会第４回定例会の閉会にあたり、一言あいさつをさせていただきます。 
 本定例会は去る１２月１３日に開会され、本日までの４日間、私どもの提案に関わる諸議案

につきまして、ご熱心にしかも真摯にご審議をいただきました。 
 ただいま、すべての議案につきまして、原案のとおりご議決、ご認定、ご同意をいただく中

で閉会を迎えることができました。議員の皆さんのご協力に心から敬意を表し、お礼を申し上

げたいと思います。 
 今、世の中では集権的統治ではなく協力統治、ガバナンスといわれております。公共のガバ

ナンスとは行政と議会、さらに住民が一体となって、協働して公共空間を治めることだといわ

れております。 
 なお、開会中、議員の皆さんから賜りましたご意見・ご要望につきましては、これを尊重し、

今後の町政運営に遺憾なきよう努めてまいりますので、変わらぬご指導をお願い申し上げます。 
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 いよいよ本年も残り少なくなり、寒さが日増しに厳しくなる季節になってまいりました。議

員の皆さんには、お体には十分お気をつけていただいて、ますますのご活躍いただけますこと

をお願いし、閉会のあいさつとさせていただきます。ご苦労さまでございました。 
〇議長（望月広喜君） 

 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件は、すべて議了いたしました。 
 会議規則第７条の規定により、閉会したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 よって、本定例会は、これで閉会することに決定いたしました。 
 会期４日間、議員各位には慎重審議をいただき、心から敬意と感謝を申し上げる次第でござ

います。 
 本年もいよいよ押し詰まり、寒さもいよいよ厳しくなりますが、各位におかれましてはくれ

ぐれもご自愛をいただき、町政発展になお一層のご尽力を賜りますよう、お願いを申し上げま

す。 
 また議員各位、町長はじめ執行部の皆さまには無事に越年され、希望に溢れる新年を迎えら

れますようお祈り申し上げまして、平成２２年身延町議会第４回定例会を閉会といたします。 
 ご苦労さまでした。 

〇議会事務局長（遠藤守君） 
 それでは、相互の礼で終わりたいと思います。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 ご苦労さまでした。 

閉会 午後 ２時０５分 
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洋男が録音テープから要約し、議会事務局長遠藤守が校正したものであるが、 
その内容に相違ないことを証するため、議長並びに署名議員により署名する。 
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